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１ 計画の概要 

 

 実施計画策定の目的・位置づけ 

本市は、まちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、平成１２年に「生き生きとした

ふれあいの都市・ふなばし」を目標とした基本構想を策定しました。 

また、基本構想を実現するための基本的な施策を定めた前期の基本計画が平成２３年度で

終了したことから、平成２４～３２年度の後期基本計画を策定し、これに基づき市政を推進

しています。 

この実施計画は、船橋市総合計画の一部を構成するものであり、後期基本計画の「分野別

計画」に沿って、平成２６～２８年度（３年間）に取り組む事業計画を体系的、具体的に示

しています。毎年度の予算編成及び事務事業の指針とするものです。 

 

 実施計画の構成 

この実施計画は、後期基本計画が「めざすまちの姿」と「分野別計画」の２つで構成され

ていることに合わせ、「めざすまちの姿に係る主な事業」と「分野別計画にもとづく事業」

で構成しています。 

「めざすまちの姿に係る主な事業」では、後期基本計画において重点的に取り組むテーマ

として掲げた「めざすまちの姿」を実現するために、特に重点的に取り組む事業を掲げてい

ます。ここでは概要と事業名及び掲載ページのみを記載し、各事業の詳細は「分野別計画に

もとづく事業」に掲載しています。 

「分野別計画にもとづく事業」では、後期基本計画の「分野別計画」の体系（政策－基本

施策－施策）に沿って、今後３年間で取り組む主な事業を掲載しています。また、各基本施

策の冒頭に、後期基本計画から抜粋した「基本施策の方針」、「基本施策を構成する施策と

主な取り組み」および「後期基本計画における参考指標」を掲載しています。 

掲載事業は、「計画事業」と「その他の主要な事業」に分けられます。 

「計画事業」は、計画期間中に新規に実施する事業や拡充・改善を図る事業、継続事業でも特

に金額の大きい普通建設事業などです。この実施計画書では、年度毎の事業内容や計画期間中の

事業費を記載するとともに、事業の進捗を管理するための指標を掲載して、毎年度の進捗管理を

行います。 

「その他の主要な事業」は、「計画事業」以外で、基本計画の「主な取り組み」に大きく寄

与する事業や、参考指標に関連する事業です。実施計画書では、事業概要と該当する主な取り組

みを掲載します。 
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 実施計画の期間 

 実施計画の期間は平成２６年度から２８年度までの３年間とします。 

 毎年度見直しを行うローリング方式により、新たな事業の追加や計画の見直しに対応して

いきます。 

 

 実施計画の進行管理 

実施計画には、計画事業ごとに「目標」（年度ごとの事業量や到達点）を掲げました。ま

た、各基本施策の冒頭に掲載した「後期基本計画における参考指標」には、３年ごとに設定

する「中間目標値」（この実施計画では、平成２６年度末時点での目標値）を掲載していま

す。 

実施計画の進行管理はこれらを用いて行います。計画事業については毎年度「目標」を活

用して、施策については３年に１度「中間目標値」を活用して、進捗状況を確認・分析し、

公表することを予定しています。 

「中間目標値」については、ローリング方式による見直しを行わず、平成２４～２６年度

版の実施計画策定時に設定した平成２６年度の目標値を、引き続き用いることとしています

（制度の変更等、必要がある場合は目標の変更を行います）。このため、計画事業ごとに予

定されている「目標」（事業量）と一致しない場合があります。 

なお、平成２７～２９年度の実施計画策定にあたっては、中間目標値を平成２９年度末時

点の目標として再設定し、引き続き、実施計画の進行管理を行っていきます。 
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２ 財政見通し 

現行の財政制度による計画期間中の一般会計の財政見通しについて、次表のとおり推計し

ました。 

(単位：千円）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 ２６～２８年度

金額 金額 金額 合計金額

歳入総額 190,760,000 194,241,611 188,135,068 573,136,679

市税 95,535,700 93,798,050 94,666,871 284,000,621

国県支出金 38,790,800 42,038,614 40,489,794 121,319,208

財源調整基金繰入金 7,270,000 7,500,000 4,000,000 18,770,000

市債 20,869,100 21,139,000 17,821,800 59,829,900

その他 28,294,400 29,765,947 31,156,603 89,216,950

歳出総額 190,760,000 194,241,611 188,135,068 573,136,679

義務的経費計 95,542,576 94,959,111 96,070,630 286,572,317

　○人件費 35,727,509 35,712,680 35,154,627 106,594,816

　○扶助費 47,249,137 47,816,263 49,309,794 144,375,194

　○公債費 12,565,930 11,430,168 11,606,209 35,602,307

普通建設事業 26,203,947 31,527,205 25,311,869 83,043,021

その他 69,013,477 67,755,295 66,752,569 203,521,341

（うち計画事業費） (23,048,373) (28,655,935) (21,120,822) (72,825,130)  

 

・計画事業費は、分野別計画に基づく事業のうち「計画事業」の事業費を集計した計画策定

時点での概算です。今後、各年度の予算査定の段階で、事業費の精査を行うとともに、社

会経済状況に対応した見直しを行います。 

・財源調整基金繰入金は、各年度の決算剰余金の積立額を３０億円程度と想定し、各年度に

計上しています。 



 



めざすまちの姿に係る主な事業
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めざすまちの姿　①

① 危機管理体制の強化

② 災害時の情報収集・伝達体制の整備

③ 災害に強い地域社会づくり

④ 災害に強い都市基盤の整備

● 災害時要援護者見守り活動支援補助事業 P31

● 災害時要援護者対策事業 P69

● 保育所耐震整備事業 P34

● 運動公園整備事業 P52

● 下水道整備事業（地震・長寿命化対策）[特別会計] P62

● 橋りょう維持・耐震化事業 P66

● 護岸改修事業 P67

● 小学校耐震改修事業 P93

● 中学校耐震改修事業 P93

● 橋りょう整備事業 P130

③　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中に特に重点的に行う事業を記載しています。

②　めざすまちの姿の実現に向け、主にどのようなことに取り組んでいくのか、方向性を記載しています。
　　 （後期基本計画より抜粋）

公共施設の耐震化

耐震性が不足している小中学校・保育所等の市有建築物や橋りょう等の公共施設の耐
震改修や建て替えを進めます。

「めざすまちの姿に係る主な事業」の見方

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

項目 概要/構成事業

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

①　このテーマで設定した背景や課題を記載しています。（後期基本計画より抜粋）

非常時への備えのあるまち

このテーマでは

地震・風水害等の自然災害のほか、健康危機、大規模事故等に対応する危機管理体制を強化するとと
もに、適切な情報が迅速に行き渡るための取り組みや都市基盤の整備を進めることにより、災害に強いまち
を目指します。

実現に向けた取り組み

災害発生時の要援護者（高齢者や障害者等）の被害を少しでも軽減するため、要援護
者あてに地域（市及び地区社会福祉協議会、町会、自治会、民生委員等）との情報共
有同意書を送付し、同意された場合は、要援護者情報を地域に提供して、市社会福祉
協議会が実施している安心登録カード事業を活用した地域ぐるみの避難支援体制づくり
を推進します。

災害時要援護者対策の充
実

① 

② 

③ 

本実施計画期間中に特に
重点的に行う事業の名称
と、当該事業の詳細を記載
しているページを示してい
ます。 
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めざすまちの姿　①

① 危機管理体制の強化

② 災害時の情報収集・伝達体制の整備

③ 災害に強い地域社会づくり

④ 災害に強い都市基盤の整備

● 災害時要援護者見守り活動支援補助事業 P31

● 災害時要援護者対策事業 P69

● 保育所耐震整備事業 P34

● 運動公園整備事業 P52

● 下水道整備事業（地震・長寿命化対策）[特別会計] P62

● 橋りょう維持・耐震化事業 P66

● 護岸改修事業 P67

● 小学校耐震改修事業 P93

● 中学校耐震改修事業 P93

● 橋りょう整備事業 P130

実現に向けた重点事業

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

項目 概要/構成事業

耐震性が不足している小中学校・保育所等の市有建築物や橋りょう等の公共施設の
耐震改修や建て替えを進めます。

非常時への備えのあるまち

このテーマでは

地震・風水害等の自然災害のほか、健康危機、大規模事故等に対応する危機管理体制を強化すると
ともに、適切な情報が迅速に行き渡るための取り組みや都市基盤の整備を進めることにより、災害に強い
まちを目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

公共施設の耐震化

災害時要援護者対策の充
実

災害発生時の要援護者（高齢者や障害者等）の被害を少しでも軽減するため、要援
護者あてに地域（市及び地区社会福祉協議会、町会、自治会、民生委員等）との情
報共有同意書を送付し、同意された場合は、要援護者情報を地域に提供して、市社
会福祉協議会が実施している安心登録カード事業を活用した地域ぐるみの避難支援
体制づくりを推進します。
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● 公園施設等放射能対策事業 P52

● 大気中の放射線量測定事業 P58

● 廃棄物等の放射性物質測定事業 P61

● 下水汚泥の放射性物質測定事業 P63

● 給食食材放射線量等検査事業 P98

● 学校等敷地内放射線量測定事業 P98

● 農産物放射性物質検査事業 P117

● 市有建築物の太陽光発電設備設置調査事業 P57

● 防災備蓄整備事業 P65

● 帰宅困難者対策事業 P69

● 自主防災組織強化事業 P64

● 地域防災計画推進事業 P65

● （仮称）防災備蓄センター整備事業 P65

● 非常時活動拠点整備事業 P66

● 耐震診断助成事業 P69

● 住宅耐震改修助成事業 P69

地域防災計画に基づく啓
発等

平成25年度に作成した津波ハザードマップに基づき、避難の対象となる地域や避難場
所、避難の際の経路を選定するとともに、避難勧告等の発令基準を定めた津波避難
計画を26年度中に作成します。

防災機能の充実

放射線量等の監視

公園・学校などの放射線量の測定を行うとともに、清掃工場から出る排ガスや焼却灰、
下水処理場の下水汚泥に含まれる放射性物質を検査し、適正な処理を行います。ま
た、学校等の給食食材や市内農産物、土壌の検査も実施し、食の安全性を確認しま
す。

民間建築物の耐震化の促
進

木造住宅や分譲マンションの耐震診断や、耐震性が不足している戸建住宅の耐震改
修に要する費用について助成を行います。また、災害時の物資輸送に重要な役割を
果たす緊急輸送道路に面している倒壊の恐れのある建築物の耐震診断にかかる費用
の助成を行います。

自主防災組織の強化

福祉と防災の拠点づくり

行田の国家公務員船橋体育センター跡地に、喫緊の課題となっている福祉施設等の
整備を行うとともに、（仮称）防災備蓄センター及び災害時に他県からの緊急消防援助
隊を受け入れるための活動拠点機能を備えた多目的広場を整備するなど、「福祉と防
災の拠点づくり」を進めます。

自主防災組織に対し、補助金を交付することにより、防災資機材を整備し、地域住民
による初期消火体制及び避難救護体制の確立を図ります。また、マンション管理組合
を自主防災組織結成の対象とすることで、自主防災組織の結成率を向上させ防災・
減災対策に取り組むマンションの増加を図ります。さらに、自主防災組織協議会を設立
し組織の活性化や新規結成につなげていきます。

市有建築物への太陽光発電設備の設置方針にもとづき、防災や環境啓発等の観点
から、太陽光発電設備の設置可能性調査を行います。また、小・中学校等宿泊可能
避難所および公民館福祉避難所の必要な食料品・飲料水等の拡充や更新を行いま
す。　災害時の帰宅困難者対策として関係行政機関や民間事業者と連携した対策を
検討します。
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めざすまちの姿　②

① 保健・医療・福祉の体制づくり

② 犯罪のないまちづくり

③ 暮らしやすいまちづくり

④ 支えあいのコミュ二ティづくり

● （仮称）保健福祉センター建設事業 P24

● リハビリセンター管理運営事業 P24

● 在宅医療推進事業 P24

● 地域包括ケアシステムの推進 P25

● ＨＰＶ検査事業 P28

● 高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 P28

● （仮称）ふなばし健やか体操２１推進事業 P29

● 公園を活用した健康づくり事業 P29

がんの早期発見を推進し、死亡率を減少させることを目的として実施している子宮がん
検診の検査項目に、ＨＰＶ検査を追加します。

概要/構成事業

地域包括ケアシステムの推
進

住み慣れた地域で必要な保健・医療・介護サービスを継続的・一体的に受けられる在
宅医療を推進するとともに、「地域包括ケアシステム推進本部」を立ち上げ、「地域包
括ケアシステム」実現を目指します。

（仮称）保健福祉センター
の整備

安心して暮らせるまち

このテーマでは

保健・医療・福祉サービスの充実、防犯体制の強化、安全な道路の整備、生活利便機能を備えた身
近な地域づくりなどを進めるとともに、支えあいのコミュ二ティを再生することにより、安心して暮らせるまち
を目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

実現に向けた重点事業

地域リハビリテーションの推
進

リハビリセンターに指定管理者制度を導入し、これまでの事業に加え、リハビリテーショ
ン科の診療所業務・訪問看護ステーション業務及び地域リハビリテーションを推進する
ための拠点事業を行います。市内の回復期病床を持つ病院等と密接な連携体制を整
えることで、回復期から維持期までの継続したリハビリテーションを提供していきます。

生涯にわたる健康づくりの
推進

介護予防に資するリハビリ的要素を含んだ、地域で簡単にできる体操を導入することを
検討するとともに、当該体操を市民に周知・普及する手法についても併せて検討する
協議会を、平成26年度に開催します。また、生涯にわたる健康づくりのため、身近な公
園を活用して手軽に運動できる環境を整えます。

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

項目

保健・医療・福祉サービスの拠点として、保健所、保健センターなどの複合施設である
（仮称）保健福祉センターを平成27年10月開設を目標に建設します。

高齢者肺炎球菌ワクチン接
種の実施

高齢者を肺炎から守るため、65歳以上の方を対象に肺炎球菌ワクチンの接種を行い
ます。

ＨＰＶ検査の実施
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● 生活介護事業所整備事業 P39

● 高齢者福祉施設整備費補助事業 P41

● 自主防犯活動支援事業 P71

● 船橋まちなかＡＥＤステーション事業 P73

● 鉄道駅エレベーター等整備補助事業 P124

● 人にやさしい歩道整備事業 P124

● 歩道環境整備事業 P125

● コミュニティ道路等整備事業 P128

● 公共交通不便地域支援事業 P133

● バス利用促進等総合対策事業 P133

高齢者福祉施設の整備

施設介護の必要がある高齢者が待機することなく円滑に入所できるように、社会福祉
法人等に対し補助を行い高齢者福祉施設の整備を進めます。特別養護老人ホーム
の整備にあたっては個室ユニット化を推進し、高齢者の尊厳を守り、自分らしく生き生き
とした生活が送れる施設の実現を目指します。

救命率の向上を目指して、市内の24時間営業のコンビニエンスストアに、事業者の協
力を得てＡＥＤを設置し、周辺で心肺停止傷病者が発生した際に、市民がいつでもＡＥ
Ｄを利用できる環境を整えます。

市が定めた公共交通不便地域において、地域住民組織からの要請に基づき乗合事
業者が実施する、公共交通不便を解消するための事業（運行）に対して補助金を交付
します。

ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）の普及

地域における自主防犯活動を促進するため、自主防犯パトロール隊へのパトロール物
資の支給等を行います。また、町会・自治会等が自主防犯活動を補完するために設
置した防犯カメラの設置費及び維持管理費を補助します。

バス停留所施設の整備

市内バス停に上屋やベンチの整備を進めることにより、高齢者等に対するバスの利便
性を高め、公共交通機関としてのバス利用を促進するため、設置箇所や優先順位を
定めた計画を策定するとともに、上屋やベンチを整備する事業者に対して設置費の一
部の補助や、設置が必要な箇所の整備を行います。

安全な歩行者空間の整備

車両交通の円滑化と歩行者の安全を確保するため、歩道の設置を行い、歩車分離を
図ります。また、誰もが暮らしやすいまちにするため、既設歩道の段差や急な勾配を解
消し、バリアフリー化を図ります。

生活介護事業所の整備

重度の重複した障害がある肢体不自由者のための通所による生活介護事業所を、行
田の国家公務員船橋体育センター跡地に民設民営方式により設置します。

自主防犯活動の支援

公共交通不便地域の支援

鉄道駅エレベーター等の整
備

鉄道駅の移動等円滑化（段差の解消、転落防止設備の整備、誘導用ブロックの整
備、障害者対応型便所の設置等）を実施する鉄道事業者に対して、事業費の補助を
行い、鉄道駅のバリアフリー化の促進を図ります。
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めざすまちの姿　③

① 環境にやさしい暮らし方の普及

② 環境負荷の少ないまちづくり

③ 自然とふれあう場づくり

● 準用河川整備事業 P49

● 都市緑地整備事業 P51

● 都市公園整備事業 P51

● アンデルセン公園拡張整備事業 P52

● 生物多様性地域戦略策定事業 P55

● ふなばし三番瀬海浜公園活用事業 P55

● 再生可能エネルギー等導入方針策定事業 P57

● 下水処理場における再生エネルギー導入検討事業 P57

● 防犯灯設置支援事業 P58

● 本庁舎整備事業 P155

未来へつなぐ恵み豊かな環境のまち

このテーマでは

市全体で高い環境意識を共有し、自然とふれあえる場づくりや、地球環境保全に向けた取り組みを行
うことにより、将来の世代が良好な環境のもとで暮らすことのできるまちを目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

実現に向けた重点事業

準用河川木戸川の河道を拡幅して流下能力を増大させ、河川の氾濫による被害を防
御し治水安全度を向上させるとともに、市民が親しみと安らぎを感じる多自然川づくりを
進めます。

公共施設における「再生可能エネルギー等導入方針」を策定し、再生可能エネルギー
設備や省エネルギー設備の計画的な導入を図ることで、温室効果ガス及びエネル
ギー使用量並びにコストの削減につなげていきます。また、西浦下水処理場において
小水力発電装置の実地実証実験を実施し、導入効果等の検証を行います。

公園緑地の整備

緑の保全を図るとともに市民の憩いの場を確保するため、公園・緑地の整備を進めま
す。

木戸川の改修

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

項目 概要/構成事業

ふなばし三番瀬海浜公園
活用

平成24年度に策定した基本構想にもとづき、ふなばし三番瀬海浜公園のプール跡地
を中心としたエリアに、市民が親しみながら干潟の生物や水鳥の観察等、環境学習が
行えるような体験学習型の施設を整備します。

ＬＥＤ化の推進

町会・自治会がＬＥＤ防犯灯を設置する場合、補助金額を増額することにより、消費電
力の小さいＬＥＤ防犯灯への切り替えを推進していきます。また、市役所本庁舎の照明
を平成26・27年度で、ＬＥＤ照明に更新し、省エネルギー化を推進します。

生物多様性地域戦略の策
定

自然環境調査を実施し、その結果をもとに、生物多様性の保全及び持続可能な利用
に関する基本的な事項を定めた「生物多様性地域戦略」を策定します。

再生可能エネルギー導入
の推進
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● 北部清掃工場建設事業 P60

● 南部清掃工場建設事業 P60

● 下水道整備事業（管渠・処理場等の整備）[特別会計] P62

● 下水道整備事業（雨水対策）[特別会計] P68

下水道の整備

快適な生活環境と公共用水域の水質保全を図るため、各処理区（西浦、高瀬、津田
沼、印旛、江戸川左岸）の管渠整備や下水処理場の整備を進めます。

北部清掃工場隣接地及び南部清掃工場隣接地に新しく清掃工場を建設します。新し
い清掃工場は、設計・建設から運営までを民間事業者が行うＤＢＯ方式の手法を採用
します。

清掃工場の建設
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めざすまちの姿　④

① 子どもが笑顔で育つまちづくり

② 子育てを支援する環境づくり

● 母子健康教育事業 P29

● 母子訪問指導事業 P29

● 母子健康相談事業 P29

● 妊婦歯科健康診査事業 P29

● 妊婦・乳幼児健康診査事業 P30

● 子ども・子育て支援新制度準備事業 P33

● 放課後ルーム整備事業 P33

● 放課後子供教室推進事業 P33

● 保育所整備事業 P34

● 多様な保育サービスの提供 P34

● 保育所耐震整備事業 P34

● 保育士確保事業 P36

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や、保育の量的拡大・確保、地域
の子ども・子育て支援の充実を目指して、平成27年度から開始が予定されている「子
ども・子育て支援新制度」に向けて、事業計画の策定などの準備を進めます。

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

項目 概要/構成事業

実現に向けた重点事業

子ども・子育て支援新制度
準備

平成26年度に認可保育所の定員を470名増員するとともに、335名分の整備への補
助に加え、公募による4園の整備を予定しています。また、小規模保育事業、家庭的
保育事業等多様な保育サービスを提供します。さらに、平成27年度からの「子ども・子
育て支援新制度」に向け、新たな手法を取り入れて、待機児童対策を積極的に進めま
す。

保育所待機児童対策

笑顔があふれる子育てのまち

このテーマでは

誰もが子どもを産み育てやすい環境を地域や社会が支えることにより、未来の担い手である子どもが笑
顔で健やかに育つとともに、子育て世代にとって魅力があるまちを目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

平日の放課後や長期休業等に小学校の余裕スペースや教室等を活用して、子供たち
の安全・安心な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、学習や様々な体験・交
流活動の機会を提供するため、小学校区毎に放課後子供教室を開設します。

妊娠・出産・育児を安全・健全に行えるよう、妊婦や乳幼児に対する健康診査、乳幼
児がいる家庭への訪問指導、妊娠・出産・育児に関する相談や健康教育講座などを
実施します。

母子の健康づくり

放課後ルームの整備

市内の全54小学校（分割運営を含め78施設）に開設していますが、地域によって待機
児童が発生している状況です。待機児童対策として施設の増設等整備を行います。

放課後子供教室の設置
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● 児童発達支援センター整備事業 P35

● 母子生活支援施設整備事業 P35

● 地域子育て支援事業 P36

● 児童ホーム運営事業 P36

● 一時保育事業 P36

● 子ども医療費助成事業 P36

● スクールカウンセラー配置事業 P92

● 学校図書整備事業 P96

● こども未来会議室事業 P141

いじめや不登校等、児童に係る問題解決のため、スクールカウンセラーを市内54小学
校に配置します。これにより、市内の公立小学校すべてに配置されることになり、安心し
て相談できる体制を作り、落ち着いた学校生活を送れるよう支援します。

学校図書の整備

子供たちの読書意欲の向上を目的に、文部科学省が制定する学校図書館に整備す
べき蔵書の標準である「学校図書館図書標準」の達成率100％を目指します。達成後
は、充足率維持に努めます。

母子生活支援施設の整備

在宅で子育てをしている家庭を支援するため、子育て支援センターや児童ホーム等で
育児に関する教室や交流の場を提供します。また、仕事などで保護者が保育できない
場合に保育園で一時的に子供を保育します。

老朽化が進んだ夏見母子ホームに代わる新たな母子生活支援施設を、行田の国家
公務員船橋体育センター跡地に民設民営方式により整備します。

教育相談体制の充実

在宅子育て家庭への支援

子ども医療費助成

子育て世帯にかかる経済的な負担軽減のため、子供の保険診療自己負担金を助成
し、安心して子育てができる環境を整えます。

こども未来会議室の設置

子供たちと市長が船橋の将来について語り合い、子供たちの視点を市政に活かせる場
を作ります。

児童発達支援センターの
整備

老朽化が進んだ南本町にあるさざんか学園に代わる新たな児童発達支援センターを、
行田の国家公務員船橋体育センター跡地に民設民営方式により整備します。

14



めざすまちの姿　⑤

① 快適さアップ

② 活力アップ

③ 注目度アップ

● 運動公園整備事業 P52

● （仮称）行田運動広場整備事業（非常時活動拠点整備事業） P88

● 高瀬下水処理場上部活用事業 P89

● 産品ブランド推進事業 P107

● 農産物ブランド推進事業 P108

● 水産物ブランド推進事業 P108

● 新商工業振興ビジョン策定 P110

● 商店街活性化支援事業 P110

● 経済ミーティング事業 P110

新商工業振興ビジョンの策
定

経済ミーティングの実施

商店街活性化の支援

なし、にんじん、小松菜、スズキ、海苔など、有力な船橋農水産物のブランド化や認知
度を高めることを目指し、市内はもとより県内・県外に船橋産の農水産物の魅力をＰＲ
します。

農水産物ブランドの推進

今後の社会動向を踏まえ、商工業を中心とする本市産業の将来方向のイメージとそれ
を実現する振興方策を明らかにした指針を策定します。

農水産業者と商・工業者による、産業間の壁を越えて各々の強みを活かした新たな商
品やサービスの開発などの農水商工連携事業が実施できるよう、農業・漁業・商業・工
業の若手後継者の様々な考えや要望を取り入れるための交流の機会を提供します。

商店街を消費者・地域との交流の場や新たな地域コミュニティ創出の場とするため、
商工会議所・商業団体との連携を図りながら商店街が行う事業に助成を行い、活性化
を図ります。

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

概要/構成事業

運動広場の整備

行田の国家公務員船橋体育センター跡地に軟式野球・サッカー等多目的に使用でき
る運動広場を整備します。また、高瀬下水処理場の水処理施設の上部を活用し、多く
の市民がサッカー等多目的に使用できる運動広場を整備します。

運動公園を、利用者のニーズにあった魅力のある施設としてリニューアルするため、老
朽化した競技用プールを改修するとともに、新たにレクリエーション機能を備えたプール
を整備します。

農水畜産物を使用した加工食品、工業製品等の「船橋発」の産品を朝市・イベント等
を通じてＰＲし、船橋産品ブランドの確立を目指します。産品ブランドの推進

人が集まる元気なまち

このテーマでは

職・住・遊の目的地として、積極的に選ばれるための魅力づくりを行い、人が集まる活気あるまちを目指
します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

運動公園プールのリニュー
アル

項目

実現に向けた重点事業
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● 卸売市場活性化事業 P112

● 総合都市交通計画の策定 P124

● 都市計画道路整備事業 P129

● 海を活かしたまちづくり推進事業 P126

● ＪＲ船橋駅南口ペデストリアンデッキ整備事業 P135

● JR南船橋駅周辺地区整備事業 P136

海を活かしたまちづくり

中心市街地から沿岸部への回遊性のあるまちづくりに向け、JR船橋駅南口から船橋大
神宮までの回遊性を創出するため、駅前通りと本町通りに囲まれた本町4丁目を中心
とする区域のまちづくりに関する基本構想を策定します。併せて、沿岸部から内陸部へ
の回遊性創出に向け、浜町2丁目市有地の活用を検討します。

卸売市場の活性化

ＪＲ船橋駅南口ペデストリア
ンデッキの整備

ＪＲ船橋駅改良計画による南口駅ビル建設にあわせて、フェイスビルからＪＲ船橋駅へ
のペデストリアンデッキと西武百貨店を結ぶペデストリアンデッキを整備します。

流通の拠点機能の充実と、誰もが気軽に立ち寄れる親しみのある市場にするため、市
場見学会の定期開催等の活性化事業を実施していきます。

都市計画道路の整備

将来的な交通需要を踏まえた都市計画道路網の検証や効率的に整備をするための
あり方などを含めた、総合的な交通計画を策定します。また、現在整備中の路線につ
いて整備を進めるとともに、新たに3・5・31号線（京成踏切～葛飾中学校）の整備に着
手します。

JR南船橋駅周辺地区の整
備

JR南船橋駅南口駅前用地の土地利用や整備について検討を行い、活用に係る基本
構想を策定します。併せて、土地利用や整備について、若松二丁目団地の管理者で
ある都市再生機構及び地元関係団体等と協議を進めます。

16



めざすまちの姿　⑥

① 「ふなばし」の魅力発見

② 地域活動の支援と仕組みづくり

③ 市内外への「ふなばし」情報の発信

● 西図書館建替事業 P81

● 浜町公民館建替事業 P82

● 北部公民館建替事業 P82

● 郷土資料館改修事業 P86

● ふなばし音楽フェスティバル事業 P85

● まちかど音楽ステージ事業 P85

● ふなばし市民まつり事業 P109

● 市民公益活動公募型支援事業 P141

● まちづくり懇談会事業 P142

　めざすまちの姿の実現に向け、本実施計画期間中は、以下の事業を特に重点的に行っていきます。

市民に愛され、育まれるまち

このテーマでは

市民一人ひとりが、船橋をもっとよく知るとともに、地域や市の課題を、周りの人々とともに考え、解決する
ようになることで、「ふなばし」がさらに市民に愛され、育まれるまちとなることを目指します。

実現に向けた取り組み

　後期基本計画において、めざすまちの姿の実現に向けた取り組みとして以下のものをあげています。

実現に向けた重点事業

項目 概要/構成事業

東日本大震災により被災した西図書館の建て替えを実施します。（平成28年度中の
開館を予定）

ふなばし市民まつり

市内の産業や観光を紹介するとともに、市民に心のふれあいの場を提供するため、市
内の工場で作られた食品、工業製品の展示のほか、みこし、民踊パレード、郷土芸能
ばか面おどりなどを行うふれあいまつり、花火大会などを開催します。

ふなばし音楽フェスティバ
ル

2月を中心に実施している、子供から大人まで音楽を通して交流する「音楽のまち・ふ
なばし千人の音楽祭」や、公民館等で開催している「地域ふれあいコンサート」に加え、
平成26年度からは、秋の音楽フェスティバルを開催します。屋外やホール等でコン
サートを行い、音楽でまちを包み込んでいきます。

耐震診断の結果や、老朽化、環境整備の必要性などに対応するため、公民館や郷土
資料館の改修工事・建て替えを実施します。

公民館等の改修・整備

西図書館の建て替え

船橋市の「まちづくり」に関して、市民団体の皆さんから話し合いの「テーマ」をご提示い
ただき、それに基づき、市長と直接意見を交わしていただくことで、今後の市政運営に
活かしていきます。まちづくり懇談会の実施

まちかど音楽ステージ

音楽のまち・ふなばしにふさわしい賑わいを生み出すため、船橋駅周辺等に「まちかど
音楽ステージ」を設置し、市に登録したミュージシャンが演奏します。また、市民音楽団
体等が市内各商店街にて演奏を行う「まちかど音楽ステージ出前事業」を実施しま
す。

市民公益活動の支援

地域課題や社会ニーズに対応した取り組みを支援するために、市民活動団体から提
案のあった事業について、公益性や社会貢献性などを審査し、その有効性があると評
価されたものに対して、支援金を交付します。
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分野別計画にもとづく事業
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 保健・医療・福祉の連携推進

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　保健・医療・福祉の連携推進

千円

その他の主要な事業

夜間休日等診療事業 【救急医療機関ネットワーク・夜間休日急病診療所等による救急医療体制の充実（施策２）】

健康政策課

⑤ 計画期間中に実施する「計画事業」(P1「１ 計画の概要」参照)の詳細を記載しています。

⑥ 計画期間中に実施する「その他の主要な事業」(P1「１ 計画の概要」参照)の概要を記載しています。

① 章番号－施策番号－基本施策番号と、その基本施策名称を示しています。(後期基本計画より抜粋)

② この基本施策における今後の施策展開の考え方を記載しています。(後期基本計画より抜粋)

③ 基本施策を推進するための各施策番号と施策名称、実施する主な取り組み(事業)を例示しています。
　　(後期基本計画より抜粋)

④ 施策の評価・検証を行って進行管理をする目安としての参考指標を記載しています。(後期基本計画より抜粋)

「分野別計画にもとづく事業」の見方

夜間は夜間休日急病診療所、休日昼間は休日当番医制度により、急病患者の初期診療を行っています。初期診療で対応できない
重症患者には医療機関の輪番制による二次救急診療事業を行うなど、救急医療の充実を図っています。なお、夜間休日急病診療
所は、平成27年10月開設予定の（仮称）保健福祉センターに移転し、受診しやすい環境をつくります。

かかりつけ医と言えるお医者さんを近所
に有する市民の割合（65歳以上の市
民）

47.9%
(H25年度）

51.9% 60%

（施策１）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

1-1-1 　健康で安心した生活ができる環境の整備

　疾病の状況に応じて適切な医療が受けられる環境を整備するために、地域にある保健・医療・福祉資源を有効活用する
とともに、病院や診療所等の医療機関相互の連携と機能分担の促進、救急医療体制の充実に努めます。また、難病患者
等が安心して療養できるよう支援します。

・保健所・保健センター・夜間休日急病診療所及び地域包括
支援センター等の複合施設の整備

・在宅医療体制の推進

・地域リハビリテーションの推進

目標
平成２７年１０月開設に向けた設計・工事の実施

建設２年目 開設（１０月）

H27 H28

建設（２年目）

開設（１０月）

事業名 （仮称）保健福祉センター整備事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

4,525,765

担当課名 健康政策課 主な取組み名称
保健所・保健センター・夜間休日急病診療所及び地域包括
支援センター等の複合施設の整備

内容

千葉県合同庁舎の一部を借用して運営している保健所や、老朽化している中央保健センターなどを移転し、保健・医
療・福祉サービスの拠点となる複合施設を、平成27年10月開設を目標に建設します。
※（仮称）保健福祉センター内設置施設
保健所、中央保健センター、中部地域包括支援センター、夜間休日急病診療所、休日急患歯科診療所、家庭児童相
談室、こども発達相談センター、地域活動支援センターなど

H26

建設（３年目）

① 

当該事業に関連する後期
基本計画における「主な取
り組み」を示しています。 

当該事業を担当する課名
を示しています。 

当該事業に関連する後期
基本計画における「主な取
り組み」を示しています。 

平成２４～２６年度版の実
施計画策定時に設定した
中間目標値を示していま
す。 

当該事業に関連する後期
基本計画における施策番
号を示しています。 

本実施計画期間中におけ
る当該事業の事業費（概
算）を示しています。 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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第１章

「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

（子どもからお年寄りまで安心して暮らせる健康福祉の先進都市の形成）

＜政策＞ ＜基本施策＞

3 安心した生活を支える社会
保障の充実

1 介護保険事業の推進

2 国民健康保険事業の推進

3 生活保護世帯等の自立支援の推進

2 心のかよった社会福祉の推
進

1 地域福祉の体制整備

2 次代を担う子どもの育成

3 障害がある人もない人もともに暮らせる社会の構築

4 健やかな高齢期を過ごすための環境づくり

1 生涯にわたる健康づくりの
推進

1 健康で安心した生活ができる環境の整備

2 健康な生活のための予防体制の確立
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 保健・医療・福祉の連携推進

施策２ 救急医療体制の充実

施策３ 適切な医療の確保

施策４ 難病患者等の療養支援体制の充実

後期基本計画における参考指標

・適切な医療提供のための医療機関への立入検査

・難病患者訪問相談の推進

・地域ＤＯＴＳ支援による結核の治癒・再発防止

コホート検討会での治療失敗・脱落率 10.3％
(H24年)

5％ 5％
治療支援評価の中で算出さ
れる治療失敗・脱落率（１月
～12月）（施策４）

二次救急医療機関を受診した「軽症
者」の割合 86.0％

(H24年度)
81％ 75％

「軽症者」＝二次救急医療機
関を受診したが、入院治療と
ならなかった人（施策２）

かかりつけ医と言える医師を近所に有す
る市民の割合（65歳以上の市民） 47.9％

(H25年度）
51.9％ 60％

（施策１）

・救命救急センターの充実

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値（※） 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

・市立医療センター・市立リハビリテーション病院の機能の充実

・看護師等の安定的確保

1-1-1 　健康で安心した生活ができる環境の整備

　疾病の状況に応じて適切な医療が受けられる環境を整備するために、地域にある保健・医療・福祉資源を有効活用す
るとともに、病院や診療所等の医療機関相互の連携と機能分担の促進、救急医療体制の充実に努めます。また、難病患
者等が安心して療養できるよう支援します。

・保健所・保健センター・夜間休日急病診療所及び地域包括
支援センター等の複合施設の整備

・在宅医療体制の推進

・救急医療機関ネットワーク・夜間休日急病診療所等による救
急医療体制の充実

・地域リハビリテーションの推進

・医療機関への適正な受診の周知・啓発

※「中間目標値」・・・・ローリング方式による見直しを行わず、平成24～26年度版の実施計画策定時に設定した平成26
年度の目標値を、引き続き用いることとしています（このページ以降も同様） 。
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

計画事業

施策１　保健・医療・福祉の連携推進

千円

千円

千円

回 回

船橋在宅医療ひまわりネットワークによ
る症例検討会、研修会、講演会等の開
催

3

目標
平成２６年７月に診療所、平成２７年４月に訪問看護ステーションを開設

内容

健康政策課

事業名

主な取組み名称 在宅医療体制の推進

訪問看護ステーションの開設

計画期間中の
事業費

375,497

担当課名 健康政策課 主な取組み名称 地域リハビリテーションの推進

新継区分事業名

目標
平成２７年１０月開設に向けた設計・工事の実施

建設２年目 開設（１０月）

建設（２年目）

事業名 （仮称）保健福祉センター建設事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
4,525,765

開設（１０月）

建設（３年目）

H27 H28

担当課名 健康政策課 主な取組み名称
保健所・保健センター・夜間休日急病診療所及び地域包
括支援センター等の複合施設の整備

内容

千葉県合同庁舎の一部を借用して運営している保健所や、老朽化している中央保健センターなどを移転し、保健・医
療・福祉サービスの拠点となる複合施設を、平成27年10月開設を目標に建設します。
※（仮称）保健福祉センター内設置施設
保健所、中央保健センター、中部地域包括支援センター、夜間休日急病診療所、休日急患歯科診療所、家庭児童
相談室、こども発達相談センター、地域活動支援センター

H26

在宅医療推進事業 継続

H26内容

訪問看護ステーション開設（４月）

診療所の開設

担当課名

在宅医療支援拠点の設置

H26

指定管理者による運営開始（４月） 事業の推進

診療所開設（７月）

計画期間中の
事業費

目標
船橋在宅医療ひまわりネットワークによる症例検討会、研修会、講演会等開催回数

新継区分

3

6,300

H27 H28

船橋在宅医療ひまわりネットワークを支援し、在宅医療・介護関係者の顔の見える関係づくりを推進します。また、在宅
医療に関する市民からの相談窓口や（仮称）保健福祉センター内に市民・在宅医療関係者を支援する拠点を設置す
るなど、住み慣れた地域で必要な保健・医療・介護サービスを継続的・一体的に受けられる「地域包括ケアシステム」
実現に向けて、在宅医療推進のための体制を構築します。

リハビリセンターに指定管理者制度を導入し、これまでの事業に加え、リハビリテーション科の診療所業務・訪問看護ス
テーション業務及び地域リハビリテーションを推進するための拠点事業を行います。市内の回復期病床を持つ病院等と
密接な連携体制を整えることで、回復期から維持期までの継続したリハビリテーションを提供していきます。

継続

H28

リハビリセンター管理運営事業

H27

3 回

船橋在宅医療ひまわりネットワークに
よる症例検討会、研修会、講演会等
の開催

在宅医療相談業務の開始
船橋在宅医療ひまわりネットワークに
よる症例検討会、研修会、講演会等
の開催
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

千円

施策２　救急医療体制の充実     施策３　適切な医療の確保

千円

人 人

千円

放射線情報管理システム更新 医用画像管理システム更新

目標
予定している施設改修、システム・医療機器の導入・更新完了

A館設備改修工事完了 変電設備更新工事完了 放射線科変電設備更新工事完了

変電設備更新工事 旧C館・放射線科変電設備更新工事

消防設備更新工事 B館空調機更新工事 心臓超音波画像管理システム更新

内容

市立医療センターの医療機能の充実と経営の安定化を図るため、建物・設備の改修、医療機器の新規購入・更新、
病院情報システムの更新を計画的に行います。また、建て替えに向けて関係部署との調整および院内での検討を進め
ます。

H26 H27 H28

A館設備改修工事

事業名
市立医療センター施設等整備事業
[企業会計]

新継区分 継続
計画期間中の

事業費
1,715,948

目標
新入院患者数

12,000 12,000 12,000 人

H28H26 H27

主な取組み名称

事業名

脳卒中ケアユニット整備

地方公営企業新会計基準へのス
ムーズな移行

安定的な経営の確保（収支の更なる改
善）

診療報酬改定への迅速な対応

計画期間中の
事業費

救命救急センターの充実（施策２）／市立医療センター・市
立リハビリテーション病院の機能の充実（施策３）

担当課名 医療センター

44,572,321
市立医療センター運営事業[企業会
計]

新継区分 継続

内容

市立医療センターが地域の中核病院としての役割を担うために、「船橋市立医療センター中期経営計画」において目
標として掲げる安定的な経営の確保、地域医療における連携強化、診療機能の充実、サービスの向上と市民の理解、
教育・研修等の充実を推進し、経営の健全化を図ります。

安定的な経営の確保（収支の更なる
改善）

地域包括ケアシステム推進本部立ち
上げ

担当課名 医療センター 主な取組み名称
救命救急センターの充実（施策２）／市立医療センター・市
立リハビリテーション病院の機能の充実（施策３）

担当課名 介護保険課 主な取組み名称 その他

内容

住み慣れた地域で生き生きと安心して健康な生活を送ることができるよう、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援が
一体的に提供される「地域包括ケアシステム」を推進するため、分野横断的な取り組みを強化することを目的に、関係
部局で構成する「地域包括ケアシステム推進本部」を立ち上げます。また、全庁的に関連する事業の取りまとめを行う
「地域包括ケアシステム推進室」を設置し、庁内外との連絡調整、進捗確認を行います。

H26 H27 H28

事業名 地域包括ケアシステムの推進 新継区分 新規
計画期間中の

事業費
―

地域包括ケアシステムの推進実現を
基本方針とする高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画の策定

高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画に掲げた施策の着実な実施と進
捗確認

高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画に掲げた施策の着実な実施と進
捗確認

目標

地域包括ケアシステム推進のための施策推進

地域包括ケアシステム推進本部立ち
上げ

高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画に掲げた施策の着実な実施

高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画に掲げた施策の着実な実施

内視鏡腹部超音波情報管理システム
更新
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その他の主要な事業

保健と福祉の総合相談窓口（さーくる）事業 【その他（施策１）】

地域福祉課

夜間休日等診療事業 【救急医療機関ネットワーク・夜間休日急病診療所等による救急医療体制の充実（施策２）】

健康政策課

健康医療相談（ふなばし健康ダイヤル２４）事業 【医療機関への適正な受診の周知・啓発（施策２）】

健康政策課

【救命救急センターの充実（施策２）】

市立医療センターの建替えに向けた検討 【市立医療センター・市立リハビリテーション病院の機能の充実（施策３）】

健康政策課

市立リハビリテーション病院運営事業 【市立医療センター・市立リハビリテーション病院の機能の充実（施策３）】

健康政策課

看護師確保対策事業 【看護師等の安定的確保（施策３）】

健康政策課

看護師養成修学資金貸付事業 【看護師等の安定的確保（施策３）】

健康政策課

医療機関立入検査事業 【適切な医療提供のための医療機関への立入検査（施策３）】

保健所総務課

特定疾患治療研究事業 【難病患者訪問相談の推進（施策４）】

保健所保健予防課

結核予防事業 【地域DOTS支援による結核の治癒・再発防止（施策４）】

保健所保健予防課

看護職資格を持ちながら現在就業していない潜在看護師に対して、看護技術の実習を行うことで、復職の際の不安材料を取り除
き、市内医療機関で働く看護師確保に繋げます。

制度のはざまにある人、様々な課題が複雑にからみ合いどこに相談したら良いのかわからない人など対象を限らずに、福祉サービス
のコーディネート、福祉の総合相談、権利擁護を行うワンストップの相談窓口を運用します。

夜間は夜間休日急病診療所、休日昼間は休日当番医制度により、急病患者の初期診療を行っています。初期診療で対応できな
い重症患者には医療機関の輪番制による二次救急診療事業を行うなど、救急医療の充実を図っています。なお、夜間休日急病診
療所は、平成27年10月開設予定の（仮称）保健福祉センターに移転し、受診しやすい環境をつくります。

特定疾患患者が医療費の公費負担を受けるために必要な特定疾患医療受給者票交付などの手続きを行うとともに、在宅で療養
する難病患者・家族を支援するために、保健師・難病訪問相談員が家庭訪問を行います。

医療安全管理体制を確保するため、医療機関への立入検査を実施し、適切な医療提供のため指導を行います。

看護師不足を解消するため、市内の医療機関で働く意思のある看護学校の学生に対し、修学資金を貸し付けます。

脳卒中等により身体機能に障害を生じた患者に対し、回復期の集中的なリハビリテーションを行い、後遺障害の軽減や寝たきりの防
止による早期の社会復帰を促すため、市立リハビリテーション病院を指定管理者制度により運営します。

市民からの電話・FAXによる健康・医療・介護・育児・医療機関情報に関する相談に、保健師・看護師・管理栄養士・心理カウンセ
ラー・医師などの専門家が２４時間年中無休体制で対応します。

結核の予防及びまん延防止のため、疫学調査・健康診断・患者管理・患者服薬支援(DOTS)・結核医療・発生動向調査等の一貫し
た対策を行います。

医療供給体制の変化にあわせて、老朽化した市立医療センターの建替えを含めた対応を検討します。
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

難病患者支援ネットワーク構築事業 【その他（施策４）】

保健所保健予防課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 健康づくり・疾病に関する意識啓発

施策２ 相談・指導体制の充実

施策３ 検診・健康診査・予防接種の充実

施策４ 健康危機管理の強化

後期基本計画における参考指標

50％
がん指針にもとづく、がん検
診受診率の平均

・感染症・食中毒検査業務の充実

・施設等における集団感染予防の推進

・結核予防対策の推進

・各種がん検診の推進

結核接触者健康診断の受診率 94.3％
(H24年度)

98％ 98％
受診率＝受診者/検診対象
者（施策４）

（施策１）

母子健康手帳発行時の保健師の面接
率 73.2％

（H24年度）
73％ 80％

面接率＝保健師の面接によ
る発行数/発行数

（施策２）

（施策３）

（H26年度） （H32年度）

運動関連事業参加者数 4,193人
(H24年度）

2,700人 2,900人

がん検診の受診率 34.6％
(H24年度）

50％

・妊婦・乳幼児健康診査の推進

・歯科検診の推進

・予防接種の推進

・食中毒予防対策の推進

・健康危機対応に備えた業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

・乳幼児の健康・事故防止教育の推進

・食生活改善・食育の推進

・生活習慣病・感染症・歯科疾患の予防啓発の推進

・母子健康手帳交付時の保健指導の推進

・妊産婦・新生児・乳幼児等訪問の推進

・各種健康相談・教室の充実

1-1-2 　健康な生活のための予防体制の確立

　健康の保持増進を進めていくために、市民が自ら健康づくりを実践できるように、その動機づけとなる事業を充実させると
ともに、各種検診・健康診査・教育・相談等のサービスを一層充実させます。
　また、感染症の予防のために、正しい知識の普及を図り、迅速で正確な情報を提供します。

神経難病患者にとって、病状に合わせた医療・福祉サービスの確保が、安心して療養するための課題となります。保健所、神経内
科医、訪問診療医などによる連絡会議を開催し、在宅療養に関する課題を抽出し、情報の共有化を図ります。
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

計画事業

施策３　検診・健康診査・予防接種の充実

千円

クラス クラス

千円

人 人

千円

人 人

437,421

目標
ＨＰＶ検査受診者数

5,705 5,800 5,800 人

担当課名 健康増進課 主な取組み名称 各種がん検診の推進

内容

がんの早期発見を推進し、死亡率を減少させることを目的として実施している子宮がん検診の検査項目に、ＨＰＶ検査
を追加します。

H26 H27 H28

従来から実施している頸部細胞診と
併せて、がん罹患率の高い30代女性
を対象にＨＰＶ検査を実施

事業名 ＨＰＶ検査事業 新継区分 新規
計画期間中の

事業費
95,178

目標
フッ化物洗口事業実施クラス数

123 303 540 クラス

内容

歯の生え変わりの時期に永久歯をむし歯から守るために、小学校において希望する児童に週１回、フッ化物洗口液で
ブクブクうがいを行います。実施校、対象学年を順次拡大し、平成29年度に全54校全学年にて実施できるよう目指し
ます。

H26 H27 H28

20校5学年で実施を目指す 30校6学年で実施を目指す10校4学年で実施を目指す

新継区分 新規
計画期間中の

事業費
24,604

担当課名 健康増進課・保健体育課 主な取組み名称 歯科検診の推進

事業名 小学校フッ化物洗口事業

計画期間中の
事業費

事業名 高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 新継区分 新規

担当課名

高齢者を肺炎から守るため、65歳以上の方を対象に肺炎球菌ワクチンの接種を行います。

H26 H27 H28

健康増進課 主な取組み名称 予防接種の推進

内容 65歳以上の方へのワクチン接種（心
臓、腎臓、呼吸器の機能及びＨＩＶによ
る免疫機能の障害者は60歳からの場
合あり）

65歳以上の方へのワクチン接種（心
臓、腎臓、呼吸器の機能及びＨＩＶによ
る免疫機能の障害者は60歳からの場
合あり）

65歳以上の方へのワクチン接種（心
臓、腎臓、呼吸器の機能及びＨＩＶによ
る免疫機能の障害者は60歳からの場
合あり）

目標
高齢者肺炎球菌ワクチン接種人数

61,549 4,500 4,500 人

従来から実施している頸部細胞診と
併せて、がん罹患率の高い30代女性
を対象にＨＰＶ検査を実施

従来から実施している頸部細胞診と併
せて、がん罹患率の高い30代女性を
対象にＨＰＶ検査を実施
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その他の主要な事業

母子健康教育事業 【乳幼児の健康・事故防止教育の推進（施策１）】

健康増進課

食生活改善・食育推進事業 【食生活改善・食育の推進（施策１）】

健康増進課

成人健康教育事業 【生活習慣病・感染症・歯科疾患の予防啓発の推進（施策１）】

健康増進課

（仮称）ふなばし健やか体操２１推進事業 【その他（施策１）】

健康政策課

公園を活用した健康づくり事業 【その他（施策１）】

健康増進課・公園緑地課

母子健康手帳交付事業 【母子健康手帳交付時の保健指導の推進（施策２）】

健康増進課

母子訪問指導事業 【妊産婦・新生児・乳幼児等訪問の推進（施策２）】

健康増進課

母子健康相談事業 【各種健康相談・教室の充実（施策２）】

健康増進課

成人健康相談事業 【各種健康相談・教室の充実（施策２）】

健康増進課

妊婦歯科健康診査事業 【妊婦・乳幼児健康診査の推進／歯科検診の推進（施策３）】

健康増進課

介護予防に資するリハビリ的要素を含んだ、地域で簡単にできる体操を導入することを検討するとともに、当該体操を市民に周知・
普及する手法についても併せて検討する協議会を、平成２６年度に開催します。

すべての妊婦に対して母子健康手帳を交付し、妊娠・出産から子育てまでの一貫した健康管理と母性意識の高揚を図ります。ま
た、妊娠・出産・育児などに関する資料を配布し、正しい知識の普及と妊娠中や育児について不安の軽減を図ります。

生活習慣病の予防やその他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより「自分の健康は自分で守る」という認識
と自覚を高め、健康の保持増進を推進するため糖尿病教室、健康講座、運動教室などを実施します。

乳幼児期から食べることに関心をもち、一人ひとりが自分自身で健康を守ることを考え、自立的に豊かな生活を営むことができる能
力を育むことを目的として、食育講座などの啓発事業を実施します。また、地域の中で活動する食生活サポーターを育成し、市民と
協働で食生活改善の啓発活動をとおして、地域の健康づくりを推進します。

妊娠中は歯科疾患が発生しやすく、また歯周病菌に感染すると早産や低体重児のリスクが高まります。自らの口腔の状態を知り、歯
科疾患の予防意識を高めることで、生まれてくる子供を含む家族全体の歯・口腔の健康意識の向上につながるよう妊婦歯科健康
診査（口腔内審査と保健指導）を実施します。

安全な妊娠・出産、健全な育児、夫婦共同による子育て・家庭づくり、乳幼児期に起こりやすい病気・事故についての知識普及のた
め、母性教室・両親学級・健康講座など各種母子健康教育事業を実施します。

こんにちは赤ちゃん事業として、生後60日までの乳児がいる全家庭に看護師・助産師・保健師が訪問し、育児支援、養育環境の把
握、子育て支援情報の提供等を行うとともに、他機関と連携し虐待の未然防止を図ります。また、相談や健康診査等で支援が必要
とされた家庭を訪問し、個々の状況に合わせた支援を行い、不安の解消や健全な育児を促します。

生活習慣病予防や健康全般について、各公民館や自治会館、集会所等で定期的に個別相談を実施します。また、骨粗しょう症予
防のための日常生活の改善を促し、健康づくりの推進を図るため、骨密度測定と骨粗しょう症相談を各保健センターで実施します。

妊婦が抱える問題や子育てに関することなどを気軽に相談できるように妊婦健康相談、４か月児健康相談等を実施します。

生涯にわたる健康づくりのため、身近な公園を活用して手軽に運動できる環境を整えます。
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妊婦・乳幼児健康診査事業 【妊婦・乳幼児健康診査の推進（施策３）】

健康増進課

歯周疾患検診事業 【歯科検診の推進（施策３）】

健康増進課

食品衛生指導事業 【食中毒予防対策の推進（施策４）】

保健所衛生指導課

保健所検査機器整備事業 【感染症・食中毒検査業務の充実（施策４）】

保健所総務課

感染症予防事業 【施設等における集団感染予防の推進（施策４）】

保健所保健予防課

環境衛生監視指導事業 【施設等における集団感染予防の推進（施策４）】

保健所衛生指導課

業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく健康危機対応の推進事業【健康危機対応に備えた業務継続計画（ＢＣＰ）の策定（施策４）】

健康政策課・保健所総務課

食品の放射性物質検査事業 【その他（施策４）】

保健所衛生指導課

感染症の予防及び発生時のまん延防止に努め、患者の人権に配慮しながら市民の安全な生活を守ります。また、感染症に関する
情報の発信・知識普及に努め、市民への予防啓発活動を行います。

食中毒など飲食に起因する衛生上の危害を防止するため、食品営業施設に対する監視指導の徹底、収去検査（食品衛生法にも
とづき，製造所や販売店等から食品を採取し、検査を行うこと）の実施、食品衛生知識の普及・啓発を図ることにより、食の安全安
心を守ります。

健康危機事案発生時において、健康危機対応業務と継続が必要な一般業務を円滑に進めるため、業務継続計画（BCP）を策定し
ます。また、策定後は必要に応じて見直しを図ります。

歯を失う大きな原因となっている歯周疾患の予防と早期発見を推進するために、40・50・60・70歳の節目に歯周疾患検診を実施
します。

妊婦と乳幼児の健康の保持増進を積極的に推進するため、妊婦・乳児健康診査、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査を実施
します。

食品の安全性確保のため、市内食品製造施設から収去した食品に含まれる放射性セシウム検査を行います。

理容所、美容所、興行場、旅館等、公衆浴場、クリーニング所など生活衛生関係営業施設の立入検査に関する「船橋市環境衛生
監視計画」にもとづき、市民の健康被害を未然に防ぐための取り組みを行います。

船橋市保健所は、平成27年10月開設予定の（仮称）保健福祉センターに移転します。新施設では、食品収去検査の充実、結核
感染について速やかに評価できるＩＧＲＡ（ＱＦＴ）検査の導入、その他の感染症・食中毒事例への迅速な対応のために必要な検査
機器の整備を行います。

30



第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 福祉活動のための体制整備

施策２ 福祉団体等の育成・支援

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

災害時要援護者見守り活動支援補助事業 【地域ぐるみの福祉活動の啓発・支援（施策１）】

地域福祉課

助け合い活動普及支援 【地域ぐるみの福祉活動の啓発・支援（施策１）】

地域福祉課

臨時福祉給付金給付事業 【その他（施策１）】

地域福祉課

民生児童委員協議会補助事業 【民生児童委員協議会の支援（施策２）】

地域福祉課

地域福祉活動助成事業 【福祉のボランティア活動をしている団体の育成・支援（施策２）】

地域福祉課

地区社会福祉協議会活動促進事業 【社会福祉協議会（地区社会福祉協議会を含む）の支援（施策２）】

地域福祉課

災害時等の要援護者避難支援を迅速に行うためには、日頃の見守り活動が大切であることから、船橋市社会福祉協議会が実施す
る災害時要援護者見守り活動支援事業に要する費用の一部を補助します。

地区社会福祉協議会が実施するボランティアの手による地域ぐるみの福祉活動に対して補助金を交付することにより、地域福祉の
推進と共助社会の構築を図ります。

たすけあいの会設置数 38団体
(H25年度)

41団体 50団体

・民生児童委員協議会の支援

・福祉のボランティア活動をしている団体の育成・支援

現状値
中間目標値 目標値

（H32年度）

・社会福祉協議会（地区社会福祉協議会を含む）の支援

備考
（H26年度）

1-2-1

・地域ぐるみの福祉活動の啓発・支援

（施策１）

民生委員法にもとづき自主的な活動拠点として設置され、市内24地区に分かれて地域福祉活動を行う民生児童委員協議会や、
各地区民生児童委員協議会会長の研修会参加に対して助成を行い、地域社会の福祉増進活動を支援します。

日常生活のちょっとした困りごとへの手助けや、家事援助を地域住民同士の手で行う「助け合い活動」が市内に普及するように、「助
け合い活動立ち上げマニュアル」の配布、立ち上げを考えている団体に対する相談・情報提供などを行います。

地域住民同士で家事援助を
行うボランティア団体数（４月
１日現在）

指標名（関連施策）

　地域福祉の体制整備

船橋市福祉基金の運用から生じる運用益等を活用し、市民活動団体が行う地域福祉活動に要する費用の一部を助成することによ
り、地域福祉の推進を図り、共助社会の構築を目指します。

　市民が互いに助け合うことができる状況をつくるために、地域で支える福祉への理解と参加を促すとともに、地区社会福
祉協議会の運営やたすけあいの会の立ち上げ等、地域ぐるみの活動を支援します。

平成26年4月に消費税率が引き上げられることによる所得の低い方々への影響を軽減するため、臨時福祉給付金を支給します。
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 子育て支援サービスの充実

施策２ 児童の保護、健全育成

施策３ 保育の充実

施策４ 療育支援の充実

施策５ ひとり親家庭への支援

後期基本計画における参考指標

・相談機能の充実

・巡回相談の推進

・療育施設の拡充

4,300件 5,000件

227人
(H25年度)

対前年比減

4月1日現在

（施策４）

（施策３）

対前年比減 ０人

国基準

こども発達相談センターにおける相談件
数

児童ホーム利用者数 771,458人
(H24年度)

850,000人 870,000人

4,326件
（Ｈ24年度）

（施策２）

679人
(H25年度)

市基準

０人

保育所入所待機児童数

・保育所耐震化対策の推進

・一時保育事業の推進

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

・就業支援の推進

（H26年度） （H32年度）

・子育て支援コーディネーターによる相談・情報提供

・児童ホームでの多世代間交流機会の充実

・児童ホームの整備

・家庭児童相談の推進

・待機児童対策の推進

　子育てに関する不安感・負担感を解消するため、相談体制の充実や関係機関の連携による専門的な支援、地域のネッ
トワークづくり等を推進します。また、保育所の待機児童の増加に対応するため、定員の拡大等に努めるとともに、多様な
保育サービスの充実を図ります。さらに、早い段階から個々の発達に応じた適切な支援を行うために、相談機関や療育機
関の拡充に努めます。

・子育て支援ネットワークの構築

1-2-2 　次代を担う子どもの育成
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

計画事業

施策１　子育て支援サービスの充実

千円

施策２　児童の保護、健全育成

千円

施設 施設

千円

校 校

認可、確認、認定業務開始

社会保障と税の一体改革に伴い、平成27年度から幼稚園・保育所・認定こども園共通の給付が開始されるなど子ど
も・子育て支援新制度が始まる予定です。質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確
保、地域の子ども・子育て支援の充実を目指し、新制度開始に向け準備を進めます。

事業計画策定 新制度に基づくサービス開始

目標
待機児童の発生が見込まれる放課後ルームの施設整備数

4 2 2 施設

放課後ルーム増設（２施設）

船橋放課後ルーム改築(２施設)

放課後ルーム整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
253,837

内容

市内の全54小学校（分割運営を含め78施設）に放課後ルームを開設していますが、地域によって待機児童が発生し
ている状況です。待機児童の発生が見込まれる放課後ルームに施設の増設等整備を行います。

H26 H27 H28

H27

計画期間中の
事業費

その他

14,198事業名 子ども・子育て支援新制度準備事業 新継区分 継続

各施設・事業の基準条例制定

H28内容

子ども・子育て支援事業計画策定 子ども・子育て支援新制度開始

主な取組み名称

H26

担当課名
子ども政策課・保育課・保育施設整備
課・児童育成課・学務課

目標
平成27年4月1日からの子ども・子育て支援新制度開始に向けた取り組みの実施

担当課名 児童育成課 主な取組み名称 その他

法典放課後ルーム建替(２施設) 放課後ルーム増設（２施設）

事業名 放課後子供教室推進事業 新継区分

内容

事業名

新規
計画期間中の

事業費
1,024,277

担当課名 教育総務課 主な取組み名称 その他

平日の放課後や長期休業等に小学校の余裕スペースや教室等を活用して、子供たちの安全・安心な活動拠点を設
け、地域の方々の参画を得て、学習や様々な体験・交流活動の機会を提供するため、小学校区毎に放課後子供教室
を開設します。

H26 H27 H28

モデル校５校（試行） ２２校新規開設 ２７校新規開設（全校実施）

目標
放課後子供教室開設済校数

5 27 54 校
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

施策３　保育の充実

千円

千円

千円

園 園

子ども・子育て支援事業計画において
事業量内容等を決定

子ども・子育て支援事業計画において
整備定員数等を決定

子ども・子育て支援事業計画において
事業量内容等を決定

子ども・子育て支援事業計画において
整備定員数等を決定

目標
整備（設計）着手園数

3 2 0 園

設計２園（緑台、本町） 建替２園（緑台、海神第一）

建替１園（海神第一） 補強工事１園（本町）

調査１園（本町）、建替1園（若葉）

担当課名 保育施設整備課 主な取組み名称 保育所耐震化対策の推進

内容

耐震診断の結果にもとづき、公立保育所の耐震補強工事及び建て替え工事を実施します。建て替える保育所は定員
増による待機児童の解消を目指します。
（事業費は上記のほか平成25年度からの繰り越し19,158千円）

H26 H27 H28

事業名 保育所耐震整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
3,140,525

目標
新設整備・改修工事への補助による定員増加分

子ども・子育て支援事業計画で決定 子ども・子育て支援事業計画で決定335人分 ＋公募による整備分

公募整備４園

事業名 保育所整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
693,514

担当課名 保育施設整備課

保育所整備に係る経費等に補助を行うことによって、民間認可保育所の新設整備を促進し、待機児童の解消を目指
します。また、より質の高い、船橋の実態に即した認可保育所の設置に向け、設置主体の審査体制を強化します。
（平成27・28年度の事業規模が未定であることから、事業費は平成26年度分のみ）

担当課名

主な取組み名称

H28

待機児童対策の推進

内容

事業名 多様な保育サービスの提供

増築・改築２園（しらゆり、はさま）

新継区分 新規

H26

新設３園（行田、丸山、坪井東）

H27

計画期間中の
事業費

251,059

保育課・保育施設整備課 主な取組み名称 待機児童対策の推進

H27 H28

幼稚園長時間預かり保育への支援

認定こども園の整備促進

内容

認可保育所の整備のほか、認定こども園、幼稚園における長時間預かり保育、認証保育所制度、小規模保育事業、
家庭的保育事業など多様な保育サービスを提供し、待機児童の解消を目指します。
（平成27・28年度の事業規模が未定であることから、事業費は平成26年度分のみ）

H26

認証保育所の新規認定

目標
待機児童解消に向けた様々な取り組みの実施

子ども・子育て支援事業計画で決定 子ども・子育て支援事業計画で決定

補強工事１園（小室）

幼稚園長時間預かり保育への支援

設計３園（宮本第二、若松、海神第
一）

補強工事３園（宮本第二、若松、小
室）
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千円

園 園

施策４　療育支援の充実

千円

施策５　ひとり親家庭への支援

千円

目標
大規模改修実施園数

担当課名 保育施設整備課 主な取組み名称 その他

内容

老朽化した公立保育所等について、公共建築物保全計画に基づく改修や内部改修工事を行うことにより、保育環境の
維持・向上を図ります。

H26 H27 H28

浜町、本中山、芝山第一、海神第
二、アンデルセン第二保育園の大規
模改修実施

事業名 公立保育所保全事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
352,501

目標
平成２８年４月開設に向けた取り組みの実施

開設工事着工 工事完了

工事完了 開設

内容

老朽化が進んだ夏見母子ホームに代わる新たな母子生活支援施設（20世帯）を行田の国家公務員船橋体育セン
ター跡地に整備します。子育て中の保護者が、疾病、出産、仕事等で一時的に子供の養育が困難になった時に、宿泊
または日帰りで子供を預かる子育て短期支援事業を併せて実施します。整備は、民間事業者が建設、運営を行う民
設民営方式により行います。

H26 H27 H28

事業者による設計、工事着工

夏見母子ホーム解体工事進捗割合に応じた施設整備費補
助金の交付

工事進捗割合に応じた施設整備費補
助金の交付

継続
計画期間中の

事業費
266,779

担当課名 児童家庭課 主な取組み名称 相談機能の充実

事業名 母子生活支援施設整備事業

目標
平成２７年４月開設に向けた取り組みの実施

施設整備工事完了 開設、既存施設解体工事完了

内容

老朽化が進んだ南本町にあるさざんか学園に代わる新たな児童発達支援センター（定員80名）を、行田の国家公務
員船橋体育センター跡地に整備します。整備は、民間事業者が建設、運営を行う民設民営方式により行います。

開設事業者による施設整備工事

事業者への引き継ぎ

事業名 児童発達支援センター整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
170,407

担当課名 療育支援課 主な取組み名称

既存施設解体工事

施設整備費の一部補助

H28

新継区分

H26 H27

療育施設の拡充

16 園

西船、本中山、行田、夏見第二、高
根、高根台、芝山第一、若松保育園
の大規模改修実施

宮本第一、浜町、千鳥、西船、夏見第
二、二宮、習志野台第二、高根台、行
田、宮本第二、本中山、夏見第一、高
根、芝山第一、小室、海神第二保育園
の大規模改修実施

5 8
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その他の主要な事業

地域子育て支援事業 【子育て支援ネットワークの構築（施策１）】

児童家庭課・児童育成課

子育て支援コーディネーター事業 【子育て支援コーディネーターによる相談・情報提供（施策１）】

児童家庭課

子育て世帯臨時特例給付金給付事業 【その他（施策１）】

児童家庭課

子ども医療費助成事業 【その他（施策１）】

児童家庭課

児童ホーム運営事業 【児童ホームでの多世代間交流機会の充実（施策２）】

児童育成課

児童ホームエアコン整備事業 【児童ホームの整備（施策２）】

児童育成課

家庭児童相談室運営事業 【家庭児童相談の推進（施策２）】

児童家庭課家庭児童相談室

児童相談所調査事業 【その他（施策２）】

児童家庭課

一時保育事業 【一時保育事業の推進（施策３）】

保育課

保育士確保事業 【その他（施策３）】

保育課

児童相談所設置に関し、課題の抽出・整理、庁内連携や組織のあり方等について、調査・検討していきます。

保育士などの資格を持つ職員が、子育て中の家庭を応援するために、子育てに関するアドバイスや情報提供を行い、必要に応じて
専門機関への紹介をしています。来所、電話による相談だけでなく、自宅、サークル等への出張相談も受け付けています。

保護者が、仕事や通院、入院などで保育できない場合や、育児の負担を解消するためにリフレッシュしたい場合に、保育園で一時
的に子供を保育します。

育児やしつけなど家庭における子育てに関する様々な相談や、関係機関と連携し、児童虐待の防止・早期発見の対応に努めます。
なお、家庭児童相談室は平成27年10月開設予定の（仮称）保健福祉センター内に移転し、プライバシーに配慮した専用相談室や
子供のプレイスペースを設置するなど相談しやすい環境をつくります。

児童の健康管理のため、小学生が利用する児童ホームの部屋へエアコン整備を進めます。

乳幼児親子や小学生等を対象に、誰でも自由に遊べる遊び場を提供します。また、様々な教室を開催し、子育て支援や児童健全
育成の充実を図ります。

住み慣れた場所で安心して子育てできるよう、地域における子育て支援サービスの充実を図っていきます。子育て支援センターや
児童ホームは、子育て中の親子が気軽に集い相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる拠点として、地域のニーズに合った事
業を展開していきます。

子育て世帯にかかる経済的な負担軽減のため、子供の保険診療自己負担金を助成し、安心して子育てができる環境を整えます。

学生や潜在保育士を対象に、最新の保育事情の紹介や就職に関するアドバイスを行う講座を開き、保育士確保に繋げます。また、
現役の保育士等を対象に、実践的な研修を実施することで、保育の質の向上を図るとともに、就業を継続しやすい職場環境作りを
目指します。

平成２６年４月に消費税率が引き上げられることによる子育て世帯への影響緩和と消費の下支えを図るため、子育て世帯臨時特例
給付金を支給します。
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病児・病後児保育事業 【その他（施策３）】

保育課

こども発達相談センター運営事業 【巡回相談の推進/療育施設の拡充（施策４）】

療育支援課

ひとり親家庭等学習支援事業 【相談機能の充実（施策５）】

児童家庭課

母子家庭等自立支援事業 【就業支援の推進（施策５）】

児童家庭課

みなし寡婦（夫）控除事業 【その他（施策５）】

保育課、児童育成課、学務課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 障害への理解の浸透と地域交流の促進

施策２ 支援と自立の促進

施策３ 生活環境の充実

税法上、寡婦（夫）控除を受けられない非婚のひとり親家庭において、寡婦（夫）控除を受けているものとみなして、保育料・放課後
ルーム児童育成料・私立幼稚園就園奨励補助金を算定し、寡婦（夫）控除を受けているひとり親家庭となるべく差が出ないようにし
ます。

ひとり親家庭等の中学生を対象に学習を支援し、学力の向上を図るなど、高校進学のための支援を行います。

・障害福祉施設等の運営管理による生活環境の充実

・住宅バリアフリー化の推進

・公共公益施設のバリアフリー化等の普及啓発

1-2-3 　障害がある人もない人もともに暮らせる社会の構築

　障害のある人が生活の質を向上させ、地域で安心して生き生きと暮らせる環境をつくるため、関係機関と連携し、就労環
境・生活環境の改善や社会参加を促進するとともに、市民への啓発を図ります。

・啓発広報活動の推進

・スポーツ・レクリエーション、文化活動の推進

・民間障害福祉施設等の指導・整備

・地域移行の推進

・生活支援体制の構築

・障害のある人に対する保健・医療施策の推進

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業をより効果的に促進するため、就職に関するセミナーや技能、資格取得のための講習会を
開催します。また、資格取得のための給付金等の支給や、就労専門カウンセラーがニーズに対応した面接アドバイス等の就職活動
のサポートを行い、母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ります。

・雇用・就業機会の拡大

・経済的自立の支援

心理、理学、作業、言語などの専門職が子供の発達相談に応じています。また、市内の保育園・幼稚園等に専門職が巡回し保育
士等にアドバイスを行います。なお、こども発達相談センターは平成27年10月開設予定の（仮称）保健福祉センター内に移転し、相
談環境の整備を図ります。

平成26年度中に病児・病後児保育の実施施設を新たに１施設増やし、子育て中の保護者の就労の支援を行うことで、子育てしや
すい環境を整えます。
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後期基本計画における参考指標

計画事業

施策２　支援と自立の促進

千円

施設 施設

施策３　生活環境の充実

千円

目標
平成26年度中の既存棟改修工事完了

改修既存棟供用開始

担当課名 障害福祉課 主な取組み名称 障害福祉施設等の運営管理による生活環境の充実

内容

昭和49年に開園し、建物の老朽化と入所者の高齢化に伴う障害の重度化が進んでいる北総育成園で、施設環境の
充実を図るため、バリアフリー対応の新棟を建設（平成25年４月供用開始済）し、既存棟の大規模改修工事を行いま
す。

H26 H27 H28

既存棟改修工事（２年目）

事業名 北総育成園整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
514,918

身体障害者福祉センターにおける事業
の参加者数 6,334人

（H24年度）
6,725人 7,000人

（施策１）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

グループホーム・ケアホームに入居し自
立した生活をしている人数 242人

（Ｈ25年度）
230人 278人

グループホーム・ケアホーム
入居者数（10月1日現在）

（施策２）

障害者就業・生活支援センターにおい
て就労支援を受ける人数 206人

（H24年度）
178人 298人

就職訓練及び職場定着に向
けた支援を受ける人数

（施策２）

新規
計画期間中の

事業費
事業名

障害者グループホームスプリンクラー
整備補助事業

新継区分 61,560

担当課名 障害福祉課 主な取組み名称 地域移行の推進

内容

火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する障害者グループホームについて、設置法人に整備費を
補助することにより、スプリンクラ―の設置を促進し、入所者の安全を確保します。

H26 H27 H28

障害者グループホームへのスプリンク
ラー設置

障害者グループホームへのスプリンク
ラー設置

障害者グループホームへのスプリンク
ラー設置

12
目標

整備費を補助する障害者グループホーム数

10 10 施設

既存棟改修工事完了・供用開始
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千円

その他の主要な事業

障害者週間啓発事業 【啓発広報活動の推進（施策１）】

障害福祉課

身体障害者福祉センター管理運営事業 【スポーツ・レクリエーション、文化活動の推進（施策１）】

障害福祉課

基幹相談支援センター事業 【生活支援体制の構築（施策２）】

障害福祉課

障害者虐待防止センター事業 【生活支援体制の構築（施策２）】

障害福祉課

盲ろう者通訳・介助員養成及び派遣事業 【生活支援体制の構築（施策２）】

障害福祉課

グループホーム等支援事業 【地域移行の推進（施策２）】

障害福祉課

障害者医療費給付・助成事業 【経済的自立の支援／障害のある人に対する保健・医療施策の推進（施策２）】

障害福祉課

障害のある人の医療費負担の軽減のため、自立支援医療（更生医療）費の給付、重度心身障害者医療費の助成、精神障害者入
院医療費の助成などを行います。

地域の中にある生活援助体制を備えたグループホームの運営の安定を図るために、整備費・運営費を補助し、障害のある人の地
域移行を促進します。また、グループホーム及び生活ホームの入居者の家賃を補助することで、障害のある人の負担を軽減し利用
を促進します。

障害のある人のスポーツ・レクリエーション、文化活動推進のため、身体障害者福祉センターにてアーチェリー教室や書道・工芸等
の文化教室を開催します。

障害の種別を問わず、障害のある人やその家族を対象とした相談支援を行っている「ふらっと船橋」が、基幹相談支援センターとし
て、障害者等の相談や情報提供、助言を行います。また、市内各所にある相談支援事業者との連絡調整や、関係機関の連携の支
援を行うなど、地域における相談支援の中核的な役割を担います。

障害者虐待防止法にもとづき平成24年10月に開設した障害者虐待防止センターにて、障害者虐待を発見した方の通報受付、虐
待に関する相談、啓発活動等を行い、障害者の権利擁護体制の強化を図ります。

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員の養成及び派遣を行う団体に対し、千葉県等と共同で運営費を
負担します。

障害のある人や関係団体などの協力を得ながら、障害者週間記念行事を開催し、内容の充実を図るとともに、より多くの市民の参
加を得るため、広報活動の推進に努めます。

目標
平成２７年４月開設に向けた取り組みの実施

施設整備費補助金交付 供用開始

供用開始

施設整備費補助金の交付

事業名 生活介護事業所整備事業
計画期間中の

事業費
142,589

内容

身体障害者福祉作業所太陽の定員に余裕がなく、今後新規利用者の受け入れが難しくなると見込まれているため、
重度の重複した障害がある肢体不自由者が通所できる新たな生活介護事業所を、行田の国家公務員船橋体育セン
ター跡地に民設民営方式により設置します。

H26 H27 H28

事業者による施設整備工事

新継区分 継続

担当課名 障害福祉課 主な取組み名称 民間障害福祉施設等の指導・整備
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障害者就労支援事業 【雇用・就業機会の拡大（施策２）】

障害福祉課

障害者優先調達方針推進事業 【雇用・就業機会の拡大（施策２）】

障害福祉課

障害者住宅整備資金貸付・助成事業 【住宅バリアフリー化の推進（施策３）】

障害福祉課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 高齢者の生きがいの創造

施策２ 在宅福祉の充実

施策３ 介護サービスの充実

後期基本計画における参考指標

65歳以上で要介護・要支援認定を受け
ている高齢者の率 14.8％

(H25年度)
14.5％ 16.7％ 10月1日現在

（施策３）

・地域密着型サービスの推進

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

・家族介護者への支援

・地域包括支援センターの体制の充実

・介護サービス事業者情報の提供

・介護予防事業の推進

1-2-4 　健やかな高齢期を過ごすための環境づくり

　高齢者が生き生きとした活力のある社会を創造していくために、多様な社会参加と生きがいづくりの機会を提供するほ
か、自助・共助・公助の連携による支援体制を確立し、介護予防と地域リハビリテーションを推進するとともに、ニーズに応
じた支援サービスを提供します。

・地域活動の支援

・就労機会の拡大

・ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯への支援

障害のある人が生活しやすくするため、浴室、便所、居室などを補修・増改築・改造する場合に、必要資金の貸付や助成を行いま
す。

県の委託により、障害のある人の就業支援を行っている「障害者就業・生活支援センター」に対し、就労支援員増員のための財政
補助を行います。また、市内障害者施設の職員を対象にジョブサポーター研修を実施し、より一層の一般就労促進に努めます。

障害者優先調達方針にもとづき、障害者就労施設等からの役務・物品等の調達を推進します。
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計画事業

施策２　在宅福祉の充実

千円

施策３　介護サービスの充実

千円

80床

10床

床

その他の主要な事業

老人福祉センター整備事業 【地域活動の支援（施策１）】

高齢者福祉課

生きがい福祉事業団助成事業 【就労機会の拡大（施策１）】

高齢者福祉課

第6期介護保険事業計画において整
備床数を決定

第6期介護保険事業計画において整
備床数を決定

事業名 高齢者福祉施設整備費補助事業

目標

地域包括支援センター・在宅介護支援センターの機能強化

新継区分 387,000

担当課名 包括支援課 主な取組み名称 地域包括支援センターの体制の充実

内容

高齢者人口の増加に伴い、高齢者に関する総合相談やケアプラン作成件数などが年々増加し、地域包括支援セン
ターの担う役割はさらに重要になってきていることから、職員を増員し機能強化を図ります。また、地域包括支援セン
ターの協力機関として位置付けられる在宅介護支援センターの職員専従・常勤化を進め、各地区の「地域ケア会議」
の高いレベルの平準化を目指します。地域包括支援センターと在宅介護支援センターが一体となり、高齢者及びその
家族が尊厳を保ちながら住み慣れた地域において生活できるように支援します。

H27 H28H26

全20在宅介護支援センター職員の専
従・常勤化

事業名
地域包括支援センター運営事業
[一部特別会計]

新継区分 継続
計画期間中の

事業費

地域包括支援センター職員体制の充
実及び認知症初期集中支援チームの
配置検討

1,642,609

担当課名

市内に居住する高齢者等に働く機会を提供することにより、社会参加の機会を作るとともに、生きがいを持ってもらうことを目的として
設立された公益財団法人生きがい福祉事業団に対し交付金を交付し、同事業団の運営の円滑化と福祉の増進を図ります。

社会福祉会館のエレベーター及び北部福祉会館の空調設備の改修を行い、快適に施設を利用できるようします。その他の各老人
福祉センターの老朽化した設備についても、順次改修していきます。

地域密着型サービスの推進

計画期間中の
事業費

高齢者福祉課 主な取組み名称

継続

内容

施設介護の必要がある高齢者が待機することなく円滑に入所できるように、社会福祉法人等に対し補助を行い高齢者
福祉施設の整備を進めます。特別養護老人ホームの整備にあたっては個室ユニット化を推進し、高齢者の尊厳を守
り、自分らしく生き生きとした生活が送れる施設の実現を目指します。（27年度末時点での整備済予定数：広域型特別
養護老人ホーム1,969床、併設ショートステイ居室350床、小規模特別養護老人ホーム78床、認知症高齢者グルー
プホーム800床）
（事業費は上記のほか、平成25年度からの繰り越し1,694,400千円）
（平成27・28年度の事業規模が未定であることから、事業費は平成26年度分のみ）

H26 H27 H28

特別養護老人ホーム

併設ショートステイ居室

第6期介護保険事業計画で決定
目標

認知症初期集中支援チームの配置検
討

第6期介護保険事業計画で決定

特別養護老人ホーム整備床数

80

全在宅介護支援センターの常勤・専
従化

認知症初期集中支援チームの配置
検討

認知症初期集中支援チームの配置検
討

認知症高齢者グループホー
ム

108床
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ひとり暮らし高齢者等見守り活動支援事業 【ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯への支援（施策２）】

高齢者福祉課

ショートステイ整備事業 【家族介護者への支援（施策２）】

高齢者福祉課

認知症家族相談事業 【家族介護者への支援（施策２）】

包括支援課

介護サービス事業所情報提供事業 【介護サービス事業者情報の提供（施策３）】

介護保険課

はつらつ高齢者介護予防事業 【介護予防事業の推進（施策３）】

包括支援課

定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所整備費補助事業 【地域密着型サービスの推進（施策３）】

高齢者福祉課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 財政の安定・健全化

施策２ 適正な認定・給付の充実

平成24年4月に新たに創設された地域密着サービスのメニューである定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの
事業者参入促進のため、整備費の一部に補助金を交付し、平成26年度までに各日常生活圏域（５圏域）に整備します。

在宅の要介護状態の人が福祉サービスを利用している間、家族介護者が一時的に介護から解放され休息をとれるように、定期的
にショートステイが利用できる環境を整備します。

1-3-1

町会・自治会等が主体となって、ひとり暮らし高齢者等に対して、ごみ出しなどにあわせて定期的に訪問し、声かけ・安否確認などを
行う「あったか訪問」など、ひとり暮らし高齢者等の見守り活動を実施した場合に補助金を交付することにより、地域ケア体制の構築
を推進します。

　介護保険事業の推進

・介護保険料賦課徴収の適切な実施

・介護（介護予防）サービス費の適正な給付

・適正な要介護認定

・介護保険事業の安定的運営

介護保険第１号被保険者（65歳以上）のうち、要介護・要支援状態にはない人に基本チェックリストを郵送して、要介護状態等とな
るおそれの高い人を把握し、介護予防を通じて活動的で生き生きとした生活が送れるよう支援します。

ホームページにおいて、船橋市や近隣市をサービス提供エリアとする事業者の情報を提供する「介護保険事業者情報検索システ
ム」を運用します。また、市民が介護保険制度の理解を深め、介護保険サービスを適正に利用できるよう、「介護保険・高齢者福祉
ガイド」やミニパンフレット「介護保険のてびき」などの印刷物を配布します。

　介護を必要としている高齢者が、できるだけ自立した生活を送れるように、個々の尊厳を守るとともに、個々の状況を尊
重しながら、要介護高齢者数の増加を踏まえたサービス全体の質的・量的充実を図ります。また、認知症高齢者やひとり
暮らし高齢者・高齢者のみ世帯の増加、医療と介護の両サービスを必要とする高齢者の増加など、要介護高齢者を取り
巻く環境の変化を踏まえ、介護保険制度を適正に運営します。

認知症高齢者の介護を行う家族等への専門医による無料相談を、中部地域包括支援センターにて実施しておりますが、他圏域の
地域包括支援センターにも順次拡大していきます。
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

介護保険料の収入確保事業 【介護保険事業の安定的運営（施策１）】

介護保険課

介護保険料コンビニ収納事業 【介護保険料賦課徴収の適切な実施（施策１）】

介護保険課

介護給付等費用適正化事業 【介護（介護予防）サービス費の適正な給付（施策２）】

介護保険課

要介護認定適正化事業 【適正な要介護認定（施策２）】

介護保険課

介護保険事業を安定的に運営するため、介護保険料の滞納者に対し臨戸訪問等を行い、適正に介護保険料を徴収します。

利用者の介護保険制度に対する理解を深め、サービス提供事業者による不正請求を抑制するために、介護保険サービス利用者に
対して、利用したサービス内容や自己負担した金額などを記載した給付費通知を年４回送付します。また、事業者等に給付実績の
確認を行うとともに、介護支援専門員の資質の向上を図るためにケアプランの点検を行うなど、適切な給付を行います。

要介護認定審査会委員及び認定調査を委託する市内事業所等の介護支援専門員を対象に、要介護認定適正化のための研修を
実施します。また、市内事業所等の認定調査員を対象に県主催の認定調査員研修への参加を促し、公平・適正な認定調査の実
施に努めます。なお、市内事業所等に委託している認定調査の結果について、職員による認定調査状況チェックを引き続き実施し
ます。

普通徴収対象の第１号被保険者（65歳以上）の利便性と収納率向上のため、平成25年度より介護保険料のコンビニエンスストアで
の納付を開始しております。

収納率＝決算額/調定額
（施策１）

保険給付費執行率 95.5％
(H24年度)

98％ 98％
執行率＝決算額/介護保険
給付費予算現額（施策２）

（H26年度） （H32年度）

第１号被保険者の保険料収納率 97.78％
(H24年度)

97.58％ 98％

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 国民健康保険の健全な運営

施策２ 医療費適正化の推進

施策３ 保健事業の充実

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

国民健康保険課窓口業務委託事業 【財政運営の安定化（施策１）】

国民健康保険課

国民健康保険料収納対策事業 【財政運営の安定化／国民健康保険料の収納率向上対策の強化（施策１）】

国民健康保険課

医療費の適正化事業 【レセプト点検の強化／適正受診や医療費適正化の啓発／ジェネリック医薬品の推奨（施策２）】

国民健康保険課

慢性腎臓病対策事業 【適正受診や医療費適正化の啓発（施策２）】

国民健康保険課特定健康診査室

医療費の適正化のため、全レセプト（診療報酬明細書）の点検実施や、柔道整復師の施術に係る適正受診の調査、被保険者証の
更新通知の際に同封する国保のてびき等を通じて、医療費が増え続けている現状・適正受診・医療費節約などについて啓発を行
います。また、ジェネリック医薬品に変えた場合の効果額をお知らせするために、ジェネリック医薬品差額通知を発送します。さらに、
保険証更新などの際にジェネリック希望カードを同封し、ジェネリック医薬品を推奨します。

国民健康保険のサービスを安定的に提供するために、加入手続き時における窓口での積極的な口座振替勧奨を行います。また、
うっかりした納付忘れに対する電話催告や、平日納付相談に来庁できない方に対する夜間休日相談会等きめ細やかな対応を行
い、滞納段階に応じた収納対策を講じることにより、事業の健全な運営を図っていきます。

平成25年度より特定健康診査の項目に追加した血清クレアチニン、血清尿酸の検査結果から、腎機能が低下傾向にある対象者を
抽出し、家庭訪問等により、医療への受診勧奨や生活習慣改善の保健指導を行います。

・特定健康診査の受診勧奨

・特定保健指導の推進

・適正受診や医療費適正化の啓発

特定健康診査の受診率 44.7％
(H24年度)

51％ 60％

（H32年度）

受診率＝受診者/対象者
（施策３）

国民健康保険料収納率 89.57％
(H24年度)

88.80％ 91％ 収納率＝収納済額/調定額
（施策１）

・財政運営の安定化

・国民健康保険料の収納率向上対策の強化

・レセプト点検の強化

・ジェネリック医薬品の推奨

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度）

1-3-2 　国民健康保険事業の推進

　国民健康保険の制度改正を円滑に進め、早期に定着するよう、適切で十分な情報を発信するとともに、引き続き、健全
な国民健康保険事業を運営します。

定型的な業務である窓口一時受付、電話受付を委託化していますが、随時見直しを行い待ち時間の短縮、事務効率の向上を図り
ます。
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第１章　「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち

特定健康診査事業 【特定健康診査の受診勧奨（施策３）】

国民健康保険課特定健康診査室

特定保健指導事業 【特定保健指導の推進（施策３）】

国民健康保険課特定健康診査室

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 生活保護世帯等の自立支援の推進

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

ホームレス巡回相談事業 【巡回訪問による生活相談・指導（施策１）】

地域福祉課

自立支援事業 【自立・就労の支援（施策１）】

生活支援課

就労支援事業 【自立・就労の支援（施策１）】

生活支援課

生活保護世帯の中学生学習支援事業 【自立・就労の支援（施策１）】

生活支援課

8.5％ 10％

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

働く能力のある生活保護受給者に対し、キャリアカウンセラーやキャリアコンサルタント等に業務委託をして、就職実現に必要な支援
を行い、自立助長を図ります。

ホームレス又はホームレスとなるおそれのある人が起居する場所（公園・河川敷など）を職員が巡回し、直に面接を行い、日常生活
に関する相談・指導等を行います。また、相談の結果により、保健・医療・福祉等の各種施策の活用に係る助言を行い、関係機関と
の連携のもと必要な支援を行います。

自立率＝自立できた人/就
労支援事業対象者（施策１）

（H26年度）

自立阻害要因がある人に対し、自立支援相談員が面接や訪問等を通じて必要な支援を行い、自立の助長を図ります。

（H32年度）

就労支援事業による経済的自立率 5.7％
（H24年度）

特定健康診査の受診結果から生活習慣病予防のため保健指導が必要と判断された人に、運動や食生活を中心とした生活習慣の
改善を目指す保健指導を実施します。

国民健康保険加入の40歳～74歳の人を対象に、生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査を実施します。受診勧奨や広報
活動に力を入れ受診率向上を目指します。

1-3-3 　生活保護世帯等の自立支援の推進

　生活保護世帯の自立のために、ケースワーカーの相談・指導体制を充実させ、適切な対応を図るとともに、ホームレスま
たはホームレスとなるおそれがある人に対して福祉、健康、住居等の相談支援を行います。

・巡回訪問による生活相談・指導

・自立・就労の支援

教育の機会の均等及び次世代への貧困の連鎖防止を目的として、生活保護世帯の中学生を対象に、学習する場を提供し、学習
することの楽しさを実感してもらい、高校進学のための支援を行います。
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第２章

いつも身近に「安らぎ」が感じられるまち

（自然と都市と市民生活が調和した安心・快適都市の形成）

＜政策＞ ＜基本施策＞

1 自然と共生した安らぎのあ
る都市環境の創造

1 親しみと安らぎのある水辺の整備

2 豊かな緑の保全と創出

3 自然と共生したまちづくり

2 環境負荷の少ない資源循環
社会の構築

1 環境負荷の少ないまちづくり

2 循環型社会の構築

3 汚水処理体制の充実

5 良好な住まいの整備

3 安全・安心な暮らしを支え
る生活環境づくり

1 市民の安全・安心を守る災害対応の充実

2 犯罪のないまちづくり

3 市民を守る消防体制の充実

4 清潔で安心な暮らしの実現
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第２章　いつも身近に「安らぎ」が感じられるまち

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 清らかで豊かな流れの創出

施策２ 自然を活かした水辺の整備

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策２　自然を活かした水辺の整備

千円

ｍ ｍ
河川整備基本計画に基づき決定しま
す。

担当課名 河川整備課 主な取組み名称 多自然川づくりの推進

内容

河道を拡幅して流下能力を増大させ、河川の氾濫による被害を防御し治水安全度を向上させるとともに、市民が親し
みと安らぎを感じる多自然川づくりを進めます。(木戸川については平成27年度完了予定）。平成28年度以降は、平成
26年度策定予定の河川整備基本計画に基づき、準用河川の整備を行います。

H26 H27 H28

木戸川河川改修・橋りょう架替え（４号
橋）    ほか

木戸川河川改修・橋りょう架替え（３号
橋）　　ほか

河川整備基本計画に基づき事業内容
等を決定

2-1-1 　親しみと安らぎのある水辺の整備

　市民が親しみと安らぎを感じる水辺環境を創出するため、「水循環系再生行動計画」にもとづいて健全な水循環系の再
生を図るとともに、多自然川づくりを推進します。
　また、調整池を活用した水辺空間等の整備についても検討を行います。

・雨水浸透施設の整備促進

・透水性舗装の整備推進

・多自然川づくりの推進

・海老川調節池の多目的利用の促進

目標

多自然川づくり改修延長

488 560

・調整池の有効利用の検討

指標名（関連施策）

多自然川づくり改修済み延長 3,201ｍ
(H24年度)

4,601m
5,110ｍ

(H27年度)
改修実績の累計

（施策２）

透水性舗装整備済み面積 89,429㎡
(H24年度)

99,090㎡ 126,700㎡
印旛沼・海老川・真間川各流
域の舗装整備済み面積の累
計（施策１）

海老川流域内の本川及び各支川のＢＯ
Ｄ値 3.0～7.6mg/l

(H24年度)

すべての観測地
点において

6㎎/l

すべての観測地
点において

5㎎/l
(H27年度)

海老川流域内での水質観測
地点（10箇所）ごとの年平均
値

（施策１）

事業名 準用河川整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
649,748

現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）
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その他の主要な事業

雨水浸透桝等設置補助事業 【雨水浸透施設の整備促進（施策１）】

下水道河川管理課

道路舗装整備事業 【透水性舗装の整備推進（施策１）】

道路建設課

調整池等有効利用事業 【調整池の有効利用の検討（施策２）】

下水道河川管理課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 公園緑地の整備

施策２ 都市緑化の推進

施策３ 市民等との連携による緑の保全と創出

施策４ 樹林地等の保全対策の推進

・景観木・生垣による緑のまちづくり

・緑化重点地区における緑化の推進

都市化の進展に伴い、公共的に使用できる空地が減少していることから、平常時における調整池等の有効活用を図るため、地域住
民と市民が親しめる水辺空間の整備・維持管理について検討します。

個人が所有する一戸建て住宅、共同住宅、店舗及び事業所で雨水浸透桝、雨水貯留施設を設置及び浄化槽を雨水貯留施設に
転用する際に、設置・転用費用の一部を補助することで、広域的に雨水の流出抑制を図ります。

土地の保水機能を高める雨水浸透のため、歩道等に透水性舗装を整備します。

・市民・企業（事業者）との連携による緑化推進

2-1-2 　豊かな緑の保全と創出

　緑豊かな都市を形成するため、公園が充実したまちづくりや、市内に残る貴重な自然林・緑地及び身近な緑の保全・創
出を推進します。さらに、市内を広域的に結ぶ水と緑のネットワークを形成するとともに、市民等との連携によって、質の高
い緑の維持管理に努めます。

・公園緑地の整備

・公園緑地・街路樹等の維持管理

・街路樹による緑化

・市民参加による緑の保全・活用・管理

・市民による花いっぱいまちづくりの推進

・指定樹林等の制度による樹林等の保全

・市民の森制度による樹林等の保全・活用

・森林ボランティア等による里山の樹林保全活動の促進

・防災公園の整備

・アンデルセン公園の整備

・市民参加の公園づくり
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後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　公園緑地の整備

千円

カ所 カ所

千円

カ所 カ所

事業名

市民一人当たり都市公園面
積＝都市公園面積/(住民基
本台帳登録済み人口＋外国
人登録人口)

（施策１）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

ふれあい花壇件数

街路樹改植済み路線数 7路線
(H24年度)

8路線 17路線 平成19年度からの累計
（施策２）

花いっぱいまちづくり参加団体数 33団体
(H24年度)

37団体 50団体

まちかどフェアにおいて「花
いっぱいまちづくり」に参加し
た町会・自治会等の5人以上
のグループの団体数

（施策３）

アンデルセン公園年間入園者数 524,366人
(H24年度)

540,000人 570,000人
（施策１）

市民一人当たりの都市公園面積 2.97㎡/人
(H24年度)

3.23㎡/人 3.40㎡/人

都市緑地整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
627,281

85件
(H24年度)

94件 100件
（施策３）

咲が丘１丁目緑地用地買収

（仮）咲が丘１丁目緑地整備 松が丘２丁目緑地整備

担当課名 公園緑地課 主な取組み名称 公園緑地の整備

内容

市内に残された貴重な緑を保全し、市民に散策や森林浴など自然とふれあう場所を提供するため、緑地の整備を進
めます。

H26 H27 H28

（仮）東船橋緑地・前原１号緑地整備

西船４丁目緑地整備（拡張） 松が丘２丁目緑地用地買収 松が丘２丁目緑地用地買収

目標
緑地等の整備及び用地買収箇所数

4 1 1 カ所

担当課名 公園緑地課 主な取組み名称 公園緑地の整備

内容

都市の快適性や防災機能の向上のため、身近な公園や、レクリエーションの場となる公園を整備します。

H26 H27

西船・海神地区の公園（新規）用地買
収（仮）大穴近隣公園基本計画・基本設

計

H28

（仮）大穴近隣公園用地買収

継続
計画期間中の

事業費
1,356,202

（仮）大穴近隣公園用地買収 （仮）大穴近隣公園整備（1年目）

丸山公園拡張用地買収 （仮）大穴近隣公園実施設計

事業名 都市公園整備事業 新継区分

目標
公園等の整備及び用地買収箇所数

2 2 1 カ所
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千円

千円

その他の主要な事業

既設公園整備事業 【公園緑地の整備（施策１）】

公園緑地課

公園施設等放射能対策事業 【公園緑地の整備（施策１）】

公園緑地課

法典公園整備事業 【公園緑地の整備（施策１）】

公園緑地課

市民の森整備事業

公園緑地課

アンデルセン公園整備事業 【アンデルセン公園の整備（施策１）】

公園緑地課

予定整備・用地買収の完了 予定整備・用地買収の完了 予定整備・用地買収の完了

プール改修・駐車場整備実施設計委託 プール改修

陸上競技場２種公認工事 拡張用地購入 駐車場・周辺道路整備

担当課名

事業名 運動公園整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
2,531,232

浄化槽設置・ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌｺｰｽ整備 野球場中央高圧受配変圧器改修 園路整備

公園緑地課
生涯スポーツ課

主な取組み名称 公園緑地の整備

内容

施設の老朽化、利用者のニーズの多様化などにより、魅力の低下を招いているため、市民の要望を取り入れながら老
朽化した公園施設のリニューアルを図り、魅力ある運動公園として再生していきます。

H26 H27 H28

体育館耐震補強・拡張用地購入

プール工事着手

担当課名 公園緑地課 主な取組み名称 アンデルセン公園の整備

内容

平成31年度、都市計画決定区域（A=38.6ha)全域の供用開始に向け、アンデルセン公園の拡張整備を進めます。

H26 H27 H28

事業名 アンデルセン公園拡張整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
591,327

アンデルセン公園借地用地買収

花の城ゾーン・芝生広場整備

西口レストハウス改築

地域交流・花の城ゾーン整備

地域交流ゾーン・駐車場

西口ゲート・周辺整備

南駐車場拡張部整備・用地買収 借地用地買収

目標
平成31年度供用開始に向けた整備

法典公園の快適性・安全性の向上を図るための施設改修を行います。

既存公園を市民の要望を取り入れながら、市民に親しまれ、開放的で魅力ある公園として再生するとともに、市民に安全安心な施
設を提供し、かつ防災機能の充実を図ります。

施設の老朽化が進行しているアンデルセン公園について、利用者の快適性・安全性の向上を図るための改修を行い、有料公園とし
て相応しい施設の充実を図ります。

市内に残された貴重な緑を保全するとともに、市民に散策や森林浴など自然とふれあう場所を提供するため、地権者から借地し、
市民の森の整備を進めます。

市内の公園の砂場等の放射線量を測定し、高い数値であった場合に、放射能対策として砂の入れ替え等の低減対策を行います。

【公園緑地の整備（施策１）】
【市民の森制度による樹林等の保全・活用（施策４）】

目標
計画にもとづく公園の再整備

体育館工事完了 プール工事(2年目）・駐車場整備着手
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市民参加の公園づくり事業 【市民参加の公園づくり（施策１）】

公園緑地課

公園施設管理事業 【公園緑地・街路樹等の維持・管理（施策１）】

公園緑地課

街路樹整備事業

公園緑地課

景観木や生け垣等による緑化事業 【景観木・生垣による緑のまちづくり（施策２）】

公園緑地課

緑化重点地区推進事業 【緑化重点地区における緑化の推進（施策２）】

公園緑地課

都市緑化推進事業 【市民・企業（事業者）との連携による緑化推進（施策３）】

公園緑地課

ふるさとの森づくり・公園緑地愛護会事業 【市民参加による緑の保全・活用・管理（施策３）】

公園緑地課

ふれあい花壇整備事業 【市民による花いっぱいまちづくりの推進（施策３）】

公園緑地課

緑地保全助成事業 【指定樹林等制度の活用による樹林等の保全（施策４）】

公園緑地課

森林活動推進事業 【森林ボランティア等による里山の樹林保全活動の促進（施策４）】

農水産課

公共施設や事業者に対し条例上必要となる緑地について、できる限り立体的な緑量を感じ取ることができる景観木や生垣の導入を
指導し、緑の都市を形成します。

街路樹・グリーンベルトに補植、改植をすることにより、街路樹等の機能強化を図り、歩行者の快適性を高めます。

既設公園等を利用者が快適に利用できるよう、維持管理を行います。

新設公園の設置や既設公園の改修時において、町会・自治会等をとおして周辺住民の意見を参考に計画立案を図ります。

市民が森林整備活動等をとおして森林や里山にふれ、森林保全への関心と理解を深められるようにするとともに、森林ボランティア
の育成等を推進します。

市内に育成している樹容が優れている樹木又は健全な樹林を、その所有者の同意を得て指定樹木及び指定樹林に指定し、その
保全等に要する費用の一部を助成することで緑の保存を図ります。

公園等に花壇を設置し、市から清掃委託している団体の協力を得て、花の苗及び肥料等を春と秋の年２回配布することで、まちにう
るおいを与えます。

町会・自治会等の団体に公園等清掃業務を委託することにより、地域に密着した公園・緑地としての地域住民の愛着心の向上を図
ります。

明るくうるおいのある花いっぱいまちづくりを目的とし、まちかどに草花を植栽する町会・自治会等の団体に対し費用の一部を助成し
ます。また、開発事業等の事業者に対し緑化協定の締結等により、緑の保存と緑化の推進を図ります。

市内６カ所（船橋北部・夏見・西船海神・船橋駅周辺・東船橋・薬円台）で緑化重点地区を設定し、重点的な緑化の推進を図りま
す。

【公園緑地・街路樹等の維持・管理（施策１）】
【街路樹による緑化（施策２）】
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 生物多様性の確保

施策２ 三番瀬の保全・再生

施策３ 環境と調和したまちづくり

後期基本計画における参考指標

・生物多様性地域戦略の策定

・里山の保全・活用の取り組みの推進

・三番瀬の保全・再生・利用の推進

・三番瀬における環境学習の推進

・「船橋市環境共生まちづくり条例」等による開発等の規制・誘
導

2-1-3 　自然と共生したまちづくり

　人と環境が共生した自然豊かなまちづくりを実現するため、生態系の多様な機能やその価値に配慮して、生物多様性の
確保に向けた取り組みや三番瀬の保全・再生を行うとともに、「船橋市環境共生まちづくり条例」等にもとづき環境と調和し
たまちづくりを目指します。
　また、動植物の生息・生育環境を考慮して、樹林地・湿地等の自然環境や、河川・街路樹・公園等の要素を有機的につ
ないだ生態系ネットワークの形成に取り組みます。

・自然環境調査

ガンカモ類の個体数 8,464羽
(H24年度)

20,000羽 20,000羽
環境省自然環境局生物多様
性センターの行っているガン
カモ類の生息調査から把握（施策１・２）

市が主催する市民参加型の
自然に関する散策会、観察
会、調査、講座への延べ参
加者数（年間）を実績報告か
ら把握（施策１・２）

（H26年度） （H32年度）

自然観察会等の延べ参加者数 583人
(H22～24年度

の平均)
900人 900人

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

条例４条にもとづく「地区環境形成計画
書」による協議締結面積の割合 0.72％

（Ｈ24年度）
0.8％ 1.1％

「船橋市環境共生まちづくり
条例」第４条にもとづく「地区
環境形成計画書」の提出に
より協議締結した面積（条例
が施行された平成８年度から
の累計）の市域面積に対する
割合（施策３）
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計画事業

施策１　生物多様性の確保

千円

施策２　三番瀬の保全・再生

千円

その他の主要な事業

船橋三番瀬クリ－ンアップ交付金 【三番瀬の保全・再生・利用の推進（施策２）】

環境保全課

三番瀬環境学習推進事業 【三番瀬における環境学習の推進（施策２）】

環境保全課

「船橋市環境共生まちづくり条例」等による開発等の規制・誘導

宅地課

事業名 生物多様性地域戦略策定事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
25,346

担当課名

庁内検討委員会の設置 地域戦略の策定

生物多様性に関する各種調査の実施

環境保全課 主な取組み名称
自然環境調査
生物多様性地域戦略の策定

内容

動植物の生息状況を把握する「自然環境調査」を実施し、その結果をもとに生物多様性の保全及び持続可能な利用
に関する基本的な事項を定めた「生物多様性地域戦略」を策定します。

H26 H27 H28

自然環境調査の実施（２年目） 地域戦略策定委員会の設置 パブリックコメント・説明会の実施

宅地開発事業の適正な施行を指導することにより、自然破壊及び災害を未然に防止し、都市施設の整備を図り、もって地域住民の
生活環境の保全に努めます。

目標
生物多様性地域戦略の策定

春期調査・夏期調査の完了 生物多様性に関する各種調査の完了 生物多様性地域戦略の策定

事業名 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
94,360

担当課名
政策企画課・商工振興課・環境保全
課

主な取組み名称 三番瀬における環境学習の推進

内容

平成24年度に策定した基本構想にもとづき、ふなばし三番瀬海浜公園のプール跡地を中心としたエリアを、市民が親
しみながら干潟の生物や水鳥の観察等、環境学習が行えるような体験学習型の施設として整備します。
（平成27年度以降の整備費用は、平成26年度の基本実施設計の中で決定するため、計画期間中の事業費に27年
度以降の事業費は計上されておりません。）

H26 H27 H28

基本実施設計 環境学習施設等の整備（１年目） 環境学習施設等の整備（２年目）

目標
平成29年度供用開始に向けた整備

基本実施設計の完了 工事着手  予定整備の完了

【「船橋市環境共生まちづくり条例」等による
開発等の規制・誘導（施策３）】

清掃や自然観察を通じて、市民が三番瀬に対する理解と関心を深められるよう、三番瀬クリーンアップ事業に交付金を交付します。

市民に身近な自然への関心を深めてもらうため、三番瀬で生物の観察、干潟の生態系及び自然浄化能力について学ぶ講座を実
施します。
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 環境保全体制の充実

施策２ 地域環境への負荷の低減

施策３ 地球温暖化対策の推進

施策４ まちの美化の推進

後期基本計画における参考指標

・監視体制の整備及び結果の公表

大気環境基準項目達成率 77％
(H24年度)

83％ 88％
（施策２）

環境フェア来場者数 4,600人
(H22～24年度

の平均)
4,800人 5,200人

（施策１）

2-2-1 　環境負荷の少ないまちづくり

　環境への負荷を低減し、安全な生活環境を保全するため、市民、事業者、行政が協力し合うことにより環境保全体制の
充実を図るとともに、健康や生活環境へ被害を及ぼすおそれのある公害の未然防止に取り組みます。また、かけがえのな
い地球環境を保全するため、地球温暖化対策を進めるとともに、限りある資源の効率的な利用やエネルギー使用の削減
を図ります。
　さらに、清潔・安全で快適なまちづくりを推進するため、市民の手による清掃活動を実施します。

・「船橋市環境基本計画」等の進行管理

・環境学習の推進

「クリーン船橋５３０の日」参加者数 64,000人
(H24年度)

59,000人 60,000人
（施策４）

55,000人 60,000人
（施策４）

・自動車公害対策の推進

・土壌汚染対策の推進

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

水質環境基準項目達成率 64.7％
(H24年度）

70％ 82％
（施策２）

・「船橋市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の推進

・「船橋市地球温暖化対策実行計画（第３次ふなばしエコオ
フィスプラン）」の推進

・「船橋をきれいにする日」・「クリーン船橋５３０」の開催

・路上喫煙及びポイ捨ての防止に向けた啓発等の実施

市の事業による温室効果ガスの排出量 190,520t-CO2

(H24年度)
184,956t-CO2 174,000t-CO2

（施策３）

市域からの温室効果ガスの排出量 4,309千t-CO2

(H22年度)
4,331千t-CO2 4,121千t-CO2

温室効果ガス排出量の算出
に、国や県等の統計書の整
備が必要となるため、数値の
把握におおむね2年程度かか
る。（施策３）

「船橋をきれいにする日」参加者数 56,000人
(H24年度)
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計画事業

施策３　地球温暖化対策の推進

千円

千円

その他の主要な事業

環境保全推進事業 【「船橋市環境基本計画」等の進行管理（施策１）】

環境保全課

環境学習・啓発推進事業 【環境学習の推進（施策１）】

環境保全課

市有建築物の太陽光発電設備設置調査事業 【環境学習の推進（施策１）】

政策企画課

大気汚染防止対策事業 【自動車公害対策の推進／監視体制の整備及び結果の公表（施策２）】

環境保全課

再生エネルギー導入検討

小水力発電設置・実地実証実験

実地実証実験に基づく小水力発電設
備の導入（高瀬下水処理場）

再生可能エネルギー等導入方針策
定調査委託

平成23年3月に策定した環境基本計画の数値目標の達成状況を把握し、年度毎に結果を報告書にまとめて公表します。

低公害車の普及促進及びアイドリングストップの推進等の啓発を行います。また、更新計画にもとづき老朽化した測定機器の更新を
実施し、監視体制の整備を図ります。

市民に身近な自然環境への理解、関心の深化を図るため、環境フェアやセミのぬけがら調査など環境学習の機会を提供します。

市有建築物への太陽光発電設備の設置方針にもとづき、防災や環境啓発等の観点から、太陽光発電設備の設置可能性調査を
行います。

事業名

目標

導入方針に基づく再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備等の導入

導入方針の策定（施設の選定、達成
時期、ＣＯ２削減目標の設定）

各施設における再生可能エネルギー
設備・省エネルギー設備の導入

各施設における再生可能エネルギー設
備・省エネルギー設備の導入

下水処理場における再生エネルギー
導入検討事業

新継区分 新規
計画期間中の

事業費
13,230

H28

省エネルギー対策・地球温暖化対策が優先的に必要な公共施設における「再生可能エネルギー等導入方針」を策定
し、再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の計画的な導入を図ることで、温室効果ガスやエネルギー使用量
の削減、ひいてはコストの効率的な削減につなげていきます。

H26 H27 H28

事業名
再生可能エネルギー等導入方針策
定事業

新継区分 新規

環境保全課 主な取組み名称 「船橋市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の推進

計画期間中の
事業費

7,400

担当課名

内容

内容

環境負荷の少ない循環型社会構築の一環として、西浦下水処理場の放流水落差を利用して、市内企業が開発中の
小水力発電装置の実地実証実験を協同で実施し、導入効果等の検証を行います。

H26 H27

（西浦下水処理場）

小水力発電設置・実地実証実験

（西浦下水処理場）

目標
再生エネルギー導入に向けた各年度の取り組みの実施

実地実証実験 実地実証実験

担当課名 下水道施設課 主な取組み名称 その他

再生エネルギー導入検討

各施設における再生可能エネルギー
設備・省エネルギー設備の導入

各施設における再生可能エネルギー設
備・省エネルギー設備の導入
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土壌汚染対策事業 【土壌汚染対策の推進（施策２）】

環境保全課

大気中の放射線量測定事業 【その他（施策２）】

環境保全課

新エネ・省エネ設備設置費補助事業 【「船橋市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の推進（施策３）】

環境保全課

防犯灯設置支援事業 【「船橋市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の推進（施策３）】

自治振興課

ふなばしエコオフィスプラン推進事業

環境保全課

ごみ減量活動事業 【「船橋をきれいにする日」・「クリーン船橋５３０」の開催（施策４）】

クリーン推進課

路上喫煙及びポイ捨て防止事業 【路上喫煙及びポイ捨ての防止に向けた啓発等の実施（施策４）】

クリーン推進課

町会・自治会の自主防犯意識の高揚及び市民生活の安全を図るため、町会・自治会が維持管理する防犯灯の設置費・維持管理
費を補助します。また、ＬＥＤ防犯灯を設置する場合には、補助金額を増額し、消費電力の小さいＬＥＤ防犯灯への切り替えを促進し
ていきます。

人の健康被害を防止するため、土地の所有者等に土壌汚染の調査や対策を指導します。また、土壌汚染が確認された土地は、区
域指定を行い汚染の状況を公表します。

路上喫煙、ポイ捨て及びごみの散乱を防止し、清潔、安全及び快適な生活環境を確保するため、重点区域のパトロールを行いま
す。

市民一人ひとりが主役となって、まちのごみを一掃する「船橋をきれいにする日」や町会・自治会、市が一体となり、市内で一斉に美
化活動を行う「クリーン船橋５３０の日」など、まちの美化に向けた活動を行います。

市の事務事業の実施にあたり、「船橋市地球温暖化対策実行計画（第３次ふなばしエコオフィスプラン）」にもとづき、エネルギー使
用量及び温室効果ガス排出の抑制を図ります。

温室効果ガスの削減を図るため、住宅における太陽光発電設備及び高効率給湯器の設置費用の一部を補助します。

【「船橋市地球温暖化対策実行計画
（第３次ふなばしエコオフィスプラン）」の推進（施策３）】

市域の空間放射線量の実態を把握するため、市内15施設を調査地点として、定期的に測定を実施します。

58



第２章　いつも身近に「安らぎ」が感じられるまち

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ ごみ減量化・リサイクルの促進

施策２ ごみ処理体制の整備・充実

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　ごみ減量化・リサイクルの促進

千円

H28

使用済小型家電のボックス回収及び
ピックアップ回収

使用済小型家電のボックス回収及び
ピックアップ回収

使用済小型家電のボックス回収及び
ピックアップ回収

担当課名 クリーン推進課 主な取組み名称 有価物及び資源ごみ回収の推進

内容

主に不燃ごみとして取り扱われていた使用済小型家電の再資源化を促進し、廃棄物の適正な処理と貴金属等の有用
金属の回収を図ります。

H26 H27

目標
使用済小型家電の回収量

20トン 20トン 20トン

事業名 小型家電リサイクル事業 新継区分 新規
計画期間中の

事業費
0

ごみの最終処分量（埋立量） 5,998トン
(H24年度)

10,873トン 10,000トン
（施策１）

ごみのリサイクル率 23.58％
(H24年度)

22.48％ 25％
（施策１）

・北部清掃工場の建替

・西浦資源リサイクル施設の建設

指標名（関連施策）

・南部清掃工場の建替

現状値
中間目標値

2-2-2 　循環型社会の構築

　環境負荷の少ない循環型社会を構築するため、まず発生抑制（リデュース）し、抑制できなかったものについては再使用
（リユース）を行い、それでも発生した廃棄物については再生利用（リサイクル）するという考え方にもとづき、市民生活や事
業活動における廃棄物の最小化を推進します。
　また、ごみの適正かつ効率的な処理を実現するため、ごみ処理体制の整備・充実を図ります。

・「船橋市一般廃棄物処理基本計画」の進行管理

・有価物及び資源ごみ回収の推進

・産業廃棄物の適正処理の推進

・リデュース・リユース・リサイクルの意識啓発

目標値
備考

（H26年度） （H32年度）

ごみの総排出量 212,029トン
(H24年度)

214,000トン 214,000トン
（施策１）
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施策２　ごみ処理体制の整備・充実

千円

千円

その他の主要な事業

一般廃棄物処理基本計画推進事業 【「船橋市一般廃棄物処理基本計画」の進行管理（施策１）】

クリーン推進課

リデュース・リユース・リサイクルの意識啓発事業 【リデュース・リユース・リサイクルの意識啓発（施策１）】

クリーン推進課

ペットボトル収集事業 【有価物及び資源ごみ回収の推進（施策１）】

クリーン推進課

蛍光管・乾電池収集事業 【有価物及び資源ごみ回収の推進（施策１）】

クリーン推進課

内容

北部清掃工場隣接地に新しく清掃工場を建設します。新しい清掃工場は、設計・建設から運営までを民間事業者が行
うＤＢＯ方式の手法を採用します。

H26 H27 H28

施設建設（２年目）

事業名 北部清掃工場建設事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
12,769,386

ペットボトルの拠点回収に代わって、ごみ収集ステーションでの収集を行うことで、焼却されるごみの減量化及びリサイクルの推進を
図ります。

ダイオキシン調査

担当課名 クリーン推進課 主な取組み名称 北部清掃工場の建替

事業名 南部清掃工場建設事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
121,720

目標
平成29年度稼働に向けた取り組みの実施

予定の工事・調査の完了 施設建設完了

環境影響評価（４年目） 施設設計

担当課名 クリーン推進課 主な取組み名称 南部清掃工場の建替

内容

南部清掃工場隣接地に新しく清掃工場を建設します。新しい清掃工場は、設計・建設から運営までを民間事業者が行
うＤＢＯ方式の手法を採用します。

H26 H27 H28

環境影響評価（３年目）

事業者選定事業者選定準備

目標
平成31年度建設工事完了、平成34年度解体工事・跡地整備完了

環境影響評価完了、事業者選定 設計着手

リデュース・リユース・リサイクルの必要性について理解を深めてもらうため、ごみ減量啓発バスの運行、小学校の授業補助や地区説
明会等で啓発活動を行います。

一般廃棄物処理基本計画の具体的な行動計画を策定します。また、効果的なごみ減量施策制定のため、排出ごみの組成調査を
行います。

不燃ごみとして取り扱われていた蛍光管と乾電池の分別収集を行うことで、再資源化を図り、最終処分による環境負荷を軽減しま
す。

予定の工事・調査の完了

予定の評価の完了

施設建設（３年目） 施設建設（４年目）

設計・施工監理（２年目） 設計・施工監理（３年目） 設計・施工監理（４年目）
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産業廃棄物対策事業 【産業廃棄物の適正処理の推進（施策１）】

産業廃棄物課

北部清掃工場改修整備・管理運営事業 【その他（施策２）】

北部清掃工場

南部清掃工場改修整備・管理運営事業 【その他（施策２）】

南部清掃工場

廃棄物等の放射性物質測定事業 【その他（施策２）】

北部清掃工場・南部清掃工場

ふれあい収集実証事業 【その他（施策２）】

クリーン推進課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 下水道の整備と管理

施策２ し尿処理体制の充実

清掃工場の建て替え時（平成31年度予定）まで安定的に稼働させるため、計画的に施設の改修及び整備を行います。あわせて、
効率的な管理運営を行います。

高齢者や障害を持つ人の中で、親族や近所などからの支援を受けられず、自力でごみをごみ収集ステーションまで出すことが困難
な方に対して、職員が戸別にごみ収集する実証事業を行います。平成26年度から28年度にかけて一部の地域で実施し、事業手
法や効果の検証を行います。

北部清掃工場及び南部清掃工場から出る排ガスや焼却灰等に含まれる放射性物質の検査を行います。

清掃工場の建て替え時（平成28年度予定）まで安定的に稼働させるため、計画的に施設の改修及び整備を行います。あわせて、
効率的な管理運営を行います。

産業廃棄物の適正処理の推進のため、不法投棄等の不適正処理に対するパトロールの強化等、監視体制の充実を図ります。

・し尿の収集・処理

・高度処理型合併処理浄化槽の普及促進

2-2-3 　汚水処理体制の充実

　下水道の効率的な整備を促進し、さらなる普及率向上に努めるとともに、計画的で適正な維持管理を行うことで機能保
全とコスト縮減を図ります。また、し尿及び生活排水を適正に処理するため、し尿収集・処理体制の充実を図るとともに、高
度処理型合併処理浄化槽の普及と適正な維持管理のための啓発等に努めます。

・公共下水道の適正な計画にもとづく整備

・下水道の維持管理と経営の効率化

・下水道施設の生涯コストを見据えた長期的な補修・更新計
画の推進
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後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　下水道の整備と管理

千円

千円

その他の主要な事業

地方公営企業法適用に係る資産調査及び評価 【下水道の維持管理と経営の効率化（施策１）】

下水道総務課

（H32年度）

公共下水道普及率 77％
(H24年度)

82％ 90％
普及率＝公共下水道整備済
みの人口/住民基本台帳登
録済み人口（施策１）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度）

事業名
下水道整備事業（管渠・処理場等の
整備）[特別会計]

新継区分 継続
計画期間中の

事業費
23,235,699

高度処理型合併処理浄化槽の普及率 10.5％
(H24年度)

13％ 33％
市内に設置された浄化槽のう
ち高度処理型合併処理浄化
槽の設置割合（施策２）

公共下水道高度処理率
(西浦・高瀬下水処理場) 90％

(H24年度)
90％ 100％

処理率＝現有高度処理能力
/下水処理場処理能力

（施策１）

各処理区幹線管渠等の整備 各処理区幹線管渠等の整備

西浦・高瀬下水処理場水処理増設 西浦・高瀬下水処理場水処理増設 西浦・高瀬下水処理場水処理増設

担当課名 下水道部 主な取組み名称 公共下水道の適正な計画にもとづく整備

内容

各処理区（西浦、高瀬、津田沼、印旛、江戸川左岸）の管渠整備や、西浦下水処理場・高瀬下水処理場の整備を進
め、汚水処理の拡充を図ります。（事業費は上記のほか平成25年度繰り越し4,683,380千円）

H26 H27 H28

各処理区幹線管渠等の整備

事業名
下水道整備事業（地震・長寿命化対
策）[特別会計]

新継区分 継続
計画期間中の

事業費
781,897

目標
計画にもとづく整備の実施

管渠・処理場の整備 管渠・処理場の整備 管渠・処理場の整備

地震・長寿命化対策事業 地震・長寿命化対策事業

担当課名 下水道部 主な取組み名称
下水道施設の生涯コストを見据えた長期的な補修・更新計
画の推進

内容

日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため、ライフサイクルコストの最
小化の観点を踏まえ、耐震化等の機能向上も考慮した長寿命化計画を作成し、計画的な改築を進めます。（事業費
は上記のほか平成25年度繰り越し230,780千円）

H26 H27 H28

地震・長寿命化対策事業

下水道事業の地方公営企業法適用に係る資産調査及び評価を行います。

目標
下水道施設の耐震化・長寿命化対策を図る

予定の対策事業の完了　 予定の対策事業の完了　
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下水汚泥の放射性物質測定事業 【下水道の維持管理と経営の効率化（施策１）】

下水道施設課

し尿の収集・処理事業 【し尿の収集・処理（施策２）】

環境衛生課・西浦処理場

合併処理浄化槽設置費補助事業 【高度処理型合併処理浄化槽の普及促進（施策２）】

環境衛生課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 防災意識・災害対応力の向上

施策２ 防災体制の充実

施策３ 都市防災機能の向上

施策４ 治水対策の推進

下水処理において発生する汚泥について、適正な処分を実施するために放射性物質の検査を実施し、結果に応じた処分を行いま
す。

・公共建築物の耐震化推進

2-3-1 　市民の安全・安心を守る災害対応の充実

　災害に備えのある安全で安心な暮らしを確保するため、治水や耐震強化等により災害時の減災に向けて都市防災機能
の向上を図るとともに、市民の防災意識及び災害対応力の向上を図ります。
　また、災害発生時に迅速かつ円滑な対応を行うため、近隣自治体や関係機関等を含めた防災体制の整備・充実を図り
ます。

・自主防災組織の強化と充実

・職員の防災士資格の取得促進

・中学生向け防災学習の実施

し尿や生活雑排水をあわせて処理する合併処理浄化槽(高度処理型)を、転換設置する人に補助金を交付します。

し尿を収集運搬し、西浦処理場で処理等を行います。

・総合防災訓練の実施

・災害時応援協定締結の促進

・帰宅困難者対策の推進

・小・中学校、公民館等の避難所予定施設の耐震化推進

・災害時要援護者対策の充実

・「船橋市地域防災計画」等の改定と適時修正

・災害時における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

・防災備蓄の充実

・公園等における防災機能の充実

・民間の住宅及び特定建築物の耐震化促進

・落橋防止（橋りょう耐震化）の推進

・下水道による雨水管の整備

・河川排水路の維持管理

・雨水貯留浸透施設の整備

・下水道施設の耐震化の推進

・河川の改修

・海老川調節池の整備（県事業）

63



第２章　いつも身近に「安らぎ」が感じられるまち

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　防災意識・災害対応力の向上

千円

％ ％

自主防災組織新規結成及び活動促
進

自主防災組織新規結成及び活動促
進

自主防災組織新規結成及び活動促進

65 70 75 ％

目標値
備考

（H26年度） （H32年度）

自主防災組織結成率 55.7％
(H24年度)

60％ 70％
結成率＝自主防災組織を結
成した町会・自治会数/全町
会・自治会数（施策１）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値

防災行政無線固定系子局再整備数 19基
(H24年度)

39基 89基 新型で再整備した総数
（施策２）

防災士資格の取得者数 33名
(H24年度)

53名 100名

市の計画にもとづき新たに防
災士の資格を取得した職員
の数で平成21年度からの累
計

（施策１）

耐震化橋りょう数 9橋
(H24年度)

11橋 21橋 平成15年度からの累計
（施策３）

１時間50ミリの降雨に対応した河川改
修率 42％

(H24年度)
47％ 53％

改修率＝改修済み延長/改
修対象河川延長

（施策４）

市有建築物の耐震化率 77％
(H24年度)

83％
90％

(H27年度)

「耐震化整備状況及び整備
時期リスト」より算出
※非木造で２階建以上、また
は延べ面積200㎡を超えるも
の

（施策３）

下水道管路施設の耐震化率 82％
(H24年度)

88％ 100％

緊急輸送道路に埋設されて
いる重要な下水管（74,944
ｍ）の耐震化率
平成12年度からの累計

（施策３）

事業名 自主防災組織強化事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
39,982

担当課名 危機管理課 主な取組み名称 自主防災組織の強化と充実

内容

自主防災組織に対し、補助金を交付することにより、防災資機材を整備し、地域住民による初期消火体制及び避難救
護体制の確立を図ります。また、町会・自治会に属していないマンション管理組合を自主防災組織結成の対象とするこ
とで、自主防災組織の結成率を向上させ防災・減災対策に取り組むマンションの増加を図ります。さらに、自主防災組
織協議会を設立し組織の活性化や新規結成につなげていきます。

H26 H27 H28

民間の住宅の耐震化率 88％
(H20年度)

89％
90％

(H27年度)

総務省住宅・土地統計調査
データ等をもとに耐震化率を
推計（施策３）

目標
自主防災組織の結成率（結成世帯数／全世帯数）
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施策２　防災体制の充実

千円

千円

％ ％

千円

特別支援学校（高根台校舎・金堀校
舎）を福祉避難所に指定し食料等備蓄
する。

目標
平成27年度開設

工事完了 運用開始

行田の国家公務員船橋体育センター跡地に、物資の集積・配送拠点となる防災備蓄倉庫を整備します。

H26 H27 H28

防災備蓄倉庫の建設工事 運用開始

事業名

内容

平成25年度に作成した津波ハザードマップに基づき、避難の対象となる地域や避難場所、避難の際の経路を選定す
るとともに、避難勧告等の発令基準を定めた津波避難計画を平成26年度中に作成します。

H26 H27 H28

事業名 地域防災計画推進事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
7,000

防災備蓄の充実

内容

主な取組み名称

各計画などの適宜見直し

地域防災計画などへ法改正や被害
想定の見直しを反映

地域防災計画などへ法改正や被害想
定の見直しを反映

学校・倉庫等備蓄量の増強、期限更新 学校・倉庫等備蓄量の増強、期限更新

担当課名 危機管理課 主な取組み名称

地域防災計画などへ法改正や被害
想定の見直しを反映
津波避難計画の作成

学校・倉庫等備蓄量の増強、期限更新

H26 H27 H28

各計画の見直しや策定・配布の完了

目標

各計画などの適宜見直し

防災備蓄整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
124,522

「船橋市地域防災計画」等の改定と適時修正

各計画などの適宜見直し

津波避難計画を作成

担当課名 危機管理課 主な取組み名称

防災備蓄の充実

内容

小・中学校等宿泊可能避難所および公民館等福祉避難所に必要な食料品・飲料水等を拡充・更新します。

目標
備蓄食料の達成率

80 90

事業名

100 ％

（仮称）防災備蓄センター整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
328,376

担当課名 危機管理課
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千円

施策３　都市防災機能の向上

千円

千円

橋 橋

行田の国家公務員船橋体育センター跡地に、大規模災害時に他県からの緊急消防援助隊を受け入れるための進出・
活動拠点（通常時は、サッカー等多目的に使用できる運動広場として活用）を整備します。

H26 H27

事業名

※（仮称）行田運動広場整備事業（生涯ス
ポーツ課）にて事業費を計上しています。

※（仮称）行田運動広場整備事業（生涯ス
ポーツ課）にて事業費を計上しています。

※（仮称）行田運動広場整備事業（生涯ス
ポーツ課）にて事業費を計上しています。

事業名 運動公園整備事業＜再掲＞ 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
2,531,232

開設

事業名

担当課名
公園緑地課
生涯スポーツ課

主な取組み名称 公共建築物の耐震化推進

長寿命化修繕実施　ほか 長寿命化修繕実施　ほか

浄化槽設置・ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌｺｰｽ整備 野球場中央高圧受配変圧器改修 園路整備

目標
1 1 1 橋

市内重要橋りょうの落橋防止（耐震化）工事完了橋りょう数

工事着手 工事完了

担当課名 消防局警防課 主な取組み名称 その他

内容
整備工事（１年目）

H28

開設

非常時活動拠点整備事業
［（仮称）行田運動広場整備事業]

新継区分 継続
計画期間中の

事業費
－

橋りょう維持・耐震化事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
1,309,030

整備工事（２年目）　開設準備

長寿命化修繕実施　ほか

担当課名 道路建設課 主な取組み名称 落橋防止（橋りょう耐震化）の推進

内容

市内の重要橋りょう21橋の耐震補強工事を随時実施していきます。また、平成25年度に公表した、市内橋りょう（233
橋）の長寿命化修繕計画にもとづく長寿命化修繕を実施します。

H26 H27 H28

新港大橋耐震補強工事 新港大橋耐震補強工事 印内歩道橋耐震補強工事

西船跨線橋落橋防止等工事

駐車場・周辺道路整備

目標

プール改修・駐車場整備実施設計委託 プール改修

陸上競技場２種公認工事 拡張用地購入

目標
計画にもとづく公園の再整備

体育館工事完了 プール工事着手 プール工事（2年目）・駐車場整備着手

平成28年度開設

内容

施設の老朽化、利用者のニーズの多様化などにより、魅力の低下を招いているため、市民の要望を取り入れながら老
朽化した公園施設のリニューアルを図り、魅力ある運動公園として再生していきます。

H26 H27 H28

体育館耐震補強・拡張用地購入
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千円

千円

千円

担当課名 下水道部 主な取組み名称 下水道施設の耐震化の推進

内容

日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため、ライフサイクルコストの最
小化の観点を踏まえ、耐震化等の機能向上も考慮した長寿命化計画を作成し、計画的な改築を進めます。（事業費
は上記のほか平成25年度繰り越し230,780千円）

H26 H27 H28

地震・長寿命化対策事業

継続
計画期間中の

事業費
781,897事業名

下水道整備事業（地震・長寿命化対
策）[特別会計]＜再掲＞

新継区分

地震・長寿命化対策事業 地震・長寿命化対策事業

事業名 護岸改修事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
79,200

目標
下水道施設の耐震化・長寿命化対策を図る

予定の対策事業の完了　 予定の対策事業の完了　

日の出・栄水路護岸整備手法の検討

担当課名 河川整備課 主な取組み名称 その他

内容

船橋市所有の護岸の老朽化が進んでいるため、大規模な災害に備えて耐震対策を含めた改修事業を実施します（総
延長1,600m）。平成26年度に日の出・栄水路護岸の整備手法について検討を行い、平成27年以降改修工事に着手
します（計画期間中の事業費に日の出・栄水路の金額は含まれていません）。

H26 H27 H28

浜町１丁目護岸整備

事業名 急傾斜地崩壊対策事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
46,000

目標

護岸の改修延長

４期工事（県営工事）

（最終年度予定）

担当課名 宅地課 主な取組み名称 その他

内容

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律にもとづき、豪雨や大地震などによる急傾斜地の崩壊の災害から市
民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊防止に必要な措置を行います（事業費は市及び地元負担金の合計）。

H26 H27 H28

２期工事（県営工事）

目標
予定工事の完了

２期工事完了 ３期工事完了 ４期工事完了

３期工事（県営工事）

浜町１丁目護岸整備工事完了
（L=51.3ｍ）

検討結果に基づく日の出・栄水路護
岸の整備

検討結果に基づく日の出・栄水路護岸
の整備

整備手法検討結果に基づき目標値を
設定します。

整備手法検討結果に基づき目標値を
設定します。
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施策４　治水対策の推進

千円

ｍ ｍ

千円

その他の主要な事業

総合防災訓練の実施 【総合防災訓練の実施（施策１）】

危機管理課

中学生の防災学習事業 【中学生向け防災学習の実施（施策１）】

危機管理課

防災女性モニター 【その他（施策1）】

危機管理課

災害時応援協定締結事業 【災害時応援協定締結の促進（施策２）】

危機管理課

雨水整備工事（木戸川右岸第二排水
区）

担当課名 河川整備課 主な取組み名称 河川の改修

内容

河道を拡幅して流下能力を増大させ、河川の氾濫による被害を防御し治水安全度を向上させるとともに、市民が親し
みと安らぎを感じる多自然川づくりを進めます。(木戸川については平成27年度完了予定）。平成28年度以降は、平成
26年度策定予定の河川整備基本計画に基づき、準用河川の整備を行います。

H26 H27 H28

木戸川河川改修・橋りょう架替え（４号
橋）    ほか

事業名 準用河川整備事業＜再掲＞ 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
649,748

木戸川河川改修・橋りょう架替え（３号
橋）　　ほか

河川整備基本計画に基づき事業内容
等を決定

目標

多自然川づくり改修延長

488 560

防災女性モニターは、市の様々な防災対策について「女性の視点」で会議等を開催して検討を行い、その結果を市の防災計画や
対策等に反映させます。

市民一人ひとりの防災意識や防災時の行動力を高めるとともに、災害発生時に市民と市と防災関係機関が一体となって迅速に行
動できる体制を確立するため、市内の小学校等を会場に、町会・自治会や関係機関が参加した大規模な総合防災訓練を実施しま
す。

中学生に、災害に対する知識や対処能力を身につけてもらうため、市と地域の自主防災組織、ＮＰＯなどが協力して、中学校で防災
教育を行います。

雨水整備工事（二重川排水区完了）
目標

平成25年度工事着手

雨水整備工事 雨水整備工事

これまで締結していなかった分野での協定のうち、本市において有効に機能しうるものについて検討を行い、新規の協定締結を進め
るほか、既に締結済みの協定全般の内容や運用形態の見直しを図り、より効果的・実践的な民間事業者などとの連携体制を構築
します。

担当課名 下水道建設課 主な取組み名称 下水道による雨水管の整備

内容

平成23年度に策定した雨水整備計画にもとづき、特に浸水被害が大きいと想定される地区について、下水道の全体
計画に位置づけられた主要な雨水管渠等を主に貯留管として先行建設することで、浸水被害の軽減を図ります。

H26 H27 H28

雨水整備工事（二重川排水区） 雨水整備工事（二重川排水区） 雨水整備工事（二重川排水区）

事業名
下水道整備事業（雨水対策）[特別会
計]

新継区分 継続
計画期間中の

事業費
1,896,000

河川整備基本計画に基づき決定しま
す。

68



第２章　いつも身近に「安らぎ」が感じられるまち

帰宅困難者対策事業 【帰宅困難者対策の推進（施策２）】

危機管理課

「市有建築物の耐震化整備プログラム」の進行管理 【小・中学校、公民館等避難所予定施設の耐震化推進（施策２）】

公共建築物保全課

災害時要援護者対策事業 【災害時要援護者対策の充実（施策２）】

地域福祉課、危機管理課

既設公園整備事業＜再掲＞ 【公園等における防災機能の充実（施策２）】

公園緑地課

地震時における業務継続計画（BCP）等推進事業 【災害時における業務継続計画（ＢＣＰ）の策定（施策２）】

危機管理課

市有建築物の太陽光発電設備設置調査事業＜再掲＞ 【その他（施策２）】

政策企画課

耐震診断助成事業 【民間の住宅及び特定建築物の耐震化促進（施策３）】

公共建築物保全課

住宅耐震改修助成事業 【民間の住宅及び特定建築物の耐震化促進（施策３）】

公共建築物保全課

がけ地対策事業 【その他（施策３）】

宅地課

危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業 【その他（施策３）】

建築指導課

地震発生時におけるコンクリートブロック塀等の倒壊による人的被害の減少や、避難場所・避難所への移動時における障害の軽減
を図るため、コンクリートブロック塀など、重量があるものでできている塀及び門柱並びにこれらの基礎を撤去するのための助成を行い
ます。

木造住宅や分譲マンションの耐震診断に要する経費の一部を助成することにより、地震に強いまちづくりを進め、市民の生命及び財
産の保護を図ります。また、災害時の物資輸送に重要な役割を果たす緊急輸送道路の通行を確保するため、倒壊のおそれのある
沿道建築物の所有者が実施する緊急輸送道路沿道建築物耐震診断にかかる費用の一部を助成します。

市有建築物への太陽光発電設備の設置方針にもとづき、防災や環境啓発等の観点から、太陽光発電設備の設置可能性調査を
行います。

「市有建築物の耐震化整備プログラム」の基本方針にもとづき、構造耐震指標の低い建築物から順次耐震改修の整備を進め、平
成27年度耐震化率90％を目指します。

災害発生時の要援護者（高齢者や障害者等）の被害を少しでも軽減するため、要援護者あてに地域（市及び地区社会福祉協議
会、町会、自治会、民生委員等）との情報共有同意書を送付し、同意された場合は、要援護者情報を地域に提供して、市社会福
祉協議会が実施している安心登録カード事業を活用した地域ぐるみの避難支援体制づくりを推進します。

昭和56年5月31日以前に建築され、耐震性が不足している木造の戸建住宅または店舗との併用住宅について、耐震改修に要す
る費用の一部を助成することにより、市民の生命及び財産の保護を図り、地震に強いまちづくりを推進します。

がけ地崩壊による災害から市民の生命を守るため、がけ地を整備する所有者等に対して、工事費の一部を補助します。

老朽化した既設公園をリニューアルする際、かまどベンチや防災トイレ等の防災機能を付加することにより、都市防災機能の向上を
図ります。

東日本大震災の際には、公共交通機関の停止により多数の帰宅困難者が発生したことから、船橋駅・西船橋駅周辺帰宅困難者
等対策推進協議会を通じて関係行政機関や民間事業者と連携した対策を検討します。また、市民に対して、「帰宅困難に対する
日頃の備え」や「一斉帰宅の抑制」などについて、周知を図ります。

平成25年度に作成した業務継続計画（BCP）について、今後も業務継続体制の改善を図るための対策を検討します。また、職員の
安否及び参集状況の確認体制を強化するため、新たにメールの自動配信や回答内容の部署別自動集計などを行えるサービスの
活用を開始します。
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普通河川整備事業 【河川の改修（施策４）】

河川整備課

河川整備計画の策定事業 【河川の改修（施策４）】

下水道河川計画課

雨水流出抑制対策事業 【雨水貯留浸透施設の整備（施策４）】

河川整備課

排水路等整備事業 【雨水貯留浸透施設の整備、河川排水路の維持管理（施策４）】

河川整備課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 防犯体制の充実

施策２ 自主防犯活動の促進

後期基本計画における参考指標

普通河川は市民生活に密着した河川として、準用河川とともにその役割を担っていますが、流域内における雨水流出量の増大や河
川の流下能力が不足しており、流域内において溢水・氾濫の被害が発生しています。このようなことから、計画的に普通河川の改修
整備を進めます。

大雨による被害を軽減させるため、小・中学校などの公共施設に雨水貯留浸透施設の整備を進めます。

急激な都市化の進展により雨水流出量が増大し、また、集中豪雨等気象の変化による冠水被害が発生しているなか、少しでも被
害の軽減を図るため、排水路等の整備を進めます。

船橋市における人口一万人当たりの刑
法犯認知件数 104件

(H25年)
112件 79件

刑法犯認知件数は千葉県警
察の発表による暦年数値

（施策１）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

・宅地開発時の協議による防犯灯新規設置の促進

・自主防犯活動の支援

2-3-2 　犯罪のないまちづくり

　安全で安心な地域社会を実現するため、市民、事業者、警察及び行政が犯罪のないまちづくりにおいて求められる役割
を分担するとともに、連携して、防犯対策の推進と防犯に対する意識の向上を図ります。また、市民による自主防犯活動を
支援します。

・市民安全パトロールの推進

・防犯情報等の提供

・防犯灯の設置及び維持管理の支援

自主防犯パトロール隊の結成率 50.5％
(H25年度）

50％ 55％

結成率＝自主防犯パトロール
隊を結成した町会・自治会数
/全町会・自治会数(毎年度
６月時点)

（施策２）

大雨時における水害を軽減するため、雨水関連の計画、施策、施設等の基本的な位置づけがすべて網羅された計画を策定し、今
後の雨水対策事業を推進します。
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その他の主要な事業

市民安全パトロール事業 【市民安全パトロールの推進（施策１）】

市民安全推進課

防犯情報等の提供事業 【防犯情報等の提供（施策１）】

市民安全推進課

防犯灯設置支援事業＜再掲＞ 【防犯灯の設置及び維持管理の支援（施策１）】

自治振興課

宅地開発時の協議による防犯灯新規設置事業 【宅地開発時の協議による防犯灯新規設置の促進（施策１）】

自治振興課

自主防犯活動支援事業 【自主防犯活動の支援（施策２）】

市民安全推進課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 火災予防体制の充実

施策２ 消防力の充実

施策３ 救急体制の充実

・防火意識の高揚と広報広聴の推進

・消防庁舎等の整備

・消防車両、水利の整備

・消防団の活性化

・消防救急デジタル無線の整備

・消防指令業務共同運用

2-3-3 　市民を守る消防体制の充実

　火災や災害から市民を守るため、市民の防火・防災意識の高揚や建物の安全管理体制を充実させるとともに、消防力
の充実・強化を図ります。
　また、市民の命を守るため、消防と医療機関との連携を強化し、救急体制の充実を図ります。

・防火安全対策の推進

・危険物施設安全対策の強化

・火災原因調査体制の強化

地域における自主防犯活動を促進するため、自主防犯パトロール隊へのパトロール物資の支給等を行います。また、町会・自治会
等が自主防犯活動を補完するために設置した防犯カメラの設置費及び維持管理費を補助します。

市民生活の安全を図るため、宅地開発の協議時に宅地開発に関する要綱にもとづき防犯灯の新規設置を促進します。

町会・自治会の自主防犯意識の高揚及び市民生活の安全を図るため、町会・自治会が維持管理する防犯灯の設置費・維持管理
費を補助します。また、ＬＥＤ防犯灯を設置する場合には、補助金額を増額し、消費電力の小さいＬＥＤ防犯灯への切り替えを促進し
ていきます。

防犯啓発と犯罪防止を図るため、警察、学校等から寄せられた犯罪発生情報、不審者情報などの防犯情報を、ホームページ、フ
リーダイヤル、広報紙、電子メール等により提供します。

市民の防犯意識の啓発と犯罪抑止を図るため、市民安全パトロールカーによるパトロールをはじめ、市民、事業者、警察等と連携し
た防犯活動を展開します。

・救急車の適正利用の推進

・救急業務の高度化の推進

・メディカルコントロール体制の充実

・市民の命を守るための各種救急講習会の開催

・医療機関との連携による救急搬送の円滑化
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後期基本計画における参考指標

計画事業

施策２　消防力の充実

千円

% %

施策３　救急体制の充実

千円

その他の主要な事業

予防機器整備事業 【防火安全対策の推進（施策１）】

消防局予防課

目標
救急車運用台数（ドクターカー1台を含む）

13台 14台 14台

H27 H28

高規格救急車・資機材の整備 新規救急隊の運用開始

救急隊の増隊 新継区分 新規事業名
計画期間中の

事業費
29,200

担当課名 消防局救急課 主な取組み名称 救急業務の高度化の推進

内容

増加する救急需要に対応するため、救急隊を増隊し、市民サービスの向上を図ります。
現在運用している13台の救急車（ドクターカー1台を含む）に加え、平成27年度より東消防署に第2救急隊を配置し
て、14台の救急車による運用を目指します。

H26

住宅火災における逃げ遅れによる焼死
者数

3.4人
(H20～24年の

平均)
0人 0人

（施策１）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

救急救命士の救急業務従事者数 50人
(H25年度)

65人 84人 4月1日現在
（施策３）

消防水利(消火栓・耐震性貯水槽等)の
整備率 94.3％

(H24年度）
97％ 100％

消防水利の整備率＝消防水
利を設置したメッシュ数／全
市域を用途地域により170ｍ
または140m四方に区分した
メッシュ数（2,696）

（施策２）

消火栓設置 消火栓設置

耐震性貯水槽用小型動力ポンプ更新

事業名 消防水利整備事業 新継区分 91,860

97.0 97.2 %

担当課名 消防局警防課 主な取組み名称

継続
計画期間中の

事業費

H26 H27 H28

消火栓設置

出火原因を究明するための各種鑑識資機材と火災調査に必要な資機材の整備を図ります。

目標
消防水利の整備率

96.9

消防車両、水利の整備

内容

消火栓の設置や耐震性貯水槽等の整備を行い、消防水利を整備します。
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危険物施設安全対策事業 【危険物施設安全対策の強化（施策１）】

消防局予防課

火災原因調査事業 【火災原因調査体制の強化（施策１）】

消防局予防課

消防音楽隊市民協働化推進事業 【防火意識の高揚と広報広聴の推進（施策１）】

消防局予防課

消防庁舎等整備事業 【消防庁舎等の整備（施策２）】

消防局総務課

常備消防車両整備事業 【消防車両、水利の整備（施策２）】

消防局警防課

消防団活動支援事業 【消防団の活性化（施策２）】

消防局警防課

消防指令業務共同運用事業 【消防指令業務共同運用（施策２）】

消防局指令課

ドクターカー運行事業 【救急業務の高度化の推進／医療機関との連携による救急搬送の円滑化（施策３）】

消防局救急課

船橋まちなかＡＥＤステーション事業 【救急業務の高度化の推進（施策３）】

健康政策課

メディカルコントロール体制整備事業 【メディカルコントロール体制の充実（施策３）】

消防局救急課

災害時における防災ＭＣＡ無線の運用 【医療機関との連携による救急搬送の円滑化（施策３）】

消防局救急課

救急医療シンポジウム開催事業 【市民の命を守るための各種救急講習会の開催（施策３）】

健康政策課

特別救急隊に医師が同乗し、傷病者の救命効果の向上を図ります。

市内の24時間営業のコンビニエンスストアに、事業者の協力を得てＡＥＤを設置し、周辺で心肺停止傷病者が発生した際に、市民
がいつでもＡＥＤを利用できる環境を整えます。市民による心肺蘇生の機会が拡大されることにより、更なる救命率の向上を目指し
ます。

防災MCA無線を有効に活用し、災害時に12の後方医療機関に対して、傷病者の受け入れ確認を行います。

他市との指令業務の共同運用について導入可能性を調査研究します。

地域に密着した多様な活動を行う消防団の支援を行います。また、資機材の保管や活動時の詰所となる消防団器庫の整備・改修
を進めます。

市民の救急医療への意識の高揚と心肺蘇生法の普及を図るために、救急医療シンポジウムを開催します。

救急隊が現場から医師の指示・指導・助言の要請ができる体制づくりや、救急活動に対する事後検証及び救急救命士の再教育の
充実を図ります。

消防力の充実強化を図るため、新たな消防署所の整備に向けた準備を進めていきます。更に既存庁舎の維持・改修を図り、災害
時の活動拠点としての機能の確保に努めます。

より市民と密着したきめ細やかな広報活動を展開させるため、消防音楽隊に市民音楽隊を加えて各種イベント等に出演、消防音楽
隊の市民協働化を推進します。

火災原因を明らかにして、火災予防及び警防対策に役立てるため、火災原因調査体制の強化を図ります。

危険物施設の潜在的な危険要因を把握するとともに、安全管理体制の強化を図ります。

消防隊の現場活動で最大限の機能を発揮することができる車両、資機材の整備を行います。
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救急車適正利用の推進 【救急車の適正利用の推進（施策３）】

消防局救急課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 生活衛生の向上

施策２ 墓地・斎場の整備

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策２　墓地・斎場の整備

千円

・動物愛護対策の推進

・霊園・斎場の整備

2-3-4 　清潔で安心な暮らしの実現

　衛生的で快適な生活環境を確保するため、市民、事業者と一体となった防疫体制の充実を図るとともに、衛生環境向
上のための取り組みを推進します。
　また、墓地や斎場の利用者の増加や多様なニーズに応えるため、霊園や四市複合事務組合による斎場の整備・充実を
進めます。

・狂犬病対策の推進

アクセス道路用地取得

・公衆浴場の利用促進

ホームページへの掲載、消防訓練及び救命講習時の広報、ポスターの掲示、全救急車の後方ドアにステッカーを貼付するなど、市
民に理解を求める広報活動に努めます。

事業名 馬込霊園整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
163,647

動物愛護教室への年間参加者数 728人
(H24年度)

797人 1,000人
犬、猫のしつけ方教室及び動
物愛護教室への年間参加者
数（施策１）

畜犬登録件数のうち狂犬病
予防注射実施率（施策１）

（H26年度） （H32年度）

狂犬病予防注射接種率 75.2％
(H24年度)

81％ 90％

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

馬込霊園アクセス道路事前調査 馬込霊園アクセス道路工事設計

合葬式墓地設計 合葬式墓地建設（１年目）

無縁墓地設計

担当課名 環境衛生課 主な取組み名称 霊園・斎場の整備

内容

新たな形態の合葬式墓地建設を主な柱として馬込霊園を整備します（馬込霊園第5次整備事業）。また周辺の交通
渋滞対策として、馬込霊園に通じるアクセス道路の整備を進めます。

H26 H27 H28

馬込霊園アクセス道路用地取得

新規墓地造成調査 新規墓地区画造成

目標
平成30年度に合葬式墓地の供用開始

合葬式墓地設計 合葬式墓地建設着工
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千円

その他の主要な事業

狂犬病対策事業 【狂犬病対策の推進（施策１）】

環境衛生課

公衆浴場利用促進事業 【公衆浴場の利用促進（施策１）】

環境衛生課

地域猫対策事業 【動物愛護対策の推進（施策１）】

動物愛護指導センター

霊園管理運営事業 【霊園・斎場の整備（施策２）】

環境衛生課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 長期的に住み続けられる住宅の整備

施策２ 住宅セーフティネットの整備

施策３ 住環境の整備

都市計画決定手続

事業名 第２斎場整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
423,436

文化財調査（本調査・資料整理） 文化財調査（本調査・資料整理）

設計業務委託（２年目） 設計業務委託（３年目） 建築本体工事

火葬炉選定アドバイザー業務委託 造成・インフラ整備工事

担当課名 環境衛生課 主な取組み名称 霊園・斎場の整備

内容

四市複合事務組合の事業である第２斎場の建設に係る経費を、四市複合事務組合規約にもとづき、船橋市、八千代
市、鎌ケ谷市、習志野市の４市で負担します。
※四市複合事務組合との調整状況によるため、スケジュール等の修正など適宜対応します。

H26 H27 H28

文化財調査(本調査）

環境影響評価調査（２年目） 用地交渉・不動産鑑定 工事監理委託

2-3-5 　良好な住まいの整備

　長期的に住み続けられる住宅の整備を支援するとともに、住宅に困窮する世帯に対して適切な住宅の確保を図ります。

・住まいに関する情報提供

・増改築や耐震化、マンション管理等の相談業務の充実

狂犬病予防法にもとづいて、犬の登録や予防注射に関する業務を行います。

公衆浴場の利用の機会の確保と活性化を図るため、組合や各浴場が実施する事業等に対し補助を行います。

「船橋市猫の飼育・管理に関するガイドライン」の推進、地域猫活動の構築、地域猫の不妊手術費用の補助等を実施することによ
り、猫に起因する地域トラブルを減らし、人と動物がなかよく共生できるまちづくりを目指します。

馬込霊園、習志野霊園の管理運営を行います。

目標

平成31年度供用開始に向けた取り組みの実施

建築本体・造成・インフラ整備工事の
着手

・市営住宅の整備及び適正な入居管理

・民間賃貸住宅への入居支援

・建築紛争の予防・調整

・住居表示の整備・管理

実施設計・用地交渉
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後期基本計画における参考指標

計画事業

施策２　住宅セーフティネットの整備

千円

千円

戸 戸

その他の主要な事業

住まいに関する情報提供事業 【住まいに関する情報提供（施策１）】

住宅政策課

サービス付き高齢者向け住宅情報提供事業 【住まいに関する情報提供（施策１）】

住宅政策課

事業名 三山団地整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
707,183

市営住宅の供給率 87％
(H24年度)

92.6％ 100％

総務省住宅・土地統計調査
データをもとにした必要供給
戸数に対する供給戸数の割
合

（施策２）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

担当課名 住宅政策課 主な取組み名称 市営住宅の整備及び適正な入居管理

内容

老朽化した三山団地３・４号棟を解体し、新たにＢ棟の建設を行います。

H26 H27 H28

Ｂ棟建築工事

目標
ＵＲ賃貸住宅新規借上げ戸数

15 10

市のホームページや住宅政策課の窓口において、住まいに関する様々な情報を提供します。

平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により、従来の高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、
高齢者向け優良賃貸住宅制度が廃止され、サービス付き高齢者向け住宅制度に一本化されました。高齢期における住まいを的確
に選択できるよう、サービス付き高齢者向け住宅の情報を提供します。

新継区分 継続
計画期間中の

事業費
14,790

目標
平成27年度供用開始に向けた工事の実施

建設完了

事業名 公営住宅管理事業

住宅政策課 主な取組み名称担当課名 市営住宅の整備及び適正な入居管理

内容

市営住宅供給計画を策定し、市営住宅が不足しているという結果を踏まえ、平成27年度までに、独立行政法人都市
再生機構（UR）の管理する公的賃貸住宅を市営住宅として55戸借上げ、市営住宅として提供します（事業費は新規に
借り上げる分）。

H26 H27 H28

ＵＲ賃貸住宅15戸新規借り上げ ＵＲ賃貸住宅10戸新規借り上げ
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マンション管理士等派遣事業 【増改築や耐震化、マンション管理等の相談業務の充実（施策１）】

住宅政策課

住宅相談事業 【増改築や耐震化、マンション管理等の相談業務の充実（施策１）】

住宅政策課

住生活基本計画策定事業 【その他（施策１）】

住宅政策課

賃貸住宅入居支援事業 【民間賃貸住宅への入居支援（施策２）】

住宅政策課

中高層建築物に伴う建築紛争の予防・調整事業 【建築紛争の予防・調整（施策３）】

宅地課

ワンルーム形式共同住宅に伴う紛争防止事業 【建築紛争の予防・調整（施策３）】

宅地課

住居表示整備事業 【住居表示の整備・管理（施策３）】

自治振興課

空き家等の適正管理に関する対策事業 【その他（施策３）】

市民安全推進課

住居表示整備事業計画区域の中の未実施地区について、市民からの要望の強い地区から順次調査し、地元町会・自治会を通じ
て協議、調整のうえ合意の得られた地区から住居表示を実施していきます。

ワンルーム形式共同住宅の建築計画及び管理について、「船橋市ワンルーム形式共同住宅に関する指導要綱」による建築主への
指導を行うことにより、近隣居住者等との紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境を確保します。

関係団体の協力を得て、住宅の増改築、修繕、耐震診断や耐震改修、マンションの管理等の相談を実施します。

家賃の支払いができるにもかかわらず、連帯保証人が確保できないとの理由により民間賃貸住宅への入居に苦慮している高齢者世
帯、ひとり親世帯及び障害者世帯に対して、民間賃貸住宅情報の提供、入居保証を行うとともに、低所得者については家賃等債務
保証契約時に要する費用の一部を助成します。

建築紛争の予防と調整を図るため、「船橋市環境共生まちづくり条例（第４章）近隣居住環境との共生」により、建築主に建築計画
の周知を義務づけるとともに、建築紛争解決のため「あっせん」及び「調停」を行います。

空き家等が管理不全な状態になることを防止するため、当該空き家等の所有者に対し、助言・指導・勧告等を行い適正な管理を促
します。

分譲マンション管理組合の適切な運営及び管理を支援し、市民の良好な居住環境の確保をするためマンション管理士等を派遣し
ます。

本市の住宅施策を長期的、総合的な視野から整理・体系化し、今後の住宅政策を展開する際の方向性を示した「船橋市住生活
基本計画」について、現計画期間が平成27年度までのため、平成26年度に改定作業を開始し、平成27年度末までに改定します。
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第３章

文化を育み「豊かな心」と「生きがい」が実感できるまち

（文化の薫り高い豊かな心を育む生涯学習都市の形成）

＜政策＞ ＜基本施策＞

1 潤いと生きがいに満ちた生
涯学習社会の構築

1 生涯学習の推進

2 生涯学習によるまちづくりの推進

2 文化、スポーツ・レクリ
エーションのまちづくり

1 個性豊かな市民文化の創造

2
いつでも、どこでも、楽しめる生涯スポーツ・レク
リエーションの振興

3 心豊かにたくましく生きる
子どもの育成

1 家庭と地域の教育力の向上

2 豊かな心と確かな学力、健やかな身体の育成

3 次代を担う青少年健全育成の推進

4 市民主体の国際交流の推進
と世界平和

1 国際交流・多文化共生の推進

2 平和施策の推進
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１

施策２ 誰もが参加できる学習機会の充実

施策３ 学習環境の整備・充実

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策３　学習環境の整備・充実

千円

社会教育課 主な取組み名称 生涯学習施設の整備

内容

東日本大震災により被災した西図書館を移転して建て替えます。

H26 H27 H28

旧図書館解体工事（２年目）

建設工事（３年目）建設工事（２年目）

継続
計画期間中の

事業費
2,235,292

担当課名

建設工事（４年目）・開館

事業名 西図書館建替事業 新継区分

建設工事22％完了

備考

まちづくり出前講座実施件数

（H26年度） （H32年度）

163件
(H24年度）

200件

730,000人 800,000人

・図書館サービスの充実

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

目標
平成28年中の開館

建設工事48％完了 建設工事完了・開館

230件

3-1-1 　生涯学習の推進

　社会教育関係団体、ＮＰＯ、町会等の団体や市民一人ひとりの主体的な生涯学習活動を促進・支援するため、市民の
様々なニーズに応えられるよう家庭教育、学校教育、社会教育、文化・スポーツ等の振興を図りつつ学習機会を充実させ
るとともに、生涯学習施設の適切な管理など学習環境を整備します。

・生涯学習施設の利用の促進

・市民の主体的な生涯学習活動の支援

・社会教育関係団体との連携及び活動支援

市民の主体的な生涯学習活動の
促進・支援

市内図書館における一人当たりの貸出
し冊数 4.2冊

(H24年度)
5.3冊 6.5冊

市民一人当たりの貸出し冊
数＝年間貸出し冊数/常住
人口※図書館とオンライン化
した公民館図書室を含んだ
数値

（施策３）

（施策１）

社会教育事業への参加者数 772,847人
(H24年度）（施策２）

・一人ひとりのライフステージに対応した学習機会の提供

・社会の変化に対応した学習機会の提供

・生涯学習施設の整備
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千円

千円

その他の主要な事業

生涯学習施設予約システム管理事業 【生涯学習施設の利用の促進（施策１）】

社会教育課

社会教育関係団体支援事業 【社会教育関係団体との連携及び活動支援（施策１）】

社会教育課

まちづくり出前講座事業 【市民の主体的な生涯学習活動の支援（施策１）】

社会教育課

各種講座開催事業 【一人ひとりのライフステージに対応した学習機会の提供（施策２）】

各公民館

パソコン講習事業 【社会の変化に対応した学習機会の提供（施策２）】

社会教育課

公民館エレベーター設置事業 【生涯学習施設の整備（施策３）】

社会教育課

平成26年度に講堂を除き一部開館、平成27年度に全面開館予定

建設工事約56％完了

バリアフリーの対応のため、エレベーターのない公民館にエレベーターを設置します。

市民の学習会や集会に市の職員が講師として出向き、市の事業や施策を説明します。

個々の市民に応じた要望等に対応していけるよう、講座・教室等を開催します。

インターネットから生涯学習施設等の利用予約ができるシステムを提供します。

社会教育関係団体への補助や助言指導による団体支援を行います。

目標
建設工事完了・開館

情報化社会に対応できるよう、パソコン初心者向け講習会を開催します。

目標
建設工事完了・開館

解体工事（旧講堂）

建設工事（２年目）

主な取組み名称 生涯学習施設の整備

内容

老朽化した北部公民館を建て替えます。（平成26年度講堂除き一部開館、平成27年度全面開館予定）

事業名

担当課名

北部公民館建替事業 新継区分 継続

建設工事（３年目）

計画期間中の
事業費

802,665

H26 H27 H28

社会教育課

解体工事（講堂を除いた部分）

H26

社会教育課

H27

建設工事（３年目）・開館

H28

平成26年度中の開館

新継区分
計画期間中の

事業費
472,160継続浜町公民館建替事業

主な取組み名称

浜町公民館の貸与契約期間満了に伴い、近隣地で建て替えます。

内容

事業名

生涯学習施設の整備担当課名
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図書館サービス推進事業

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 学校・家庭・地域の連携・協力の推進

施策２ 生涯学習推進体制の整備・充実

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１ 学校・家庭・地域の連携・協力の推進

千円

校区 校区

3-1-2

　市民一人ひとりの自己実現やその成果を活かしたまちづくりのために、市民の参画による生涯学習施策を展開します。ま
た、様々な団体の有機的なネットワーク化により、生涯学習によるまちづくりを推進します。

341件
(H24年度）

450件 572件

（H32年度）

生涯学習サポート事業件数

76.7％
(H24年度）

83.5％ 90％

【図書館サービスの充実（施策３）】

・学校支援整備事業への地域の連携・協力の促進

・市民への生涯学習情報の提供

H26

（施策２）

指標名（関連施策）

2

中間目標値

学校支援整備事業 新継区分 継続

（施策１）

ふなばし市民大学校まちづくり学部の修
了率

現状値

・ふなばし市民大学校まちづくり学部修了生の活躍の場の拡
大

新規２校区

2

担当課名

H27 H28
内容

主な取組み名称

・「第二次船橋市生涯学習基本構想・推進計画」にもとづく推
進体制の整備

船橋市図書館サービス推進計画に沿って、運営形態の検討、ＩＣタグ導入の検討、ネットワーク化の推進、開館日数の拡充、開館時
間の延長などにより合理的な図書館運営による経費の削減と、図書館サービスの質の向上を目指します。

・学校と地域の情報交流の促進

・ふなばし市民大学校のカリキュラムの充実

　生涯学習によるまちづくりの推進

校区

「学校支援地域本部」新規認定数

既存６校区 既存８校区

新規２校区 新規２校区

中学校区を単位に、子供たちの見守りや学習・部活動の支援・環境整備などに関わり、地域全体で健全な子供の育成
を支援するボランティア組織を「学校支援地域本部」として認定し、交付金を交付します。

目標

目標値
備考

既存４校区

社会教育課

（H26年度）

各図書館

2

事業名
計画期間中の

事業費
6,106

学校支援整備事業への地域の連携・協力の促進／
学校と地域の情報交流の促進
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その他の主要な事業

生涯学習サポート事業 【市民への生涯学習情報の提供（施策１）】

社会教育課

生涯学習推進事業 【「第二次船橋市生涯学習基本構想・推進計画」にもとづく推進体制の整備（施策２）】

社会教育課

ふなばし市民大学校運営事業 【ふなばし市民大学校のカリキュラムの充実（施策２）】

社会教育課

生涯学習コーディネーター養成事業 【ふなばし市民大学校まちづくり学部修了生の活躍の場の拡大（施策２）】

社会教育課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 芸術文化の振興

施策２ ふるさとの歴史・文化財の保存と活用

後期基本計画における参考指標

44,000人

市民大学校まちづくり学部修了生が、地域の各分野でリーダーとして活躍できるよう、人材を養成します。

社会情勢と学生のニーズを把握し、学科の新設やカリキュラムの見直しを積極的に行い、生涯学習の機会充実を図ります。

平成24年度末に策定した第二次船橋市生涯学習基本構想・推進計画「ふなばし一番星プラン（平成24年度～32年度）」を推進・
検証します。

生涯学習に携わっている地域の人々を人材として登録し、市民からの要望に応じて情報を提供し、学び合いを推奨します。

・文化財及び埋蔵文化財の調査・保護・活用・普及

指標名（関連施策） 現状値

・ふなばし音楽フェスティバルの開催

・文芸創造活動の推進

・市民文化ホール・市民文化創造館における発表・鑑賞環境
の整備

・船橋ゆかりの芸術家の発掘・育成・作品鑑賞の推進

370,000人

市民文化ホール・市民文化
創造館・市民ギャラリー・茶
華道センターの年間利用者
数

（施策１）

43,048人
(H24年度）（施策２）

39,500人

3-2-1 　個性豊かな市民文化の創造

・博物館における考古・歴史・民俗等の調査研究、展示、教育
普及の充実

344,811人
(H24年度）

357,000人

博物館の入館者数

（H32年度）

芸術文化施設の利用者数

・21世紀のデジタルプロジェクトの充実

　市民主体の船橋らしい芸術文化の振興を図っていくために、芸術文化活動及び芸術作品鑑賞がしやすい環境を整えま
す。また、文化財や遺跡等の調査、研究、保存、活用を効果的に行うため、地域との連携や博物館運営の強化を図って
いきます。

中間目標値 目標値
備考

郷土資料館、飛ノ台史跡公
園博物館の年間利用者数

（H26年度）
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計画事業

施策１　芸術文化の振興

千円

団体 団体

千円

回 回

千円

事業名

文化課 主な取組み名称 ふなばし音楽フェスティバルの開催

H26

冬の音楽フェスティバルに加え、秋の
音楽フェスティバルを開催

冬の音楽フェスティバルに加え、秋の
音楽フェスティバルを開催

冬の音楽フェスティバルに加え、秋の
音楽フェスティバルを開催

担当課名

２月を中心に実施している、子供から大人まで音楽を通して交流する「音楽のまち・ふなばし千人の音楽祭」や、公民館
等で開催している「地域ふれあいコンサート」に加え、平成26年度からは、秋の音楽フェスティバルを開催します。屋外
やホール等でコンサートを行い、音楽でまちを包み込んでいきます。

H27 H28

新規

45,000

希望する市内各商店街にて「まちかど
音楽ステージ出前事業」実施

希望する市内各商店街にて「まちかど
音楽ステージ出前事業」実施

主な取組み名称

計画期間中の
事業費

船橋駅北口おまつり広場等にて「まち
かど音楽ステージ」開催

希望する市内各商店街にて「まちかど
音楽ステージ出前事業」実施

音楽フェスティバル参加団体数

文芸創造活動の推進

継続
計画期間中の

事業費
新継区分

内容

ふなばし音楽フェスティバル事業

音楽のまち・ふなばしにふさわしい賑わいを生み出すため、船橋駅周辺等に「まちかど音楽ステージ」を設置し、市に登
録したミュージシャンが演奏します。また、市民音楽団体等が市内各商店街にて演奏を行う「まちかど音楽ステージ出
前事業」を実施します。

H26 H27

団体100 110

H28

2,775

船橋駅北口おまつり広場等にて「まち
かど音楽ステージ」開催

船橋駅北口おまつり広場等にて「まち
かど音楽ステージ」開催

目標

事業名 まちかど音楽ステージ事業 新継区分

担当課名 文化課

10

「まちかど音楽ステージ出前事業」実施回数

船橋ゆかりの芸術家の発掘・育成・作品鑑賞の推進

10,140
計画期間中の

事業費

H26

評価検討委員会を立ち上げ、寄附受
入美術品の評価を行う

12

建物の現況調査

寄附受入準備

東京六大学野球を中心としたアマチュア野球史料や美術品などを収集・展示している「吉澤野球博物館」が平成27年
度に船橋市へ寄附される予定であるため、受入準備、活用検討を進めます。

新継区分 新規

H27

回

寄附受入

内容

12

90

事業名

目標

寄附受入 建物改修工事設計

吉澤野球博物館活用検討事業

必要に応じて改修工事設計実施（事業
費は建物現況調査結果によるため未
計上）

H28
内容

目標
平成27年度中の寄附受入

担当課名 主な取組み名称文化課

85



第３章　文化を育み「豊かな心」と「生きがい」が実感できるまち

施策２　ふるさとの歴史・文化財の保存と活用

千円

その他の主要な事業

船橋市文学賞事業 【文芸創造活動の推進（施策１）】

文化課

市民ギャラリー・茶華道センター運営事業 【船橋ゆかりの芸術家の発掘・育成・作品鑑賞の推進（施策１）】

文化課

美術館のあり方及び運営等に関する検討 【船橋ゆかりの芸術家の発掘・育成・作品鑑賞の推進（施策１）】

文化課

市民文化ホール改修事業

市民文化ホール

文化財・埋蔵文化財の調査・活用事業 【文化財及び埋蔵文化財の調査・保護・活用・普及（施策２）】

文化課

博物館等での展示事業 【博物館における考古・歴史・民俗等の調査研究、展示、教育普及の充実（施策２）】

文化課・郷土資料館・飛ノ台史跡公園博物館

市民が文芸活動に親しむ機会として、作品を公募し優れた作品に文学賞を授与し選奨します。また、文学賞選者を講師とし、文学
講座を実施します。

主な取組み名称担当課名 郷土資料館

耐震診断の結果を受け、郷土資料館の耐震改修工事を実施します。併せて、エレベーター設置工事、展示室改修工
事、施設バリアフリー改修工事、外壁及び屋上防水改修工事、設備改修工事を一時閉館し実施します。閉館中は、移
動博物館・出前講座を行います。

博物館における考古・歴史・民俗等の調査研究、展示、教
育普及の充実

リニューアルオープン
記念式典の開催

直流電源装置更新工事、受水槽改
修工事の実施

H27

計画期間中の
事業費

新継区分 211,933

内容

継続

目標

【市民文化ホール・市民文化創造館における
発表・鑑賞環境の整備（施策１）】

老朽化している市民文化ホールを一時休館し、天井改修、外壁補修、屋上防水工事を行います。

指定及び登録文化財の維持・保存活動への補助事業や天変地異等による緊急修繕等への補助事業を行います。また、文化財普
及を目的とした文化財説明板の設置や文化財全般に対しての調査・普及等に関する事業、埋蔵文化財の発掘調査や保存及び公
開に関する事業を実施します。

耐震補強工事、エレベーター設置工
事、展示室改修工事、外壁工事、設
備改修工事・移動博物館・出前講座
の実施

H28H26

平成27年度中の工事完了

船橋の考古、歴史、民俗等に関する調査・研究を行ない、各館が所有する文化財を活用し、要望や時流に応じた企画展・講演会・
ワークショップ・見学会等を開催することで、ふるさと船橋への関心と愛着心の喚起を図ります。

耐震改修・エレベーター等設置工事
完了

直流電源装置更新・受水槽改修工事
完了

市内で活動している団体・個人に対し、展示室および和室・茶室を貸出し、発表の場を提供するとともに、作品を鑑賞する機会を設
けます。両館の自主事業としては、華道教室・茶道教室・美術教室・所蔵作品展等、文化芸術活動を体験したり、美術品に接する
機会を提供します。

船橋市美術館運営等検討委員会にて、市の所有する美術品の活用や市の美術館のあり方についての方針を策定します。この方
針に基づき、様々な事業を展開します。

郷土資料館改修事業事業名

リニューアルオープン
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21世紀のデジタルプロジェクト事業 【21世紀のデジタルプロジェクトの充実（施策２）】

視聴覚センター

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ スポーツ・レクリエーション推進体制の整備

施策２ スポーツ・レクリエーション活動の促進

施策３ スポーツ・レクリエーション施設の整備

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　スポーツ・レクリエーション推進体制の整備

千円

クラブ クラブ

担当課名

内容
新規１クラブ設立

既存５クラブ支援

５クラブ
(H24年度）

既存６クラブ支援

新規１クラブ設立

1 0

地域・スポーツ・レクリエーション団体との連携及び活動支
援

3-2-2

・各種スポーツ大会等の開催

・いつでも気軽に利用できるまちかどスポーツ広場の整備

６クラブ

1 クラブ

H28

地区コミュニティに設立され
たクラブの数

新継区分

H27

24カ所

備考

運動広場、まちかどスポーツ
広場の合計数

（H32年度）

・公式競技のできる運動公園施設の整備

（施策１）

市民が運動できる広場の数
27カ所

22カ所
(H24年度）

　いつでも、どこでも、楽しめる生涯スポーツ・レクリエーションの振興

・スポーツ・レクリエーションの場としての学校開放

・テニス、野球、グラウンドゴルフ中心の初心者向け運動広場
の整備

計画期間中の
事業費

1,000

（H26年度）

総合型地域スポーツクラブ新規設立数

子供から高齢者まで様々なスポーツを愛好する人々が、身近な地域でそれぞれの志向・レベルにあわせて参加でき
る、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブの設立と運営を支援します。

既存６クラブ支援

H26

・地域・スポーツ・レクリエーション団体との連携及び活動支援

総合型地域スポーツクラブ設立数
９クラブ

指標名（関連施策）

　多様化する市民のスポーツ・レクリエーション活動に対応するため、推進体制や基盤施設の整備・充実を図ります。

・地域リーダーの養成

生涯スポーツ課 主な取組み名称

現状値

（施策３）

目標

中間目標値

事業名 継続

目標値

市や市民が保有する映像や写真等を収集してデジタル化を行い、貴重な文化資料として保存します。また、保存した資料を活用
し、企画展示等を行います。

総合型地域スポーツクラブ育成事業
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施策３　スポーツ・レクリエーション施設の整備

千円

千円

千円

平成28年度開設

計画期間中の
事業費

施設の老朽化、利用者のニーズの多様化などにより、魅力の低下を招いているため、市民の要望を取り入れながら老
朽化した公園施設のリニューアルを図り、魅力ある運動公園として再生していきます。

開設

事業名

H27

工事完了

行田の国家公務員船橋体育センター跡地に軟式野球・サッカー等多目的に使用できる運動広場を整備します。災害
発生時は、他県からの緊急消防援助隊を受け入れるための活動拠点としても活用します。

工事着手

開設準備

目標

整備工事（２年目）

主な取組み名称

整備工事（１年目）

野球場中央高圧受配変圧器改修

内容
プール改修・駐車場整備実施設計委託

目標

開設

H28

主な取組み名称 その他

浄化槽設置・ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌｺｰｽ整備

356,017

事業名

H26

担当課名
公園緑地課
生涯スポーツ課

運動公園整備事業（２種公認） 159,465

主な取組み名称 公式競技のできる運動公園施設の整備

（仮称）行田運動広場整備事業（非常
時活動拠点整備事業）

平成27年度第２種陸上競技場公認の更新

H27 H28

H27

第２種公認更新のための改修工事、
備品・用器具購入

第２種陸上競技場公認検定

H28内容

事業名

H26

新継区分 継続
計画期間中の

事業費

運動公園陸上競技場が、引き続き第２種公認陸上競技場として公式競技ができるよう認定施設の維持及び設備、用
具の改修を実施します。（現在の有効公認期間は、平成27年７月まで）
（事業費のうち、157,000千円は運動公園整備事業と重複）

プール改修

公認認定

園路整備

2,531,232

担当課名

運動公園整備事業＜再掲＞ 新継区分

目標

公園緑地課
生涯スポーツ課

駐車場・周辺道路整備

体育館工事完了

第２種陸上競技場公認整備

新継区分

体育館耐震補強・拡張用地購入

プール工事(２年目）・駐車場整備着手

継続

計画期間中の
事業費

拡張用地購入

継続

内容

プール工事着手

H26

計画にもとづく公園の再整備

担当課名 生涯スポーツ課

陸上競技場２種公認工事

テニス、野球、グラウンドゴルフ中心の初心者向け運動広
場の整備
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千円

その他の主要な事業

地域リーダー養成事業 【地域リーダーの養成（施策１）】

生涯スポーツ課

全国高等学校総合体育大会事業 【各種スポーツ大会等の開催（施策２）】

生涯スポーツ課

学校施設の開放事業 【スポーツ・レクリエーションの場としての学校開放（施策２）】

生涯スポーツ課

まちかどスポーツ広場整備事業 【いつでも気軽に利用できるまちかどスポーツ広場の整備（施策３）】

生涯スポーツ課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 家庭教育の充実

施策２ 地域の教育力の充実

3-3-1

平成26年度全国高等学校総合体育大会の南関東ブロック大会を開催します。（船橋市は平成26年度８月１日～８月７日まで。総
合体育館他で男子バスケットボールを開催）

市民一人ひとりが生涯にわたり生きがいを感じて健康な生活を送ることができるよう、気軽に楽しく参加できるスポーツ・レクリエーショ
ン環境を提供します。

市立の小学校、中学校及び特別支援学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲でスポーツ活動の場として登録団体に開放
し、健康増進及び社会体育の普及振興に努めます。

総合型地域スポーツクラブの役員・関係者や新任スポーツ推進委員に、ふなばし市民大学校のスポーツプランナー学科へ入学の
呼びかけを行います。教育カリキュラムに沿って学習することによって、より専門的知識のある指導者の育成に努めます。

・家庭教育相談の充実

・学校と地域社会の情報交流の促進

生涯スポーツ課

高瀬下水処理場の水処理施設の上部を活用し、多くの市民がサッカー等多目的に使用できる運動広場を整備しま
す。
（平成27年度以降の整備工事費用は、平成26年度の設計の結果により決定します。）

基本・実施設計 整備工事（１年目）

工事完了・開設工事着手
目標

平成28年度開設予定

テニス、野球、グラウンドゴルフ中心の初心者向け運動広
場の整備

基本・実施設計完了

・地域による学校支援の推進

開設

H28

主な取組み名称

　時間的制約などにより、家庭教育について学ぶことのできない保護者にも対応できる環境を整備するとともに、相談体制
の充実を図り、家庭教育への積極的な支援を行います。
　また、学校・家庭・地域との連携を強化し、地域全体で学校を支援する体制を整備します。

H26

・家庭教育推進事業の充実

・家庭教育セミナー事業の促進

　家庭と地域の教育力の向上

整備工事（２年目）

事業名 高瀬下水処理場上部活用事業 新継区分 新規
計画期間中の

事業費
19,953

担当課名

内容 H27
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後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

家庭教育相談事業 【家庭教育相談の充実（施策１）】

社会教育課

家庭教育セミナー事業 【家庭教育セミナー事業の促進/家庭教育推進事業の充実（施策１）】

社会教育課

学校支援整備事業＜再掲＞ 【地域による学校支援の推進/学校と地域社会の情報交流の促進（施策２）】

社会教育課

（施策１）

（H32年度）

5,820人
5,491人

(H24年度）
4,300人

２中学校区
(H24年度）

（H26年度）
現状値 備考

目標値

幼児から高校生までの保護者を対象に、しつけや不登校など家庭教育上の悩みや問題について、家庭教育指導員等が電話や面
接での相談に応じます。

（施策２）
全27中学校区中

中間目標値

11中学校区
学校支援整備事業実施数

５中学校区

中学校区を単位に、子供たちの見守りや学習・部活動の支援・環境整備などに関わり、地域全体で健全な子供の育成を支援する
ボランティア組織を「学校支援地域本部」として認定し、交付金を交付します。

家庭教育セミナー受講者数

指標名（関連施策）

子供が健全に成長するうえでの家庭教育の果たす役割の重要性を認識することを目的として、ＰＴＡ等と連携し、子供との関わり方
などに関するセミナーを公民館で開催します。
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 教育内容の充実

施策２ 教職員の資質・指導力の向上

施策３ 教育環境の整備

施策４ 家庭・地域との連携

施策５ 市立高等学校教育の充実

施策６ 幼児教育の充実

後期基本計画における参考指標

・体力向上と健康教育の推進

・子どもを地域で見守る体制の構築

（施策３）

・学習指導の改善による学力の向上

現状値
中間目標値

保育園・幼稚園と小学校の交流事業に
参加した園児の割合

備考
目標値

割合＝参加した園児の数/
対象園児の数

・特別支援教育の推進

・授業力の向上に向けた支援体制の整備

88％ 90％

　豊かな心と確かな学力、健やかな身体の育成

　子どもたちの学ぶ意欲や豊かな人間性を育むために、教職員の資質・指導力の向上を目指した研修や教育環境の整備
を行うとともに、各学校が創意工夫を凝らし特色ある学校づくりを推進し、学校教育の充実を図ります。

全小・中学校81校中

（H26年度）

・教職員が子どもに向き合う体制の整備

・安全を確保する体制づくりの推進

（H32年度）
指標名（関連施策）

・安全・安心・快適な施設づくりの推進

・個に応じた質の高い教育環境の整備

70％

学校の授業が分かると答えた児童生徒
の割合

割合＝学校の授業が分かる
と答えた児童生徒数/対象全
児童生徒数

80％

92.1％(小６)
(H25年度)

72.8％(中２)
(H25年度)

（施策４）

（施策１）

耐震化率＝耐震性能を有す
る建物棟数／市立小・中学
校の全建物棟数

・教育課題に対応する教育の推進

（施策１・２）

35校
６校

5,093人
(H24年度）

74.8％
(H25年度）

・生徒指導の充実

・魅力を高める改革の推進

・施設設備の改善

72％ 75％

・幼稚園、保育園と小学校との連携推進

3-3-2

・道徳的実践力と規範意識の向上

・新しい学校体制づくりの推進

33校
６校

(H25年度）

86.2％
小・中学校の耐震化率

5,300人

・学校、家庭、地域の連携の強化

5,500人

69.2％
(H24年度）

ボランティア(ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ)の人数

40校
20校

特別支援学級設置校数
・知的障害特別支援学級
・自閉症・情緒障害特別支援学級

100％

（施策６）
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計画事業

施策１　教育内容の充実

千円

千円

校 校

千円

校 校

2

特別支援教育の推進

65%以上

H27 H28

担当課名

新継区分

1 校

H26

担当課名 指導課

相談室の整備

スクールカウンセラー事業継続

主な取組み名称

事業名

主な取組み名称

H28

181,996

2

H27

総合教育センター

（若松中学校：知的障害）

1 校

内容

（習志野台中学校・豊富中学校）

特別支援学級　２校新設

担当課名

計画期間中の
事業費

特別支援学級・通級指導教室整備事
業（中学校）

総合教育センター

全小学校へスクールカウンセラー配置

目標
1

特別支援学級　１校新設

スクールカウンセラー配置事業 新継区分

目標

生徒指導の充実

いじめや不登校等、児童に係る問題解決のため、スクールカウンセラー(臨床心理士等）を市内54小学校に配置しま
す。安心して相談できる体制を作り、落ち着いた学校生活を送れるよう支援します。

特別支援学級　１校新設

特別支援教育の推進

内容

事業名
特別支援学級・通級指導教室整備事
業（小学校）

1

H27

計画期間中の
事業費

H28

特別支援学級新設校数・通級指導教室新設校数の合計(通級サテライト教室を除く）
目標

継続
計画期間中の

事業費
46,642

継続 26,551

　高根台第三小学校：難聴）

保護者アンケートにおける教育相談体制の肯定的評価が高い（80%以上）学校の割合

60%以上

特別支援学級　１校新設

H26

70%以上

H26

スクールカウンセラー事業継続

内容

事業名

主な取組み名称

（湊町小学校：知的障害

障害のある児童・生徒の増加しつつある現状を踏まえ、障害のある子もない子も地域でともに学べるよう特別支援学級
及び通級指導教室を開設します。

相談室の整備

特別支援学級　２校新設

新規

新継区分

障害のある児童・生徒の増加しつつある現状を踏まえ、障害のある子もない子も地域でともに学べるよう特別支援学級
及び通級指導教室を開設します。

特別支援学級新設校数・通級指導教室新設校数の合計

特別支援学級　１校新設

相談室の整備
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施策３　教育環境の整備

千円

棟 棟

千円

棟 棟

千円

棟 棟

金掘校舎耐震補強工事

H28

主な取組み名称

耐震診断の結果にもとづき、校舎の耐震補強改修工事及び改築工事を実施し、平成27年度中にすべての校舎等の
耐震化完了を目指します。
（事業費は上記のほか平成25年度からの繰り越し2,424,900千円）

校舎耐震補強工事　30校35棟

H27

H27

11

特別支援学校耐震改修事業

安全・安心・快適な施設づくりの推進

計画期間中の
事業費

金堀校舎耐震補強実施設計

継続

担当課名

計画期間中の
事業費

新継区分

校舎耐震補強工事　13校18棟

小学校耐震改修事業

施設課

内容

校舎改築工事（湊中）２棟 全校全棟耐震化完了

35

耐震診断の結果にもとづき、校舎の耐震補強工事及び改築工事を実施し、平成27年度中にすべての校舎等の耐震
化完了を目指します。
（事業費は上記のほか平成25年度からの繰り越し1,063,200千円）

事業名

新継区分中学校耐震改修事業

当該年度改修・改築済棟数

117,326

36

継続

5,198,679

担当課名

事業名

耐震診断の結果にもとづき、校舎の耐震補強工事を実施し、平成27年度中すべての校舎等の耐震化完了を目指しま
す。
（事業費は、上記のほか平成25年度からの繰り越し6,600千円）
※高根台校舎（南側）に併設されているたんぽぽ親子教室、子育て支援センター分を含む

H26

H26

新継区分

主な取組み名称 安全・安心・快適な施設づくりの推進

H28

安全・安心・快適な施設づくりの推進

当該年度改修・改築済棟数

施設課

事業名

目標

内容

内容 H26 H27

校舎耐震補強工事　１4校19棟

3,965,839

H28

校舎改築工事（前原中）校舎改築工事（前原中）

全校全棟耐震化完了

校舎耐震補強工事　27校36棟

19

高根台校舎（南側）耐震補強工事

施設課

継続

校舎改築工事（船橋小）２棟

21

担当課名

全校全棟耐震化完了

計画期間中の
事業費

目標

主な取組み名称

目標
当該年度改修・改築済棟数
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千円

棟 棟

千円

校 校

千円

校 校

校

第３体育館新築工事（１年目）

内容

外壁・屋上防水改修工事　９校

計画期間中の
事業費

H28

1,065,288

H26

校

継続

事業名

担当課名

H26

担当課名

0 23

主な取組み名称 安全・安心・快適な施設づくりの推進

目標

内容

事業名

第３体育館建替えに伴う地質調査委託

H27

1

継続新継区分

施設課

改修校数

0

主な取組み名称 安全・安心・快適な施設づくりの推進

第３体育館解体工事

第３体育館解体・新築工事設計委託

市立高等学校耐震改修事業
計画期間中の

事業費
290,300

2

小学校校舎及び設備等改修事業

市立船橋高等学校

当該年度新築・改修済棟数

H27

第３体育館新築工事（２年目・完了）校舎耐震補強工事

H28

中学校校舎及び設備等改修事業

改修校数

0

施設課

1,740,219

1

耐震診断の結果にもとづき、普通教室棟及び特別教室南側棟の耐震改修工事を実施します。なお、第３体育館につ
いては、現地での建替えを実施します。（平成27年度以降の第３体育館解体・新築工事費用は、平成26年度の設計
の結果により決定します。）

0
目標

15

トイレ改修工事 ６校

老朽化した校舎の外壁改修工事、屋上防水改修工事及びトイレ改修工事を実施します。

計画期間中の
事業費

事業名

H26 H27

屋上防水改修工事　１校

担当課名

新継区分

トイレ改修工事 10校

棟
目標

内容

老朽化した校舎の外壁改修工事、屋上防水改修工事及びトイレ改修工事を実施します。

外壁・屋上防水改修工事 13校

主な取組み名称 安全・安心・快適な施設づくりの推進

H28

新継区分 継続
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千円

校 校

千円

棟 棟

千円

棟 棟

H28

増築工事完了済棟数

2

小・中学校校舎増築事業 新継区分

※は、増改築工事に併せて設置

1

H26 H27

児童・生徒の増加に伴い、教室等が不足するため校舎の増築を行います。
（事業費は上記のほか平成25年度からの繰り越し109,000千円）

設置工事（小室小学校、※船橋小学
校、※坪井小学校、旭中学校、※湊
中学校）

目標

事業名

内容

H26

H26

ランチルーム増築設計委託（旭中、船
橋中）

給食棟増築工事（１年目：若松中、２
年目：坪井中）

1,269,206中学校給食棟の増築

増築工事（坪井小学校）

校舎のバリアフリー化を進めるため、増改築時にエレベーターの設置を検討するほか、既存校舎には、障害のある児
童・生徒の在籍状況や建物の状況等を踏まえて設置します。（事業費は平成25年度からの繰り越し186,900千円）

安全・安心・快適な施設づくりの推進

設置工事（※前原中学校）

主な取組み名称

継続
計画期間中の

事業費
833,596

施設課

5

生徒数増加に伴い、ランチルーム及び給食調理室等の増築を行います。
（事業費は上記のほか平成25年度からの繰り越し67,000千円）

安全・安心・快適な施設づくりの推進

―

担当課名

H27

整備校数
目標

保健体育課

H28

公立学校のエレベーター設置事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費

総合教育センター 主な取組み名称担当課名

内容

担当課名

新継区分

安全・安心・快適な施設づくりの推進

継続
計画期間中の

事業費

主な取組み名称

H28

増築工事完了済棟数

1

給食棟増築工事（２年目：若松中）

1

内容

事業名

H27

3

設計委託（法典西小学校・旭中学校）

増築工事（法典西小学校・旭中学校）

事業名

目標

ランチルーム増築工事（旭中、船橋
中）
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千円

％ ％

施策４　家庭・地域との連携

千円

校 校

施策６　幼児教育の充実

千円

その他の主要な事業

授業研究の推進 【学習指導の改善による学力の向上（施策１）】

指導課

継続
計画期間中の

事業費
14,198

担当課名
子ども政策課・保育課・保育施設整備
課・児童育成課・学務課

主な取組み名称 その他

内容

社会保障と税の一体改革に伴い、平成27年度から幼稚園・保育所・認定こども園共通の給付が開始されるなど子ど
も・子育て支援新制度が始まる予定です。質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確
保、地域の子ども・子育て支援の充実を目指し、新制度開始に向け準備を進めます。

H27

100

子どもを地域で見守る体制の構築

子ども・子育て支援新制度準備事業
＜再掲＞

27 54 校

内容

新制度に基づくサービス開始

新規
計画期間中の

事業費

充足率維持のための図書の購入

H28

新継区分

指導課・財務課

1,024,277

子ども・子育て支援事業計画策定

各施設・事業の基準条例制定

内容

27校新規開設（全校実施）

目標

新継区分

事業名

認可、確認、認定業務開始

平日の放課後や長期休業等に小学校の余裕スペースや教室等を活用して、子供たちの安全・安心な活動拠点を設
け、地域の方々の参画を得て、学習や様々な体験・交流活動の機会を提供するため、小学校区毎に放課後子供教室
を開設します。

H27 H28

H26

子ども・子育て支援新制度開始

担当課名

放課後子供教室開設済校数

5

担当課名

充足率維持のための図書の購入

主な取組み名称

事業名 放課後子供教室推進事業＜再掲＞

目標
平成27年4月1日子ども・子育て支援新制度開始に向けた取り組みの実施

事業計画策定

モデル校５校（試行） 22校新規開設

校内研究体制の整備と授業研究の実施を奨励するとともに、学校の要請に応じて指導主事を派遣し、指導・助言を行うことで、授
業研究会の質的向上を図り、教員の授業力を向上させます。

100

新継区分
計画期間中の

事業費
120,349新規

図書・書架の購入

子供たちの読書意欲の向上を目的に、文部科学省が制定する学校図書館に整備すべき蔵書の標準である「学校図
書館図書標準」の達成を目指します。達成後は、充足率維持に努めます。

学校図書整備事業

個に応じた質の高い教育環境の整備

教育総務課

事業名

目標
学校図書館図書標準充足率

H26

主な取組み名称

H26 H27 H28

％100
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学習サポーター派遣事業 【学習指導の改善による学力の向上（施策１）】

指導課

小中一貫の英語教育推進事業 【教育課題に対応する教育の推進（施策１）】

指導課

道徳教育の推進 【道徳的実践力と規範意識の向上（施策１）】

指導課

生徒指導に係る学校訪問の推進 【生徒指導の充実（施策１）】

指導課

体力作り推進事業 【体力向上と健康教育の推進（施策１）】

保健体育課

保健教育推進事業 【体力向上と健康教育の推進（施策１）】

保健体育課

支援員配置事業 【特別支援教育の推進（施策１）】

総合教育センター

特別支援学校機能強化事業 【特別支援教育の推進（施策１）】

総合教育センター

教職員研修事業 【授業力の向上に向けた支援体制の整備（施策２）】

総合教育センター

教職員相談事業 【教職員が子どもに向き合う体制の整備（施策２）】

学務課

教職員不祥事防止に向けた意識改革事業 【その他（施策２）】

学務課

教育関係職員の資質・力量及び授業力向上とともに若年層教職員の育成を図るために、ニーズに応じた研修内容を充実させま
す。さらに自主的研修の実施を奨励していきます。

学校現場などで発生している教育や生徒指導の様々な問題に対し、優れた知識経験を有する教育相談員が、教職員の悩み事相
談を行うことにより、問題解決の手助けを図っています。

小学生の学力の向上を目指し、教職を目指す学生等を全小学校に２名以上配置し、児童一人一人の個に応じた学習支援や教育
活動全般に関する指導援助を行います。

体力テストの結果を各学校にフィードバックし、教職員が自校生徒の体力の実態を把握するとともに、意識の高揚を図り、体力向上
を目指す取り組みを行います。

一貫した指導方法、カリキュラム、教材作成について、小中学校が連携することにより、中学校卒業時までに英語によるコミュニケー
ションができる子供を育成します。

豊かな心を育成するために，道徳の時間に重点をおき、学校教育活動全体を通じて道徳性を養うことを目指します。

健康教育研究校を指定し、体育・保健・食育を柱とした研究実践をとおして、心身ともに健康な児童生徒の育成に努めます。

学校訪問をとおして、生徒指導の実態を把握し、生徒が集団における自己の在り方や人間関係について考えられるような指導を工
夫します。

特別支援学校において、臨床心理士・作業療法士等の外部人材を活用し、教職員と協力した指導の改善などにより教職員の専門
性向上を図ります。また、外部人材を含めた支援チームを小中学校等へ派遣し、特別支援学級担任・通級指導教室担当者の専
門性向上、人材育成を行うなどセンター的機能を担います。

各学校に不祥事防止研修会の実施を働きかけるとともに、「個人情報取扱いの手引き」を毎年更新します。また、全国で起きている
不祥事の事例や、時期に応じた内容をもとに不祥事防止の文書を通知していきます。

特別支援学級や通常の学級に在籍する障害のある児童生徒で、支援を必要とする場合には支援員の配置を行います。
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給食食材放射線量等検査事業 【安全を確保する体制づくりの推進（施策３）】

保健体育課

学校等敷地内放射線量測定事業 【安全を確保する体制づくりの推進（施策３）】

保健体育課

安全教育推進事業 【安全を確保する体制づくりの推進（施策３）】

保健体育課児童・生徒防犯安全対策室

防犯機器整備事業 【安全を確保する体制づくりの推進（施策３）】

保健体育課児童・生徒防犯安全対策室

教育用コンピュータ整備事業 【個に応じた質の高い教育環境の整備（施策３）】

総合教育センター

通学区域の見直し 【その他（施策３）】

学務課

学校支援整備事業＜再掲＞

社会教育課

スクールガード事業 【子どもを地域で見守る体制の構築（施策４）】

保健体育課児童・生徒防犯安全対策室

小中連携一貫教育の推進 【新しい学校体制づくりの推進（施策４）】

指導課

市内小・中学校との連携推進 【魅力を高める改革の推進（施策５）】

市立船橋高等学校

市立高等学校耐震改修事業＜再掲＞ 【施設設備の改善（施策５）】

市立船橋高等学校

教室不足や学校規模格差を緩和するために、学区制度の弾力的運用や学区の見直しを行っていきます。

毎月、市立の小・中・特別支援学校及び高等学校並びに幼稚園で敷地内の放射線量を測定し、測定結果を市のホームページ等
で公開しています。

中学校区を単位に、子供たちの見守りや学習・部活動の支援・環境整備などに関わり、地域全体で健全な子供の育成を支援する
ボランティア組織を「学校支援地域本部」として認定し、交付金を交付します。

市立の小・中・特別支援学校及び保育園の給食献立で使用頻度の高い食材及び、給食丸ごと１食分について、民間検査機関に委
託し放射線量の検査を実施します。

小学校と中学校が互いに連携を密にし、子供の心身の発達の状況等を踏まえて、教育内容の調整や学校運営の協力を行うため、
各中学校区の実態に応じて９年間を見通した教育活動を行います。

登下校の時間帯に合わせて、地域と学校が連携して通学路等のパトロールを行い、子供たちを見守ります。

小・中学校に導入されている教育用コンピュータを計画的に更新し、教育環境を整備します。

【学校、家庭、地域の連携の強化（施策４）】

市内唯一の市立高等学校として特色ある教育を実施するため、市内小・中学校との連携をより一層深めます。

市立の小中学校や高等学校、特別支援学校に防犯カメラを設置し、24時間体制で学校を見守り、犯罪抑止に努めます。

児童生徒の事故防止及び救急体制確立のために、学校安全対策委員会を設置するとともに、関係部課との連携による交通安全
対策の推進にあたります。

耐震診断の結果にもとづき、普通教室棟及び特別教室南側棟の耐震改修工事を実施します。なお、第３体育館については、現地
での建替えを実施します。
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幼保小連携推進事業 【幼稚園、保育園と小学校との連携推進（施策６）】

総合教育センター

私立幼稚園等各種補助事業 【その他（施策６）】

学務課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 青少年健全育成活動の促進

施策２ 交流活動の促進

施策３ 青少年施設の整備と利用の促進

施策４ 青少年の自立を支援する体制の整備

後期基本計画における参考指標

（施策３）

・青少年キャンプへの参加促進

・都市間交流への参加促進

・青少年施設の活用の促進

・職業的自立の支援

・青少年の社会参加の促進

・キャリア教育の推進

・街頭指導活動の推進

中間目標値

（施策２）

3-3-3 　次代を担う青少年健全育成の推進

　青少年の成長を支援する環境を整備するため、家庭における青少年の社会性を育む教育を促進・支援する取り組みを
進めるとともに、地域社会における青少年の社会参加機会の充実を促進します。
　また、青少年の社会的・経済的な自立を促すため、意欲や能力の向上を図る相談・支援体制を充実します。

目標値
備考

（H26年度） （H32年度）
現状値

3,300件 3,500件
（施策１）

・青少年団体等との連携及び活動支援

船橋市幼稚園教育研究協力者会議を設置し、幼稚園・保育園・小学校の教職員及び保育士による合同研修会を実施することで、
児童の小学校就学前後における円滑な移行を図ります。

・電話・来所による青少年相談事業の推進

市内に在住する私立幼稚園児の保護者の経済的負担を軽減するため、国の基準にもとづいた就園奨励費補助金と市独自の就園
児補助金により支援します。

59,000人

指標名（関連施策）

青少年センターにおける相談の件数 3,156件
(H24年度）

19,900人 20,000人

59,595人
(H24年度）

58,300人

16,310人
(H24年度）

青少年会館の利用者数

青少年キャンプ場の利用者数
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計画事業

施策4　青少年の自立を支援する体制の整備

千円

人 人

その他の主要な事業

青少年団体支援事業 【青少年団体等との連携及び活動支援（施策１）】

青少年課

街頭指導事業 【街頭指導活動の推進（施策１）】

青少年センター

青少年相談事業 【電話・来所による青少年相談事業の推進（施策１）】

青少年センター

青少年キャンプ事業 【青少年キャンプへの参加促進（施策２）】

青少年課

都市間交流事業 【都市間交流への参加促進（施策２）】

青少年課

青少年施設の活用促進事業 【青少年施設の活用の促進（施策３）】

青少年課・青少年センター

若者就労支援事業

職業的自立の支援

H27 H28

若年無業者支援事業

内容

若者を取り巻く就業環境の改善を図るため、ジョブカフェちばで実施する就業支援事業へ助成を行います。また、若年
無業者に対して、ハローワーク、ジョブカフェ、保健所と連携を図りながら、基本的な能力の養成だけに留まらず、職業
意識の啓発や社会適応支援を含む包括的な支援を実施します。実施にあたっては若者の支援に積極的に取り組むＮ
ＰＯ法人等の民間団体に委託します。

H26

若年無業者支援事業

青少年のグループ活動、スポーツ、レクリエーションや、工芸、音楽などの文化活動などに利用でき、各種講座や研修会を開催して
いる「青少年会館」や、めぐまれた自然環境の中で、宿泊研修や野外活動をとおして協調性やルールを学ぶことを目的とした「一宮
少年自然の家」、自然の中でキャンプ活動を行う「青少年キャンプ場」などの青少年施設について、施設のＰＲなどにより、活用の促
進を図ります。また、青少年に関する相談を受ける相談施設の「青少年センター」については、学校やＰＴＡなどを通じて相談窓口の
周知を行うことなどにより活用の促進を図ります。

目標
継続的に支援した者のうち、６か月後に就職等進路が決定した者の数（就職、進学、職業訓練受講等）

生活環境の異なる地域との青少年交流を図り様々な体験活動を通じ相互の理解を深め、互いの友情と地域間交流の促進を図りま
す。

青少年に集団での野外活動をとおして自らの創意工夫・仲間づくり・規律正しい生活習慣を身に付けさせ、併せて世代間交流とジュ
ニアリーダーの養成を図ります。

130 人130

面談及び電話やメールにより、家庭での教育やしつけ、学校生活、家族関係等の青少年に関する相談に応じます。相談内容によ
り、警察署、児童相談所、医療機関等と連携を図ります。

130

青少年非行の早期発見、未然防止を目的に、青少年補導委員、少年補導専門員（県警職員）、学校関係職員、センター職員が
街頭を巡回し指導にあたります。

ボーイスカウト・ガールスカウトなど青少年の健全育成を目的とした団体の活動を支援します。

補助金 補助金 補助金

担当課名 商工振興課 主な取組み名称

若年無業者支援事業

若者就業支援事業(ジョブカフェちば） 若者就業支援事業(ジョブカフェちば) 若者就業支援事業(ジョブカフェちば)

74,970
計画期間中の

事業費
継続事業名 新継区分
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青少年の社会参加促進事業 【青少年の社会参加の促進（施策４）】

社会教育課・各公民館

キャリア教育推進事業 【キャリア教育の推進（施策４）】

指導課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 市民の主体的な国際交流活動の促進

施策２ 外国人と共に暮らしやすい地域づくり

施策３ 諸外国との都市間交流の推進

後期基本計画における参考指標

（施策２）
19,000人

・市内で行う市民主体の国際交流事業の支援

・多文化共生に関する啓発

・市内に住む外国人の自立支援と地域社会への参加支援

・小中高校における姉妹・友好校交流の推進

指標名（関連施策）

自立支援事業を受けた外国人住民数 11,557人
(H24年度)

16,000人

（H32年度）

・環境・教育等テーマを持った交流の推進

市民主体の交流事業参加者数

子供たちが企画・運営に参加する事業を実施することにより、社会の制度や規律に対する理解を深めるとともに人間関係づくりの一
助とします。また、新成人が企画段階から実行委員会形式で参加する成人式を開催します。

（H26年度）

1,000人
（周年事業年）

1,200人

（施策１）

各国の文化を紹介し合うイベ
ントなど、市民や市民団体等
が企画・運営し、市が後援・
共催する国際交流事業の参
加者数

現状値
中間目標値 目標値

子供たちが将来、社会人・職業人として自立していくうえで必要な力や勤労観・職業観を育てるため、各学校が、教育活動全体の
見直しを図り、キャリア教育全体計画をもとに年間指導計画の作成ができるよう支援します。

備考

1,453人
(H24年度)

3-4-1 　国際交流・多文化共生の推進

　市民が姉妹・友好都市等との交流の意義を感じられるように、それぞれの都市の特徴を生かした草の根交流や、環境・
教育など課題解決型の多様な交流を展開します。また、多文化共生社会の実現に向け、市内に住む人同士が国籍等に
関わらず、地域社会を支える主体であると認識し合い、それぞれの力を発揮できる地域づくりを目指します。

・姉妹・友好都市等との草の根交流の支援
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計画事業

施策１　市民の主体的な国際交流活動の促進

千円

人

その他の主要な事業

【姉妹・友好都市等との草の根交流の支援（施策１）】

【環境・教育等テーマを持った交流の推進（施策３）】

市民主体の国際交流支援事業 【市内で行う市民主体の国際交流事業の支援（施策１）】

秘書課国際交流室

相互理解促進事業 【多文化共生に関する啓発（施策２）】

秘書課国際交流室

外国人の自立支援と地域社会への参加支援事業 【市内に住む外国人の自立支援と地域社会への参加支援（施策２）】

秘書課国際交流室

姉妹友好校交流の推進事業 【小中高校における姉妹・友好校交流の推進（施策３）】

指導課・市立船橋高等学校

姉妹都市記念事業

H26 H27 H28

姉妹都市等記念事業

秘書課国際交流室

ヘイワード市30周年

西安市20周年

オーデンセ市25周年

姉妹都市等交流事業

西安市と本市の友好交流校を中心に作品交流・人的交流を1年ごと交互に行います。平成26年度は本市より小・中・高校生を派
遣し、交流を深めます。市立船橋高等学校では、ヘイワード市のモロー高校と短期交換留学を行います。小・中学校においても、平
成23年度から始まったヘイワード市との学校間交流を継続していきます。

住民同士の相互理解を深めるための事業として、いろいろな国や文化を紹介する講座や、多くの人が楽しく交流しながら理解し合え
るようなイベントを開催したり、市民によるイベント開催を支援したりします。

外国人との共生社会の実現に向け、外国人にも住みやすい環境を作るとともに、国際交流協会をはじめとするボランティアと協力
し、外国人相談窓口、日本語教室等の開催、災害時外国人サポーター養成等を行います。

目標
人1000 1000

市民主体の交流事業参加者数

船橋市民を中心に組織された国際交流協会をはじめ、市民が主体になった姉妹・友好都市等との草の根交流を促進します。

事業名 姉妹都市等記念事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
28,730

担当課名 秘書課国際交流室 主な取組み名称 姉妹・友好都市等との草の根交流の支援

内容

平成26年（オーデンセ市との姉妹都市提携25周年、西安市との友好都市提携20周年）、平成28年（ヘイワード市との
姉妹都市提携30周年）に記念事業を行います。

姉妹・友好都市等との親善交流促進のため、各種交流事業を開催します。また、双方の市でテーマを共有して行う交流・情報交換
の実現について検討します。
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 平和施策の推進

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

平和教育推進事業 【平和教育の推進（施策１）】

指導課

平和式典派遣事業 【平和式典への市民派遣の推進（施策１）】

総務課

原爆の日関連事業 【原爆の日関連事業の推進（施策１）】

総務課

平和都市宣言の市民の認知度 46.2％
(H23年度）

49％ 55％
（施策１）

・平和式典への市民派遣の推進

3-4-2 　平和施策の推進

　世界の恒久平和、非核三原則の遵守、さらには核兵器廃絶を実現するため、平和事業を継続的に展開して、「平和都
市宣言」の趣旨の市民への周知に努めます。

・平和教育の推進

・原爆の日関連事業の推進

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

戦争の悲惨さや平和の尊さを広く市民に呼びかけるため、毎年８月に「平和の集い」を開催し、前年度に広島市や長崎市で開催さ
れた平和式典へ参加された派遣者による報告会や、平和をテーマとした講演会を開催します。

平和式典への参加や被爆関連施設の見学等をとおして、平和の尊さと戦争の悲惨さを後世に伝え、恒久平和への理解と認識を高
めてもらうことを目的として、広島市と長崎市で開催される平和式典へ、毎年交互に市民を派遣します。

平和都市宣言の趣旨を受け、市内小・中学校児童生徒から平和に関する標語を募集して、平和に対する意識の高揚を図ります。

103



 



第４章

活気あふれる「生き生き」とした暮らしのあるまち

（市民生活と結びついた多様な産業が息づく都市の形成）

＜政策＞ ＜基本施策＞

1 活力ある商業・工業・観光
の振興

1 まちの活力につながるにぎわいの創出

2 地域産業の振興・育成

3 魅力ある商業の振興

4 活力ある地域工業の振興

5 暮らしを支える雇用環境の充実

3 安心できる消費生活の確立 1 安心できる消費生活の確立

2 魅力ある農業・漁業の振興 1 活力あふれる都市農業の振興

2 漁業の振興

105



 



第４章　活気あふれる「生き生き」とした暮らしのあるまち

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 産品ブランドの推進

施策２ まちの魅力の創出及び活用

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　産品ブランドの推進

千円

ふなばし産品ブランド認証（加工食品） ふなばし産品ブランド認証（工業製品）

朝市開催５回 朝市開催５回

ふなばし産品ブランド認証品ＰＲ20品 ふなばし産品ブランド認証品ＰＲ20品

中間目標値 目標値
備考

（H26年度） （H32年度）

観光入込客数 1,353,541人
(H24年度)

1,500,000人 2,000,000人 千葉県「観光入込調査」
（施策２）

・観光コースの創出

4-1-1 　まちの活力につながるにぎわいの創出

　本市の魅力を高め、まちのにぎわいを創出するため、農水畜産品をはじめとした船橋で生産される様々な産品のブランド
力を強化していきます。
　また、ふなばし市民まつりなど多彩なイベントを積極的に展開していくとともに、新たな観光資源の掘り起こしやネットワーク
化による観光資源の有効活用等、観光事業を積極的に推進していきます。

・産品ブランドの発信

・ふなばし市民まつりの開催

・観光情報の発信

産品ブランド認証数 15品
(H25年度)

10品 20品
ふなばし産品ブランド協議会
の認証産品数
12月認証（施策１）

指標名（関連施策） 現状値

ふなばし産品ブランド認証品ＰＲ15品

朝市開催５回

ふなばし産品ブランド認証産品数の増加・ＰＲ及び朝市の定期開催

目標

産品ブランド販売促進支援事業 産品ブランド販売促進支援事業

朝市の定期開催 朝市の定期開催朝市の定期開催

事業名 産品ブランド推進事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

52,596

担当課名 商工振興課 主な取組み名称 産品ブランドの発信

内容

農水畜産物を使用した加工食品、工業製品等の「船橋発」の産品を朝市・イベント等を通じてＰＲし、船橋産品ブランド
の確立を目指します。

H26 H27 H28

産品ブランドＰＲ事業 産品ブランド認証・ＰＲ事業 産品ブランド認証・ＰＲ事業

産品ブランド販売促進支援事業
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千円

回 回

千円

回 回

施策２　まちの魅力の創出及び活用

千円

その他の主要な事業

ふるさと納税推進事業 【産品ブランドの発信（施策１）】

政策企画課・商工振興課・農水産課

内容

なし、にんじん、小松菜、枝豆など、有力な船橋農産物のブランド化や認知度を高めることを目指し、市内はもとより県
内・県外に船橋産の農産物の安心・安全をPRします。

H26 H27 H28
なし、春夏にんじん、小松菜、枝豆の
ブランド化を推進するためのPRや販売
促進支援等

目標
平成29年度供用開始に向けた整備

基本実施設計の完了 工事着手 予定整備の完了

基本実施設計 環境学習施設等の整備（１年目） 環境学習施設等の整備（２年目）

事業名
ふなばし三番瀬海浜公園活用事業＜
再掲＞

新継区分 継続
計画期間中の
事業費

94,360

担当課名
政策企画課・商工振興課・環境保全
課

主な取組み名称 その他

内容

平成24年度に策定した基本構想にもとづき、ふなばし三番瀬海浜公園のプール跡地を中心としたエリアを、市民が親
しみながら干潟の生物や水鳥の観察等、環境学習が行えるような体験学習型の施設として整備します。
（平成27年度以降の整備費用は、平成26年度の基本実施設計の中で決定するため、計画期間中の事業費に27年
度以降の事業費は計上されておりません。）

H26 H27 H28

ブランド化の推進や販売促進のために市が開催又は参加するイベントの回数

6 5 5 回

目標
ブランド化の推進や販売促進のために市が開催又は参加するイベントの回数

12 12 12 回

事業名 水産物ブランド推進事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

9,000

事業名 農産物ブランド推進事業

なし、春夏にんじん、小松菜、枝豆の
ブランド化を推進するためのPRや販売
促進支援等

担当課名 農水産課 主な取組み名称 産品ブランドの発信

新継区分 継続
計画期間中の
事業費

58,296

主な取組み名称 産品ブランドの発信

内容

スズキ、アサリ、ホンビノス貝、海苔など、有力な船橋水産物のブランド化や認知度を高めることを目指し、市内はもとよ
り、県内・県外に船橋産の水産物の魅力をＰＲします。

移動販売車や直売所を活用した船橋
産水産物のＰＲ及びブランド化の推進
や販売促進支援等
水産物のブランド化

移動販売車や直売所を活用した船橋
産水産物のＰＲ及びブランド化の推進
や販売促進支援等
水産物のブランド化

H26 H27 H28

なし、春夏にんじん、小松菜、枝豆のブ
ランド化を推進するためのPRや販売促
進支援等

移動販売車や直売所を活用した船橋
産水産物のＰＲ及びブランド化の推進や
販売促進支援等
水産物のブランド化

担当課名 農水産課

目標

ふるさと納税の寄附者に対し、梨や産品ブランド等の特産品を特典として贈呈することにより、ふるさと納税の推進を図るとともに、船
橋市の魅力を市内外に発信します。
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ふなばし市民まつり事業 【ふなばし市民まつりの開催（施策２）】

商工振興課

観光協会事業 【観光情報の発信/観光コースの創出（施策２）】

商工振興課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 総合的な産業振興の推進

施策２ 新規・有望産業の育成

施策３ 中小企業経営基盤の向上

後期基本計画における参考指標

（H26年度）

商業活性化事業費補助金の
補助件数（施策１）

ベンチャープラザの稼働率 97％
（H25年度）

90％ 95％
稼働率＝入居部屋数/ベン
チャープラザの部屋数（施策２）

（施策１～３）

（H32年度）

商業団体との連携による事業数 19件
(H25年度)

15件 20件

　市内の地域産業の活性化を図るため、地域の特性を活かし、商工業者との連携を深めながら、総合的な産業振興施策
を展開するとともに、今後の社会動向を踏まえた新規･成長産業の育成を進めます。また、中小企業の経営の安定化･活
性化を図ります。

・新たな商工業振興ビジョンの策定

・中小企業の経営診断・指導の実施

・融資制度の充実

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

・起業支援の推進

・市内企業の技術力の発信

・商工会議所や商工業者の各種団体との連携

市内事業所の新設数（民営） 414事業所
(H21年度)

414事業所 800事業所
（経済センサス）直近調査時
からの新設事業所数÷直近
調査時からの月数×12カ月

菊花展の事業の主催や本市の魅力的な施設を紹介するための観光コース設定など、観光資源の開発普及や観光客誘致を図る
観光協会に対して助成を行います。

市内の産業や観光を紹介するとともに、市民に心のふれあいの場を提供するため、市内の工場で作られた食品、工業製品の展示
のほか、みこし、民踊パレード、郷土芸能ばか面おどりなどを行うふれあいまつり、花火大会などを開催します。

4-1-2 　地域産業の振興・育成
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計画事業

施策１　総合的な産業振興の推進

千円

千円

件 件

施策２　新規・有望産業の育成

千円

回 回

その他の主要な事業

企業技術力発信事業 【市内企業の技術力の発信（施策１）】

商工振興課

目標
商店街活性化支援事業補助金の新規補助件数

20

新商工業振興ビジョン策定（１年目）

策定委員会・専門部会開催

内容

商店街を消費者・地域との交流の場や新たな地域コミュニティ創出の場とするため、商工会議所・商業団体との連携を
図りながら商店街が行う事業に助成を行い、活性化を図ります。

市民まつりの一環として船橋の工業を紹介している「めいど・いん・ふなばし」で企業の技術力の発信を行います。また、市ホーム
ページにより企業の技術・製品の紹介を行います。

H26 H27 H28

21 22 件

商業活性化協議会支援事業、商店
街活性化対策事業、空き店舗対策ほ
か

商業活性化協議会支援事業、商店
街活性化対策事業、空き店舗対策ほ
か

商業活性化協議会支援事業、商店街
活性化対策事業、空き店舗対策ほか

担当課名 商工振興課 主な取組み名称 商工会議所や商工業者の各種団体との連携

事業名 商店街活性化支援事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

74,969

目標
平成27年度に新商工業振興ビジョンを策定

経済センサス分析 新ビジョン策定完了・公表

担当課名 商工振興課 主な取組み名称 新たな商工業振興ビジョンの策定

内容

今後の社会動向を踏まえ、商工業を中心とする本市産業の将来方向のイメージとそれを実現する振興方策を明らか
にした指針を策定します。

H26 H27 H28

新商工業振興ビジョン策定（２年目）

策定委員会・専門部会開催

経済センサス結果分析

事業名 新商工業振興ビジョン策定 新継区分 新規
計画期間中の
事業費

13,563

新規
計画期間中の
事業費

1,492

担当課名 商工振興課 主な取組み名称 その他

内容

農水産業者と商・工業者による、産業間の壁を越えて各々の強みを活かした新たな商品やサービスの開発などの農水
商工連携事業が実施できるよう、農業・漁業・商業・工業の若手後継者の様々な考えや要望を取り入れるための交流
の機会を提供します。

H26 H27 H28

交流会の開催 交流会・セミナーの開催

生産見学会

連携体構築支援

事業名 経済ミーティング事業 新継区分

目標
交流会の開催回数

3 3
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新事業創出型事業 【起業支援の推進（施策２）】

商工振興課

中小企業経営診断事業 【中小企業の経営診断・指導の実施（施策３）】

商工振興課

中小企業制度融資事業 【融資制度の充実（施策３）】

商工振興課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 商業環境の整備

施策２ 商店街の活性化と経営の高度化

施策３ 流通機能の強化・充実

後期基本計画における参考指標

（H32年度）

　本市の商業の競争力を高め、消費者ニーズに的確に応えられるようにするため、地域と調和した魅力ある商業環境を構
築するとともに、卸売業・小売業の活性化を促進します。
　また、流通の拠点として卸売市場の活性化を図り、消費者に生鮮食料品等を安定的に供給します。

・卸売業の活性化の支援

・市場活性化の推進

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

中小企業の金融の円滑化のため、融資の原資を市内金融機関に預託し低利の融資制度を設けるとともに、企業の負担軽減のた
め、融資に係る利子・保証料を補給します。

・商業環境向上のための各種施設の整備

新しい分野・新しい事業への進出に取り組む中小企業等の支援を行う「ベンチャープラザ船橋」を卒業する企業が引き続き市内で
事業を継続するように促すため、移転先の賃料、施設取得費の助成を行います。また、「ベンチャープラザ船橋」の入居企業の賃
料等も助成します。

・商店街空き店舗対策の推進

専門家による中小企業の総合的な経営診断を実施し、重点課題に対する基本的な改善の方向を提示するなど、経営改善等を支
援します。

4-1-3 　魅力ある商業の振興

10件

卸売・小売業の年間販売額
の合計（経済センサス活動調
査）（施策１～３）

2,882店舗
(H24年)

3,828店舗

9,243億円
(H24年)

3,828店舗

67,817トン

商業活性化事業費補助金の
中での新規件数（施策２）

商店数

（施策１～３）

年間商品販売額

５件

市場年間取扱高 60,107トン
(H24年度)

11,820億円 12,000億円

卸売・小売業の事業所数の
合計（経済センサス活動調
査）

備考
（H26年度）

67,817トン
（施策３）

・商店街活性化アドバイザーの派遣

空き店舗の活用数 ５件
(H25年度)
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計画事業

施策２　商店街の活性化と経営の高度化

千円

件 件

施策３　流通機能の強化・充実

千円

千円

担当課名 地方卸売市場総務課 主な取組み名称 市場活性化の推進

卸売市場活性化事業[企業会計] 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

70,974

内容

市場施設再整備基本計画の策定 各種活性化事業の実施

各種活性化事業の実施

商店街活性化支援事業補助金の新規補助件数

21 22 件

商工会議所や商工業者の各種団体との連携

目標

商店街活性化支援事業＜再掲＞ 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

74,969

担当課名 商工振興課

商業活性化協議会支援事業、商店
街活性化対策事業、空き店舗対策ほ
か

商業活性化協議会支援事業、商店
街活性化対策事業、空き店舗対策ほ
か

H28
商業活性化協議会支援事業、商店街
活性化対策事業、空き店舗対策ほか

主な取組み名称

事業名

20

事業名

経営展望（行動計画）の進捗管理 経営展望（行動計画）の進捗管理 各種活性化事業の実施

商店街を消費者・地域との交流の場や新たな地域コミュニティ創出の場とするため、商工会議所・商業団体との連携を
図りながら商店街が行う事業に助成を行い、活性化を図ります。

H27
内容

H26

平成26年４月に地方卸売市場へ転換したのを踏まえ、市場の継続的な運営や活性化のための各種施策を実施しま
す。
・流通の拠点機能の充実と、誰もが気軽に立ち寄れる親しみのある市場にするため、市場見学会の定期開催等の活性
化事業を実施していきます。
・平成26年３月に策定した、市場運営の基本方針と行動計画を内容とする経営展望について、計画の進捗管理を
行っていきます。
・生鮮食料品の流通拠点としての市場を維持・充実させていくためには、市場規模も含めた全体の再整備が必要となっ
ていることから、今後10年間に実施する市場全体の施設再整備基本計画を策定します。

H26 H27 H28

事業名 卸売市場施設整備事業[企業会計] 新継区分 継続

目標

計画期間中の
事業費

1,526,543

管理棟建替工事ほか

担当課名 地方卸売市場総務課 主な取組み名称 市場活性化の推進

内容

消費者に生鮮食料品等を安定的に供給するため、緊急性、経営展望の策定等を踏まえ施設の整備・改修を計画的
に行います。

H26 H27 H28

目標
計画にもとづく施設整備実施

予定施設の工事完了予定施設設計・工事の完了 予定施設の工事完了

管理棟建替設計、大屋根補強工事、
水産卸売場照明設備改修工事ほか

行動計画の進捗管理、再整備基本計画の策定

行動計画の進捗管理
市場施設再整備基本計画の策定

行動計画の進捗管理

管理棟建替工事ほか
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その他の主要な事業

商業環境施設整備・維持事業 【商業環境向上のための各種施設の整備（施策１）】

商工振興課

商店街活性化アドバイザー派遣事業 【商店街活性化アドバイザーの派遣（施策２）】

商工振興課

プレミアム付商品券発行助成事業 【その他（施策２）】

商工振興課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 地域工業の競争力の強化

施策２ 生産環境の保全

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

工業振興推進事業 【新製品・新技術開発の促進（施策１）】

商工振興課

産学官の連携事業 【産学官の連携の推進（施策１）】

商工振興課

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

６件
新製品・新技術開発促進事
業補助金の申請件数

活力ある商店街づくりのため、商店街組合等が新たな事業の導入、人材育成等に関し、継続的に専門家の指導、助言を受ける活
動に対し、助成を行います。

安全で快適に買い物ができるよう、商店街が設置する街路灯、アーケード等の共同施設の整備や街路灯の維持管理に対し助成を
行います。

市内工業の振興を推進するため、新製品の開発並びに品質管理等の国際規格の認証や特許権・実用新案権などの取得に対し、
助成を行います。

市内の中小企業等の技術力の向上と新製品・新技術の開発を促すため、市内及び近隣の大学の持つ専門分野における研究成果
等の知的財産と、市内企業が技術及び製品開発を行う際のニーズのマッチングを行います。

新製品・新技術開発の申請件数

（施策１）

製造品出荷額等 5,541億円
（H24年度）

6,180億円 6,680億円 工業統計調査
（施策１・２）

4-1-4 　活力ある地域工業の振興

　本市の工業の競争力を強化するため、産学官連携により新製品・新技術開発の促進を図るなど、生産構造の高度化や
製品の高付加価値化を推進します。
　また、工場の操業を維持できるように、企業の生産環境の確保を目指します。

・新製品・新技術開発の促進

・産学官の連携の推進

消費税率の引き上げに対する緊急の経済対策として、15％を上乗せしたプレミアム付商品券発行への助成を行い、地域経済の活
性化を図ります。

２件
(H25年度)

・工業系用途利用促進のための情報提供

４件
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工業系用途利用促進事業 【工業系用途利用促進のための情報提供（施策２）】

商工振興課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 雇用の安定

施策２ 労働環境の充実

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　雇用の安定

千円

人 人

補助金

担当課名 商工振興課 主な取組み名称

中高年齢者・障害者・新規卒業予定者
向けの合同面接会の参加者のうち採用
決定者数

工業系用途地域において、工業系の土地利用が減少していることから、平成22年度実施した工業実態調査によりデータベース化
された企業情報に加えて、工業の実態把握に努め、工業系用途利用を促すための情報提供を行います。

4-1-5 　暮らしを支える雇用環境の充実

　多様な人材が就労できる環境を構築するため、関係機関との連携による雇用機会の創出や、若者・高齢者・障害者等
の雇用を促進するための環境整備に努めるとともに、福利厚生制度の充実による労働環境の向上を図ります。

船橋市中小企業勤労者福祉サービス
センターの会員数 2,921人

(H25年度)
4,000人

若者就労支援事業＜再掲＞

50人
(H25年度)

人
目標

継続的に支援した者のうち、６か月後に就職等進路が決定した者の数（就職、進学、職業訓練受講等）

若者を取り巻く就業環境の改善を図るため、ジョブカフェちばで実施する就業支援事業へ助成を行います。また、若年
無業者に対して、ハローワーク、ジョブカフェ、保健所と連携を図りながら、基本的な能力の養成だけに留まらず、職業
意識の啓発や社会適応支援を含む包括的な支援を実施します。実施にあたっては若者の支援に積極的に取り組むＮ
ＰＯ法人等の民間団体に委託します。

事業名

若者就業支援事業(ジョブカフェちば） 若者就業支援事業(ジョブカフェちば)

7,600人

（施策１）

（H26年度） （H32年度）

・若者就業の支援

・高齢者就業の支援

若者就業支援事業(ジョブカフェちば)

補助金 補助金

H27

130 130 130

・中小企業における福利厚生の充実支援

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

H28

若年無業者支援事業

H26

若年無業者支援事業

新継区分 継続
計画期間中の
事業費

40人 60人

職業的自立の支援

内容

（施策２）

若年無業者支援事業

74,970

・障害者就業の支援
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その他の主要な事業

雇用促進奨励事業 【高齢者就業の支援／障害者就業の支援（施策１）】

商工振興課

障害者就労支援事業 【障害者就業の支援（施策１）】

商工振興課

中小企業勤労者福祉サービスセンター事業 【中小企業における福利厚生の充実支援（施策２）】

商工振興課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 農業経営力の強化と担い手の育成

施策２ 都市における農地の確保

施策３ 農業を軸にした地域づくり

・直売所等による地産地消の推進

高年齢者や障害者の雇用の確保を図るため、市内に住む高年齢者や障害者を、公共職業安定所の斡旋により雇用する市内の事
業主に対し、奨励金を支給します。

市立船橋特別支援学校、県立特別支援学校、市立中学校特別支援学級及び障害者就業・生活支援センターの通学・通所者の
働く意欲に応えるために、職場実習・雇用受入れ事業所の開拓を行い、職場実習を受け入れた事業主に対し、奨励金を支給しま
す。また、障害者雇用の一環として、障害者雇用や職場実習の受入れ等を積極的に行う市内事業所を障害者雇用優良企業とし
て表彰し、ホームページや広報紙にて公表する「障害者雇用優良企業表彰制度」を実施します。

・優良農地の維持

・資源循環型農業の推進

・住環境に安心と潤いをもたらす農業の推進

・農業や農畜産物についての情報受発信の強化

・農家との交流・農業体験活動の拡充

・市民参加型農業の振興

・遊休農地（耕作放棄地）の解消

船橋市内の中小企業勤労者に対する総合的な福祉活動を行う中小企業勤労者福祉サービスセンターに対して、運営費等の助成
を行います。

4-2-1 　活力あふれる都市型農業の振興

　農業経営の基盤強化を図るため、担い手の育成･確保や生産・販売・流通の高度化・合理化を推進するとともに、産品
の高付加価値化や消費地に近い特性を活かした地産地消を推進します。
　また、住環境と調和し、市民に親しみのある都市型農業を実現するため、環境にやさしい農業の振興や優良農地の確保
に努めるとともに、市民に対する情報発信の強化や農業を体験する機会の充実等を図ります。

・担い手の多様化と育成の支援

・時代に対応した生産・流通・販売体制づくりとＰＲの強化
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後期基本計画における参考指標

計画事業

施策３　農業を軸にした地域づくり

千円

区画 区画

その他の主要な事業

農業後継者対策事業 【担い手の多様化と育成の支援（施策１）】

農水産課

農業経営者育成事業 【担い手の多様化と育成の支援（施策１）】

農水産課

農業体験講座推進事業

農水産課

夏見町（再整備）2,048㎡（72区画）

新設2,000㎡（70区画）

232人
(H24年度)

246人 280人

1,068区画
(H24年度)

優良農地面積 769ha
(H24年度)

770ha 750ha
農業振興地域の農用地区域
と生産緑地の合計面積（施策２）

新設2,000㎡（70区画）

新設2,000㎡（70区画）

耕作放棄地の面積 941,024㎡
(H24年度)

963,307㎡ 951,307㎡ 11月調査
（施策２）

1,282区画
ふるさと農園区画数

事業名 ふるさと農園整備事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

5,768

1,700区画
（施策３）

田喜野井（再整備）１,950㎡（74区画）

みやぎ台（再整備）2,792㎡（87区画）

担当課名 農水産課 主な取組み名称 市民参加型農業の振興

内容

市内の遊休農地の解消や市民に対しレクリエーションの場の提供をするとともに、農業者と消費者の交流を深め、都市
型農業の保全を図ります。

H26 H27 H28

薬円台（再整備）2,727㎡（83区画） 大穴（再整備）3,608㎡（121区画） 坪井（再整備）1,322㎡（69区画）

藤原（再整備）2,224㎡（84区画） 東船橋（再整備）1,476㎡（56区画）

目標
ふるさと農園区画数（新設）

70 70 70 区画

農業経営の安定及び農業後継者の確保のため、農業後継者が近代的農業経営を行うために必要な資金の利子補給を行うととも
に、次代を担う後継者の組織活動へ助成を行います。

【担い手の多様化と育成の支援（施策１）】
【農家との交流・農業体験活動の拡充（施策３）】

船橋農業の次代を担う「元気でやる気とこだわりの有る農業経営者」を育成するため、農業経営者の生産・栽培・販売に関する知識
と技術レベルの向上を支援します。

農業に関心を持つ市民が、基本的な農業技術を習得できるよう農業講座と実習を行い、船橋の農業を支援できる人材の育成を図
ります。

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

103人
(H24年度)

118人 150人 平成18年度からの累計
（施策１・３）

認定農業者の数

（施策１）

援農者の数
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援農ボランティア支援事業

農水産課

施設園芸推進事業 【時代に対応した生産・流通・販売体制づくりとＰＲの強化（施策１）】

農水産課

農業センター事業

農水産課

農産物放射性物質検査事業 【時代に対応した生産・流通・販売体制づくりとＰＲの強化（施策１）】

農水産課

連作障害解消事業 【優良農地の維持/資源循環型農業の推進（施策２）】

農水産課

耕作放棄地の解消モデル事業 【遊休農地（耕作放棄地）の解消（施策２）】

農業委員会

さわやか畜産総合展開事業 【資源循環型農業の推進（施策２）】

農水産課

なし産地育成事業 【住環境に安心と潤いをもたらす農業の推進（施策２）】

農水産課

市内産農産物の安全性の確保と生産者や消費者の不安解消のため、千葉県で実施する主要農産物以外の市内農産物及び土壌
の放射性物質の検査を行います。

【担い手の多様化と育成の支援（施策１）】
【遊休農地（耕作放棄地）の解消（施策２）】

【農家との交流／農業体験活動の拡充（施策３）】

援農ボランティアによる援農活動を支援し、船橋農業の振興と活性化を図るとともに、ボランティアの自主耕作による耕作放棄地の
解消を図ります。

連作障害の回避には緑肥を取り入れた輪作が有効であり、緑肥の刈取・すき込み作業に専用の作業機を導入し作業の省力化を図
ります。

都市型農業の振興を図るため、農産物の生産に必要な施設の導入に対し助成を行い、産地の生産力の強化を図ります。

野菜、果樹などの新品種、新技術の展示及び栽培試験を中心に都市型農業の研究、調査を行うとともに、農家の抱えている課題・
問題の解決を、関係機関と連携しながら支援します。

なし生産農家が、高品質果実を安定的に生産するため、整備費の助成を行うとともに、なし剪定枝の適正な処理を推進し、環境保
全を図ります。

畜産経営に起因する環境汚染問題の発生を防止し、生活環境の保全に配慮した畜産の展開を図るため、家畜排せつ物の処理・
利用を効率的、総合的に行うとともに、施設・機械等の整備を推進します。

毎年、耕作放棄地の解消モデル地区を設定し、農地への復元を実施します。また、復元した農地が維持されるよう、担い手に利用
集積を図ります。

【時代に対応した生産・流通・販売体制づくりとＰＲの強化（施策１）】
【農業や農畜産物についての情報受発信の強化（施策３）】
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 漁業生産の安定化

施策２ 市民に親しまれる漁業の促進

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

三番瀬海苔養殖業振興事業 【貝類・海苔養殖等三番瀬で行われている漁業の振興（施策１）】

農水産課

三番瀬漁場再生事業 【貝類・海苔養殖等三番瀬で行われている漁業の振興（施策１）】

農水産課

環境・生態系保全活動支援事業 【貝類・海苔養殖等三番瀬で行われている漁業の振興（施策１）】

農水産課

漁業生産基盤整備事業 【漁港や出荷施設等の生産基盤の整備（施策１）】

農水産課

水産業体験講座推進事業 【船橋三番瀬漁業のＰＲ（施策２）】

農水産課

9,983千枚
428トン
(H24年度)

250人 525人 平成21年度からの累計

4-2-2 　漁業の振興

漁獲量
・のりの収穫量
・貝類の漁獲量

（施策２）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

　三番瀬において安定的な漁業を営むため、漁業環境整備や後継者の育成を行うとともに、都市近郊という立地条件を
活かし、水産業体験等を通じ、地域住民との交流を図ります。

・貝類・海苔養殖等三番瀬で行われている漁業の振興

・漁港や出荷施設等の生産基盤の整備

・船橋三番瀬漁業のＰＲ

7,000千枚
800トン

12,000千枚
2,700トン

船橋市漁業協同組合調べ

（施策１）

漁業体験・講座の参加者数 200人
(H24年度)

東京湾の貴重な干潟になっている三番瀬で、海苔養殖、アサリ漁業などが行われている漁業現状の講座や漁業体験等を通じて、
市民への漁業の理解の促進とPRを行います。

漁場の特性を活かした活力ある生産体制を構築するため、漁場環境の改善、資源の育成・導入及び生産性の向上のための施設
整備等に対し助成を行います。

三番瀬干潟を豊かな漁場に再生するため、環境・生態系保全対策協議会（国・県・市・漁業組合）を設置し、漁場改善への取り組
みやモニタリング調査を通じた漁場改善の効果を把握します。

富栄養化対策のため、藻場造成（コンブ・ワカメ養殖）を行うとともに、三番瀬干潟にかつて豊富にいたハマグリの資源増大のためそ
の種苗放流を実施し、漁場環境の回復及び漁場資源の増大を図ります。

歴史ある三番瀬海苔の安定生産のため、海苔の陸上採苗の安定化や漁期延長・病害対策のための海苔網の低温保存、沖合の海
苔養殖施設に対する一般船舶突入防止のための標識灯の設置・撤去等に対して、助成を行います。
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 自立する消費者の育成

施策２ 消費者の保護

施策３

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　自立する消費者の育成

千円

回 回

その他の主要な事業

消費者教育事業 【消費者教育・啓発の推進（施策１）】

消費生活課

悪質・複雑化している消費者被害防止に向け、若者から高齢者まで、幅広い年齢層を対象とした啓発を強化します。

H26 H27 H28

若年層を対象とした啓発事業の強化
（教育現場との連携）

地場食材を意識して購入している市民
の割合 59.7％

(H25年度)
61.5％

・消費者教育・啓発の推進

・消費生活相談の充実

指標名（関連施策） 現状値

・計量の適正化

・地産地消及び食育の推進

・消費者と生産者の相互理解の推進

生産の現場が身近に感じられる豊
かな消費生活の実現

（H26年度） （H32年度）

2,818人
(H24年度)

中間目標値 目標値

内容

計画期間中の
事業費

80％
解決率＝自主交渉解決件数
/相談件数

若年層を対象とした啓発事業の強化
（教育現場との連携）

若年層を対象とした啓発事業の強化
（教育現場との連携）

ー事業名 消費者被害防止啓発強化事業 新継区分

担当課名 消費生活課 主な取組み名称 消費者教育・啓発の推進

備考

73％
（施策２）

70％
消費生活に関する意識アン
ケート
４月～７月調査（施策３）

2,800人 4,000人
（施策１）

消費生活相談自主交渉解決率 59％
(H24年度)

継続

　安心できる消費生活の確立

目標
啓発及び関係機関との連携事業実施回数

138 138 138 回

生き活き展（いきいきフェア）の開催、消費者講座の実施、消費者団体の育成、消費者ライブラリーの充実等により、消費者意識の
向上を図ります。

消費者講座等参加者数

　主体的に消費生活を営むことができる自立した消費者を育成するため、幅広い世代への消費者教育を推進するととも
に、消費者被害の未然防止・解決のため、苦情・相談処理体制の強化と市民への効果的な情報提供を行います。また、
食の生産現場と消費者の近さを活かして、消費者が学べる環境を整えるとともに、地産地消を推進し、豊かな消費生活を
実現します。

4-3-1
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消費生活センター事業 【消費生活相談の充実（施策２）】

消費生活課

【消費生活相談の充実（施策２）】

消費生活課

計量事業 【計量の適正化（施策２）】

消費生活課

地産地消及び食育の推進事業 【地産地消及び食育の推進（施策３）】

消費生活課

学童農園推進事業 【地産地消及び食育の推進（施策３）】

農水産課

農水産祭事業 【消費者と生産者の相互理解の推進（施策３）】

農水産課

子供たちが農業体験を通じて食料や農業の大切さを学び、豊かな心を育み、農業への理解を深めるため、小学校等の体験型農園
の運営を支援します。

都市型農業と水産業の振興のため、品評会並びに農水産物の即売等を実施し、農業及び水産業の現況を広く市民に紹介するとと
もに、農業者・漁業者と市民とが交流するイベントを行います。

商品・サービスや契約に関する苦情、トラブル解決のための助言・あっせん等の消費生活相談やまちづくり出前講座、消費生活情
報の展示などを行い消費生活の安定向上を図ります。

計量器の定期検査をはじめ、食料品の量目立入検査、燃料油メーター等の立入検査を実施し、市民生活の安定を図るとともに、体
温計やヘルスメーターなどの家庭用計量器の精度確認などを行い計量に関する意識の高揚を図ります。

消費生活モニターによる地元農家の見学会及び地元農業者との座談会を実施するとともに、消費者講座等の啓発事業をとおし
て、市民の食育に関する意識の高揚を図ります。

地方消費者行政活性化基金事業

地方消費者行政活性化基金事業を活用し、消費生活相談員への専門家が行う実施指導により資質向上を図り、また、消費者教
育・啓発冊子やリーフレット等を作成し、消費生活トラブルの未然防止に努めます。
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都市の活力を生み発展し続けるまち

（市民生活と産業の活動を支える都市基盤の形成）

＜政策＞ ＜基本施策＞

2 海を活かした魅力あるまち
づくり

1 魅力あるベイエリアの創出

1 船橋らしさを活かした都市
づくり

1 計画的な都市づくり

4 魅力ある市街地の整備 1 安らぎとにぎわいのある市街地の整備

3 安全で快適な交通体系の整
備

1 人にやさしいみちづくり

2 誰もが使いやすい都市交通の確立
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１

施策２ バリアフリーのまちづくり

施策３ 良好な景観の保全と形成

施策４ 市民参加のまちづくり

後期基本計画における参考指標

・景観形成への取り組み

35駅

5-1-1 　計画的な都市づくり

　快適な市民生活の実現のために、「船橋市都市計画マスタープラン」にもとづいた計画的な都市づくりを進めます。また、
地区の特性を活かしたルールづくり、バリアフリー化の推進、農地等の自然環境と住宅地が調和した都市づくりを進めるとと
もに、各種制度にもとづいた良好な景観の保全と形成を進めていきます。

計画的な都市づくりとルールの確
立

・「船橋市都市計画マスタープラン」にもとづく土地利用の規
制・誘導

・地区計画制度等の活用促進

（施策１・４）

（H26年度） （H32年度）

地区計画の決定・変更地区総数 12地区
(H24年度）

13地区 16地区

・鉄道駅エレベーター等の整備

・歩道の段差解消等バリアフリー化の推進

・屋外広告物の規制・誘導

・市民参加のまちづくり支援

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

まちづくりに関する説明会等に参加した
市民数 336人/年

(H24年度)
350人/年 500人/年

（施策４）

きめ細かい景観形成を図る地域などに
対する取り組み件数 １件

（Ｈ24年度）
２件 ３件

（施策３）

転落防止

段差解消バリアフリー化された
市内鉄道駅の数 市内駅数：35駅

32駅
(H24年度)

35駅

14駅
(H24年度)

22駅 35駅
（施策２）
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計画事業

施策１　計画的な都市づくりとルールの確立

千円

施策２　バリアフリーのまちづくり

千円

駅 駅

駅 駅

千円

ｍ ｍ
目標

歩道の延長

2,000 2,000 2,000 ｍ

内容

車両交通の円滑化と歩行者の安全を確保するため、歩道の設置を行い、歩車分離を図ります。また、誰もが暮らしや
すいまちにするため、既設歩道の段差や急な勾配を解消し、バリアフリー化を図ります。

H26 H27 H28

市道00-131号線人にやさしい歩道
整備

市道00-010号線歩道整備 市道00-010号線歩道整備

市道00-017号線歩道整備 歩道整備 歩道整備

市道45-113号線歩道整備　ほか 人にやさしい歩道整備　ほか 人にやさしい歩道整備　ほか

歩道の段差解消等バリアフリー化の推進

目標

バリアフリー化を実施する駅数（上段：段差解消、下段：転落防止）

2 1 駅

1 6 2 駅

転落防止（内方線）：JR東船橋駅、JR
南船橋駅、JR船橋法典駅、京成本線
船橋競馬場駅、東武野田線塚田駅、
新京成線習志野駅

転落防止（内方線）：東武野田線馬込
沢駅

障害者対応型便所：新京成線前原駅

事業名 人にやさしい歩道整備事業 新継区分 新規
計画期間中の
事業費

1,195,240

担当課名 道路建設課 主な取組み名称

計画期間中の
事業費

197,610

総合都市交通計画の策定

目標
平成26年度の総合都市交通計画策定に向けた取り組みの実施

内容

事業名 鉄道駅エレベーター等整備補助事業

新たな時代に対応した安全で快適な交通体系の実現を図るため、都市計画道路の検証も含めた本市の道路網を体
系的・効率的に整備実現していくための道路整備のあり方や、公共交通の利用促進等を踏まえた総合都市交通計画
を策定します。

H26 H27 H28

段差解消（スロープ）：京成本線京成
中山駅

転落防止（内方線）：新京成線二和向
台駅、新京成線薬園台駅

事業名 総合都市交通計画の策定 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

11,541

担当課名 都市計画課 主な取組み名称
「船橋市都市計画マスタープラン」にもとづく土地利用の規
制・誘導

総合都市交通計画の策定

新継区分 継続

担当課名 都市計画課交通政策室 主な取組み名称 鉄道駅エレベーター等の整備

内容

鉄道駅の移動等円滑化（段差の解消、転落防止設備の整備、誘導用ブロックの整備、障害者対応型便所の設置等）
を実施する鉄道事業者に対して、事業費の補助を行い、鉄道駅のバリアフリー化の促進を図ります。

H26 H27 H28

段差解消（エレベーター）：東葉高速
線東海神駅(２年目）、北総線小室駅
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第５章　都市の活力を生み発展し続けるまち

千円

施策３　良好な景観の保全と形成

千円

その他の主要な事業

地区計画制度等によるまちづくり促進事業 【地区計画制度等の活用促進（施策１）】

都市計画課まちづくり支援室

違反屋外広告物除却事業 【屋外広告物の規制・誘導（施策３）】

都市計画課

市民参加のまちづくり支援事業 【市民参加のまちづくり支援（施策４）】

都市計画課まちづくり支援室

計画に基づく工事・設計の完了計画に基づく工事・設計の完了計画に基づく工事・設計の完了
目標

歩行空間の整備や駅前広場の整備、踏切安全対策など、計画に基づく工事・設計の完了

内容

歩行者が安全に歩ける空間や緊急時における避難路を確保するために、歩道整備や踏切道拡幅整備、バスベイ整
備、自転車走行空間整備、駅前広場整備を進めます。

H26 H27 H28

船橋競馬場第３号踏切内安全対策
工事

薬園台１号踏切拡幅整備 東船橋駅北口広場設計　ほか

自転車走行環境整備計画策定　ほか 三咲駅前広場・概略設計

JR船橋駅北口広場EV設置工事　ほ
か

事業名 歩道環境整備事業 新継区分 新規
計画期間中の
事業費

682,860

担当課名 道路建設課 主な取組み名称 歩道の段差解消等バリアフリー化の推進

景観形成重点区域（木戸川流域）や景観
重要建造物・樹木の指定に向けた検討

景観形成重点区域（木戸川流域）や景観重
要建造物・樹木の指定に向けた検討

景観形成ガイドラインの課題整理

事業名 景観行政推進事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

4,354

担当課名 都市計画課 主な取組み名称
景観形成への取り組み
屋外広告物の規制・誘導

内容

「船橋市景観計画」にもとづく緩やかな規制・誘導を図るとともに、「景観重要建造物・樹木の指定」をはじめとする各種
景観施策の実施により、良好な景観の保全と形成を図ります。

H26 H27 H28

景観形成重点区域(木戸川流域）や景観
重要建造物･樹木の指定に向けた検討

景観形成ガイドライン（公共サイン）策
定

景観形成ガイドライン課題整理 景観形成ガイドラインの策定検討

景観形成ガイドラインの策定検討

目標

「船橋市景観計画」にもとづく景観形成重点区域や景観重要建造物・樹木の指定、ガイドラインの策定などの取り組み

都市計画法にもとづく「地区計画」等を活用した地域まちづくり活動を推進するため、活動の進め方や手法などのアドバイス及び情報
の提供、活動事例の紹介など様々な支援を行います。

良好な景観形成のため、また風致維持と公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物法及び船橋市屋外広告物条例にもと
づき、公共の場所に掲出されている違反屋外広告物の除却を行います。

各地域の特徴を活かした地区計画や建築協定の導入など、市民参加による地域まちづくりを推進するため、市民の自主的な活動
を支援します。

景観形成ガイドライン（公共サイン）の策定
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第５章　都市の活力を生み発展し続けるまち

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　魅力あるベイエリアの創出

千円

千円

海を活かしたまちづくりの実現に向けた
取り組み件数 ２件

(H24年度)
２件 ５件

（施策１）

　魅力あるベイエリアを創出するため、中心市街地から沿岸部までの回遊性を高めるとともに、海や川などにふれあえる、
自然と調和したまちづくりを推進します。

魅力あるベイエリアの創出 ・海を活かしたまちづくりの推進

事業名 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

94,360

担当課名
政策企画課・商工振興課・環境保全
課

主な取組み名称 海を活かしたまちづくりの推進

内容

平成24年度に策定した基本構想にもとづき、ふなばし三番瀬海浜公園のプール跡地を中心としたエリアを、市民が親
しみながら干潟の生物や水鳥の観察等、環境学習が行えるような体験学習型の施設として整備します。
（平成27年度以降の整備費用は、平成26年度の基本実施設計の中で決定するため、計画期間中の事業費に27年
度以降の事業費は計上されておりません。）

H26 H27 H28

基本実施設計 環境学習施設等の整備（１年目） 環境学習施設等の整備（２年目）

（H32年度）
指標名（関連施策） 現状値

中間目標値 目標値
備考

事業名 海を活かしたまちづくり推進事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

14,089

担当課名 政策企画課 主な取組み名称 海を活かしたまちづくりの推進

内容

中心市街地から沿岸部への回遊性のあるまちづくりに向け、JR船橋駅南口から船橋大神宮までの回遊性を創出する
ため、駅前通りと本町通りに囲まれた本町４丁目を中心とする区域のまちづくりに関する基本構想を策定します。併せ
て、沿岸部から内陸部への回遊性創出に向け、浜町２丁目市有地の活用を含めたまちづくりに関する基本構想を策定
します。

H26 H27 H28

ふなばし三番瀬海浜公園活用事業＜
再掲＞

5-2-1 　魅力あるベイエリアの創出

（H26年度）

まちづくり基本構想の策定
基本構想に基づく回遊性創出のため
の取り組み実施

基本構想に基づく回遊性創出のための
取り組み実施

基本構想に基づく取り組み実施
目標

平成26年度基本構想策定

基本構想策定 基本構想に基づく取り組み実施

目標
平成29年度供用開始に向けた整備

基本実施設計の完了 工事着手 予定整備の完了
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 歩行者空間の整備 ・歩道の整備

・コミュニティ道路の整備

施策２ 自転車利用環境の整備 ・自転車走行環境の整備

・自転車等駐車場の整備

・違法駐輪対策の推進

施策３ 道路ネットワークの構築 ・都市計画道路の整備

施策４ 道路環境の整備・維持 ・橋りょうの整備・維持

・道路の改良・舗装の整備

・交差点の改良

施策５ 交通安全対策の推進 ・交通安全啓発活動の実施

・交通安全教室の実施

・あんしん歩行エリアの整備

・通園通学路の整備

後期基本計画における参考指標

45.00％
都市計画道路の全延長
128,180m（施策３）

駅周辺の放置自転車等の台数 9,002台
（H24年度）

11,100台 7,000台
放置禁止指定区域内の放置
台数調査の合計（年４回実
施）

都市計画道路整備率 43.00％
(H24年度)

43.93％

5-3-1

48カ所
（施策４）

　人にやさしいみちづくり

　交通渋滞の緩和や道路利用者の利便性や安全性の向上を図るため、幹線道路や生活道路の整備、既存道路の計画
的な維持・補修を行います。また、交通安全の確保のために、交通安全施設の整備や交通安全意識の高揚を図ります。

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度）

（施策２）

（H32年度）

歩道整備事業の整備完了延長 261ｋｍ
(H24年度)

264km 270km
（施策１）

交通事故発生件数 340件/年
(H24年)

335件/年 280件/年
警察による集計
人対車両事故の件数（施策５）

交差点改良事業整備完了箇所数 43カ所
(H24年度)

44カ所
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計画事業

施策１　歩行者空間の整備

千円

ｍ ｍ

千円

千円

地区 地区

計画に基づく工事・設計の完了計画に基づく工事・設計の完了計画に基づく工事・設計の完了
目標

歩行空間の整備や駅前広場の整備、踏切安全対策など、計画に基づく工事・設計の完了

事業名 コミュニティ道路等整備事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

205,300

担当課名 道路建設課 主な取組み名称 歩道の整備

内容

歩行者が安全に歩ける空間や緊急時における避難路を確保するために、歩道整備や踏切道拡幅整備、バスベイ整
備、自転車走行空間整備、駅前広場整備を進めます。

H26 H27 H28

船橋競馬場第３号踏切内安全対策
工事

薬園台１号踏切拡幅整備 東船橋駅北口広場設計　ほか

自転車走行環境整備計画策定　ほか 三咲駅前広場・概略設計

JR船橋駅北口広場EV設置工事　ほ
か

目標
歩道の延長

2,000 2,000 2,000 ｍ

事業名 歩道環境整備事業＜再掲＞ 新継区分 新規
計画期間中の
事業費

682,860

事業名 人にやさしい歩道整備事業＜再掲＞ 新継区分 新規
計画期間中の
事業費

1,195,240

担当課名 道路建設課 主な取組み名称 歩道の整備

内容

車両交通の円滑化と歩行者の安全を確保するため、歩道の設置を行い、歩車分離を図ります。また、誰もが暮らしや
すいまちにするため、既設歩道の段差や急な勾配を解消し、バリアフリー化を図ります。

H26 H27 H28

市道00-131号線人にやさしい歩道
整備

市道00-010号線歩道整備 市道00-010号線歩道整備

市道00-017号線歩道整備 歩道整備 歩道整備

市道45-113号線歩道整備　ほか 人にやさしい歩道整備　ほか 人にやさしい歩道整備　ほか

市道14-073号線基本設計　ほか 市道14-073号線実施設計　ほか

担当課名 道路建設課 主な取組み名称 コミュニティ道路の整備

内容

交通事故の減少のために、地域住民や警察と連携して策定する「ゾーン３０整備計画」にもとづいた整備を進めます。
また、歩行者が安全に歩ける空間や緊急時における避難路を確保するために、コミュニティ道路の整備を進めます。

H26 H27 H28

本中山地区ゾーン３０整備 ゾーン３０整備 ゾーン３０整備

湊町地区ゾーン３０整備 生活道路安全対策整備 生活道路安全対策整備

生活道路安全対策整備　ほか

目標
ゾーン３０の整備箇所数

2 4 5 地区
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施策２　自転車利用空間の整備

千円

千円

施策３　道路ネットワークの構築

千円

ｍ ｍ

計画に基づく工事・設計の完了計画に基づく工事・設計の完了計画に基づく工事・設計の完了
目標

歩行空間の整備や駅前広場の整備、踏切安全対策など、計画に基づく工事・設計の完了

JR船橋駅北口広場EV設置工事　ほ
か

事業名 歩道環境整備事業＜再掲＞ 新継区分 新規
計画期間中の
事業費

682,860

担当課名 道路建設課 主な取組み名称 自転車走行環境の整備

内容

歩行者が安全に歩ける空間や緊急時における避難路を確保するために、歩道整備や踏切道拡幅整備、バスベイ整
備、自転車走行空間整備、駅前広場整備を進めます。

H26 H27 H28

船橋競馬場第３号踏切内安全対策
工事

薬園台１号踏切拡幅整備 東船橋駅北口広場設計　ほか

自転車走行環境整備計画策定　ほか 三咲駅前広場・概略設計

事業名 自転車等駐車場整備事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

360,790

耐震設計　船橋駅第３駐輪場 耐震工事　船橋駅第３駐輪場

担当課名 都市整備課 主な取組み名称 自転車等駐車場の整備

内容

放置自転車をなくし、駅周辺の環境改善を図るために駐輪場の整備を進めるとともに、耐震性が不足している駐輪場
の耐震補強工事を実施します。また、今後の駐輪場整備を計画的に進めるために、市内鉄道駅における整備計画を
含めた自転車等駐車対策に関する総合計画を策定します。

H26 H27 H28

自転車等駐車場整備計画策定（２年
目）

京成本線跡地用地取得

耐震工事　西船橋駅第７駐輪場

改修工事　船橋駅第１駐輪場　ほか

耐震設計　西船橋駅第７駐輪場

事業名 都市計画道路整備事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

5,673,950

目標
自転車等駐車対策に向けた整備計画の策定および計画に基づく事業の実施

計画策定（２年目） 公表 事業実施

事業中路線の整備 事業中路線の整備

担当課名 街路課 主な取組み名称 都市計画道路の整備

内容

現在整備中の路線について整備を進めるとともに、新たに、3・5・31号線（京成踏切～葛飾中学校）の整備に着手しま
す。（事業費は上記のほか平成25年度繰り越し546,348千円）

H26 H27 H28

3・5・31号線新規区間着手

事業中路線の整備

目標
都市計画道路の整備延長

236 525 242 ｍ

京成本線跡地整備（駐輪場、公園、道
路整備）
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施策４　道路環境の整備・維持

千円

ｍ ｍ

千円

橋 橋

千円

新港大橋耐震補強工事 印内歩道橋耐震補強工事

西船跨線橋落橋防止等工事 長寿命化修繕実施　ほか 長寿命化修繕実施　ほか

長寿命化修繕実施　ほか

1

H27 H28

市道00-071号線整備　ほか 市道00-071号線整備　ほか 市道00-071号線整備　ほか

事業名 道路改良事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

804,280

担当課名 道路建設課 主な取組み名称 道路の改良・舗装の整備

内容

市民の日常生活に密着した道路の利便性の向上及び、車両交通の改善、渋滞の緩和及び歩行者の安全性を確保
し、生活環境の向上を図るため、市道の排水施設の新設や道路線形の改良及び拡幅整備を行います。また、補助幹
線道路の内、生活道路と幹線道路をつなぐ道路の新設を進めます。

H26

担当課名

事業名 橋りょう維持・耐震化事業＜再掲＞ 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

1,309,030

目標
道路改良工事の整備延長

1,200 1,200 1,200 ｍ

新船橋橋（東側）架替工事 新船橋橋（東側）架替工事
内容

老朽化した橋りょうの架替及び補修・補強を行います。新船橋橋については平成26年から平成34年に架替及び補修・
補強工事を行います。

H26 H27 H28

目標
平成34年度工事完了に向けた取り組みの実施

工事着手 工事（２年目） 工事（３年目）

事業名 橋りょう整備事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

362,810

目標
市内重要橋りょうの落橋防止（耐震化）工事完了橋りょう数

1 1

道路建設課

主な取組み名称

橋

担当課名 道路建設課 橋りょうの整備・維持

主な取組み名称 橋りょうの整備・維持

内容

市内の重要橋りょう21橋の耐震補強工事を随時実施していきます。また、平成25年度に公表した、市内橋りょう（233
橋）の長寿命化修繕計画にもとづく長寿命化修繕を実施します。

H26 H27 H28

新港大橋耐震補強工事

新船橋橋（東側）架替工事着手

130



第５章　都市の活力を生み発展し続けるまち

千円

カ所 カ所

施策５　交通安全対策の推進

千円

地区 地区

その他の主要な事業

歩道実態調査事業 【歩道の整備（施策1)】

道路管理課

歩道維持事業 【歩道の整備（施策1)】

道路建設課

自転車等駐車場管理・運営事業 【自転車等駐車場の整備（施策２）】

都市整備課

自転車等街頭指導事業 【違法駐輪対策の推進（施策２）】

都市整備課

道路舗装整備事業 【道路の改良・舗装の整備（施策４）】

道路建設課

事業名 交差点整備事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

139,400

担当課名 道路建設課 主な取組み名称 交差点の改良

内容

歩行者の安全確保、車両交通の円滑化、良好な生活環境の維持を図るために、交差点の改良を行います。

H26 H27 H28

事業名
コミュニティ道路等整備事業
＜再掲＞

新継区分 継続
計画期間中の
事業費

205,300

目標
交差点改良工事完了箇所数

0 0 1 カ所

ゾーン３０整備 ゾーン３０整備

湊町地区ゾーン３０整備 生活道路安全対策整備 生活道路安全対策整備

生活道路安全対策整備　ほか 市道14-073号線基本設計　ほか 市道14-073号線実施設計　ほか

担当課名 道路建設課 主な取組み名称 あんしん歩行エリアの整備

内容

交通事故の減少のために、地域住民や警察と連携して策定する「ゾーン３０整備計画」にもとづいた整備を進めます。
また、歩行者が安全に歩ける空間や緊急時における避難路を確保するために、コミュニティ道路の整備を進めます。

H26 H27 H28

本中山地区ゾーン３０整備

既設歩道の拡幅や修繕を行い、あわせて状態の悪い車道も一体的に整備を進めます。

市内各駅にある自転車等駐車場の管理運営を行います。

放置禁止区域に街頭指導員を配置し、放置自転車防止の啓発及び指導をします。

目標
ゾーン３０の整備箇所数

2 4 5 地区

市民の生活環境の向上や車両交通の円滑化を図るため、市道及び認定外公道の未舗装路線について、緊急性の高い路線から舗
装整備を実施します。

市道における歩道部分の実態調査により現状を把握し補修・修繕計画を策定します。

小学校入口交差点（七林町）用地買
収　ほか

小学校入口交差点（七林町）実施設
計　ほか

小学校入口交差点（七林町）整備　ほ
か
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道路舗装維持事業 【道路の改良・舗装の整備（施策４）】

道路建設課

道路補修修繕事業 【道路の改良・舗装の整備（施策４）】

道路管理課道路安全推進室

交通安全推進事業 【交通安全啓発活動の実施（施策５）】

市民安全推進課

交通安全指導事業 【交通安全教室の実施（施策５）】

市民安全推進課

自転車乗車マナー向上安全教室実施事業 【交通安全教室の実施（施策５）】

市民安全推進課

通園通学路整備事業 【通園通学路の整備（施策５）】

道路建設課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１

施策２ 自動車駐車対策の推進

交通安全意識の醸成を図るため、中学生等を対象に、スタントマンによる交通事故仮想体験を取り入れた自転車安全教室を実施
します。

・「船橋市地域公共交通総合連携計画」の推進

・放置車両対策の強化

・駐車場建設に関する支援

5-3-2 　誰もが使いやすい都市交通の確立

　市民が安全で快適に生活できる環境づくりのために、既存公共交通の充実や新たな公共交通の導入の検討を図り、過
度な自動車依存からの脱却を目指すとともに、車両が放置されない環境を確保します。

公共交通の整備・充実 ・交通不便地域への支援

・バス利用促進等総合対策の推進

舗装版の劣化等により市民生活に影響を及ぼしている道路について、舗装の打ち換え等を実施します。

舗装等の破損が発生し、歩行者・車両の通行に支障をきたしている道路について、緊急に補修・修繕を実施し安全確保を図りま
す。また、道路の除草、側溝の清掃等の道路維持を行います。

春・秋の全国交通安全運動期間を中心に、警察や関係機関・団体等と連携・協力した交通安全啓発に関するイベントを実施しま
す。また、自転車の安全利用キャンペーン、シートベルトキャンペーン等の交通安全啓発活動を実施します。

関係機関・団体と協力し、保育園・幼稚園・小学校等において、交通ルールやマナーの意識向上のための安全教室を実施します。
また、増加傾向にある高齢者の事故対策として、老人クラブ、寿大学等において、高齢者の安全教室を実施します。

児童・生徒の安全確保のため、通学路の整備を行います。特に車両交通が多く、歩行者と車の分離がなされていない通学路には、
路肩部にカラー舗装を行います。
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後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　公共交通の整備・充実

千円

カ所 カ所

千円

カ所 カ所

その他の主要な事業

老人福祉センター送迎バス活用事業 【交通不便地域への支援（施策１）】

都市計画課交通政策室

目標
屋根・ベンチを整備するバス停の数

8 10 12 カ所

事業名 バス利用促進等総合対策事業 新継区分 新規
計画期間中の
事業費

46,000

担当課名
都市計画課交通政策室
道路建設課

主な取組み名称 バス利用促進等総合対策の推進

内容

市内バス停に上屋やベンチの整備を進めることにより、高齢者等に対するバスの利便性を高め、公共交通機関としての
バス利用を促進するため、設置箇所や優先順位を定めた計画を策定するとともに、上屋やベンチを整備する事業者に
対して設置費の一部の補助や、設置が必要な箇所の整備を行います。

H26 H27 H28

バス利用促進等総合対策計画策定 バス停留所施設整備への補助 バス停留所施設整備への補助

バス停留所施設整備への補助 バス停留所施設整備 バス停留所施設整備

バス停留所施設整備

老人福祉センターが保有する送迎バスの空き時間を活用して、市立医療センターへのアクセス確保及び主に交通不便地域に居住
する高齢者の移動支援を行います。

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

届出駐車場台数 19,655台
(H24年度)

16,600台 17,200台
（施策２）

不便地域対策（新規協議）１カ所

不便地域対策（バス本格運行）３カ所

不便地域対策（バス実証実験）２カ所

不便地域対策（バス本格運行）３カ所

不便地域対策（バス実証実験）１カ所

不便地域対策（バス本格運行）３カ所

交通不便地域対策実施箇所数 ０カ所
(H24年度)

３カ所 10カ所

船橋市地域公共交通総合連
携計画における交通不便地
域で、本格運行等の対策を
実施した箇所数

（施策１）

不便地域対策（新規協議）１カ所 不便地域対策（新規協議）１カ所

担当課名 都市計画課交通政策室 主な取組み名称
交通不便地域への支援
「船橋市地域公共交通総合連携計画」の推進

内容

市が定めた公共交通不便地域において、地域住民組織からの要請にもとづき乗合事業者が実施する、公共交通不便
を解消するための事業（運行）に対して補助金を交付します。

H26 H27 H28

事業名 公共交通不便地域支援事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

162,663

目標
公共交通不便地域本格運行等の箇所数

3 3 3 カ所
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自動車学校送迎バス活用事業 【交通不便地域への支援（施策１）】

都市計画課交通政策室

医療センターアクセス改善試験運行事業 【その他（施策１）】

都市計画課交通政策室

東葉高速鉄道の経営安定化事業 【その他（施策１）】

政策企画課

北総鉄道への財政支援事業 【その他（施策１）】

政策企画課

路上放置車両対策事業 【放置車両対策の強化（施策２）】

道路管理課

駐車場建設に関する支援事業 【駐車場建設に関する支援（施策２）】

都市計画課交通政策室

本町駐車場の管理運営事業 【その他（施策２）】

都市総務課

駐車場整備計画の改訂 【その他（施策２）】

都市計画課交通政策室

船橋市内の自動車学校・教習所が運行している教習生送迎用のバスの空席を利用して、主に交通不便地域に居住する高齢者の
移動支援を行います。

市の道路上に不法に放置された車両について、危険防止及び良好な交通環境の確保を図るため、放置車両の撤去・処分を行いま
す。

市内の駐車需要の多い地域において駐車場を建設する際、建設に必要な資金の融資を金融機関から受けた場合に、融資を受け
た資金の利子の一部を補給することにより、民間駐車場の建設を促進し、道路交通の円滑化や都市機能の維持を図ります。

平成４年度に策定された駐車場整備計画の成果を検証するとともに、首都圏の代表的な鉄道交通結節点となっている本市にふさ
わしい新たな交通環境の向上を図るための駐車場整備計画を策定します。

自動車利用者の駐車スペースの確保を図るため、公共駐車場として適切な管理・運営を行います。

交通弱者の移動交通手段として、船橋地域の中核病院である医療センターへのアクセス改善の可能性を探るため、バスの試験運
行を行います。

東葉高速鉄道(株）の経営基盤の安定化を図るため、平成19年度から28年度までの10年間を集中支援期間と位置づけ、県・八千
代市・東京地下鉄(株）とともに出資を行います。また、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が東葉高速鉄道（株）の
利子１％分の支払いを猶予したことに伴い、機構が別途調達した資金について利子補給を行います。

北総線沿線地域の活性化を図るとともに、沿線住民の家計への負担を軽減するため、県・沿線６市・京成電鉄（株）・北総鉄道
（株）で取り交わした運賃値下げに係る合意書にもとづき、財政的支援を実施します。
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 駅周辺地区の整備

施策２ 良好な市街地の形成

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　駅周辺地区の整備

千円

現在施行中の土地区画整理事業の整
備完了面積 4.5ha

(H24年度)
20.8ha 32.9ha

・山手地区のまちづくりの促進

・高根台団地建替え事業（都市再生機構施行）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

　にぎわいのある交流拠点や便利で住み良い住環境を創出するため、市街地再開発事業や土地区画整理事業等の市
街地開発事業を進めるとともに、適正な土地利用の誘導を図ります。

・主な駅周辺地区の整備（ＪＲ船橋駅、ＪＲ西船橋駅等）

・身近な駅周辺地区の整備（ＪＲ南船橋駅、東葉高速鉄道飯
山満駅等）

・飯山満地区土地区画整理事業の推進

・小室土地区画整理事業の促進

・海老川上流地区のまちづくりの検討

5-4-1 　安らぎとにぎわいのある市街地の整備

飯山満土地区画整理事業
（目標値19.6ha　全体計画
21.4ha）
小室土地区画整理事業（目
標値13.3ha　全体計画
13.3ha）（施策２）

今後の主な駅周辺地区の整備地区数 ―
(H24年度)

１地区 ２地区

事業名
JR船橋駅南口ペデストリアンデッキ整
備事業

新継区分 継続

JR船橋駅南口駅前広場と都
市計画道路3･4･11号線の接
続に伴う駅周辺地区の整備
等

（施策１）

計画期間中の
事業費

148,200

担当課名 都市整備課 主な取組み名称 主な駅周辺地区の整備（JR船橋駅、JR西船橋駅等）

内容

ＪＲ東日本の船橋駅改良計画による南口駅ビル建設にあわせて、フェイスビルからＪＲ船橋駅へのペデストリアンデッキ
と西武百貨店を結ぶペデストリアンデッキを整備するとともに、船橋駅南口地下駐車場(地下2階）及び地下駐輪場（地
下1階）の既設エレベーターをデッキ部分に延伸接続することにより、歩行者の回遊性・利便性の向上とバリアフリー化
を図ります。

H26 H27 H28

船橋駅南口地下駐車場改修設計 ペデストリアンデッキ整備

目標
JR船橋駅南口ペデストリアンデッキ等の整備　

設計完了 整備完了
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千円

ｍ ｍ

千円

千円

ｈａ ｈａ

（道路等公共施設の基本・実施設計
ほか）

事業名 都市計画道路整備事業＜再掲＞ 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

5,673,950

担当課名 街路課 主な取組み名称 主な駅周辺地区の整備（JR船橋駅、JR西船橋駅等）

基本構想に基づく取り組み実施 基本構想に基づく取り組み実施

担当課名 政策企画課 主な取組み名称
身近な駅周辺地区の整備（JR南船橋駅、東葉高速鉄道
飯山満駅等）

内容

JR南船橋駅南口駅前用地の土地利用や整備について検討を行い、活用に係る基本構想を策定します。併せて、土
地利用や整備について、若松二丁目団地の管理者である都市再生機構及び地元関係団体等と協議を進めます。

H26 H27 H28

基本構想に基づく取り組み実施 基本構想に基づく取り組み実施

（道路等公共施設の整備着手）

事業名 JR南船橋駅周辺地区整備事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

9,000

目標
平成26年度基本構想策定

基本構想策定

事業中路線の整備 事業中路線の整備
内容

現在整備中の路線について整備を進めるとともに、新たに、3・5・31号線（京成踏切～葛飾中学校）の整備に着手しま
す。（事業費は上記のほか平成25年度繰り越し546,348千円）

H26 H27 H28

3・5・31号線新規区間着手

事業中路線の整備

事業名 飯山満地区土地区画整理事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

1,084,341

目標
都市計画道路の整備延長

236 525 242 ｍ

見直し計画による整備 見直し計画による整備

街区造成・道路築造等

第5回事業計画変更

担当課名 飯山満土地区画整理事務所 主な取組み名称
身近な駅周辺地区の整備（JR南船橋駅、東葉高速鉄道
飯山満駅等）

内容

社会情勢の変化等により事業が大幅に遅れているため、当初の事業完了予定であった平成22年度から、暫定的に3
年間施行期間を延伸し、平成25年度事業計画変更を目途に計画設計図等の大幅な見直しを行ってきました。しかし
ながら、見直し作業が遅れているため、再度施行期間の延伸を行い、26年度内に事業計画変更を行うことを目途に見
直し作業を進めます。事業計画変更後は再構築した計画に基づき、早期の事業完了を目指します。（事業費は上記の
ほか平成２５年度繰り越し(102,619千円）

H26 H27 H28

見直し計画作成

目標
各年度の使用収益開始面積

2.5 2.6 0.6 ｈａ

JR南船橋駅前用地活用に係る基本
構想策定
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施策２　良好な市街地の形成

千円

ｈａ ｈａ

千円

その他の主要な事業

JR船橋駅北口広場総合改修事業 【主な駅周辺地区の整備（ＪＲ船橋駅、ＪＲ西船橋駅等）（施策１）】

道路管理課

海老川上流地域まちづくり促進事業 【海老川上流地区のまちづくりの検討（施策２）】

都市総務課

山手地区のまちづくり促進事業 【山手地区のまちづくりの促進（施策２）】

都市計画課

事業名
飯山満地区土地区画整理事業＜再
掲＞

新継区分 継続
計画期間中の
事業費

1,084,341

担当課名 飯山満土地区画整理事務所 主な取組み名称 飯山満地区土地区画整理事業の推進

内容

社会情勢の変化等により事業が大幅に遅れているため、当初の事業完了予定であった平成22年度から、暫定的に3
年間施行期間を延伸し、平成25年度事業計画変更を目途に計画設計図等の大幅な見直しを行ってきました。しかし
ながら、見直し作業が遅れているため、再度施行期間の延伸を行い、26年度内に事業計画変更を行うことを目途に見
直し作業を進めます。事業計画変更後は再構築した計画に基づき、早期の事業完了を目指します。（事業費は上記の
ほか平成２５年度繰り越し(102,619千円）

H26 H27 H28

見直し計画作成 見直し計画による整備 見直し計画による整備

街区造成・道路築造等

第5回事業計画変更

小室土地区画整理事業の促進

内容

現在施行中の小室土地区画整理事業について、施行する組合に対し助成を行うことにより、事業を円滑に促進させ、
健全な市街地の形成を図ります。

H26 H27 H28

小室土地区画整理組合への助成

事業名 小室土地区画整理事業の促進

主な取組み名称

一般幹線道路用地、公園用地、調整
池用地を市へ移管

新継区分 51,562

組合による換地処分・組合解散

ＪＲ船橋駅北口広場及びペデストリアンデッキについて、竣工後20年以上経過しており、経年劣化による施設の損傷が激しいことか
ら、利用者の安全を確保するため総合的な改修を行います。

担当課名 都市整備課

継続
計画期間中の
事業費

0.6 ｈａ

船橋市海老川上流地区土地区画整理組合設立準備委員会と事業協力者により検討が進められている海老川上流地区の土地区
画整理事業について、事務局として支援し、地域の特性を活かし、水と緑のネットワーク、防災拠点、公共交通ネットワークなどを考
慮し、必要な都市基盤の整備が図られたまちづくりを促進します。

マンションや大規模な商業施設への土地利用転換が進行している本地区について、地区の特性を活かした、住・商・工のバランスの
とれた土地利用を誘導します。

目標
平成26年度事業完了

目標
各年度の使用収益開始面積

2.5 2.6
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新時代をひらく「創意」と「意欲」にあふれるまち

（市民に開かれ、ともに考え育んでいく都市の形成）

＜政策＞ ＜基本施策＞

1 市民とともにつくるまちづ
くり

1 市民の創意と意欲を活かした協働のまちづくり

2 市民との情報共有の推進

4 高度情報社会の構築 1 高度情報社会の構築

2 ふれあいに満ちたコミュニ
ティの育成

1 ふれあいに満ちたコミュニティの育成

3 男女共同参画社会の形成 1 男女共同参画社会の形成
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 地域社会を育む市民活動の支援 ・公募により提案された市民公益活動の支援

・市民活動サポートセンター機能の充実

施策２ 市政への市民の参画の促進

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

市民公益活動公募型支援事業 【公募により提案された市民公益活動の支援（施策１）】

市民協働課

市民活動サポートセンター管理運営事業 【市民活動サポートセンター機能の充実（施策１）】

市民協働課

審議会等委員の公募の推進 【審議会等の委員の公募の推進（施策２）】

総務課

こども未来会議室事業 【その他（施策２）】

市民の声を聞く課

・審議会等の委員の公募の推進

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

6-1-1 　市民の創意と意欲を活かした協働のまちづくり

　市民のアイディアや地域の力が市政や地域に活かされる市民協働の機会を増やすため、市民公益活動への支援策を
拡充するとともに、市民公益活動に関する情報の発信など、機会や場面に応じた施策の展開を図ります。

１月末現在

（施策１）

市と市民活動団体との協働事業数 228事業
(H24年度）

123事業 150事業
市民活動団体やNPO法人と
市との連携、協働により行わ
れる事業の数（施策１・２）

（H26年度） （H32年度）

市民活動サポートセンターを利用する公
益活動登録団体数 444団体

(H25年度）
500団体 530団体

市民からの委員の公募が可能な審議会等について、その積極的な実施を推進し、学識経験者など専門家の視点だけでなく一般市
民の視点を議論に取り入れて審議会の活性化を図るとともに、市民の市政への参加意識の向上を促進します。

市民活動への参加、実践を促す啓発施策や、社会ニーズに対応した活動支援施策を推進し、公益的な取り組みを担う市民活動
団体を支援します。

地域課題や社会ニーズに対応した取り組みを支援するために、市民活動団体から提案のあった事業について、公益性や社会貢献
性などを審査し、その有効性があると評価されたものに対して、支援金を交付します。

公募市民委員が参加している審議会等
の数 15個

(H25年度)
10個 16個 ４月１日現在

（施策２）

子供たちと市長が船橋の将来を語り合う場を設置します。船橋市の現状を子供たちに伝え、まちづくりを意識してもらうとともに、将来
を見据えた意見交換を行い、子供たちの視点を活かした市政運営につなげていきます。
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まちづくり懇談会事業 【その他（施策２）】

市民の声を聞く課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 多様な媒体による市民に対する情報提供

施策２ 市民の声の収集と活用

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

広報紙発行事業 【広報紙のほか、ホームページなど多様な媒体による広報活動の充実（施策１）】

広報課

ウェブサイト管理運営事業 【広報紙のほか、ホームページなど多様な媒体による広報活動の充実（施策１）】

広報課

広報担当による情報発信強化事業 【広報紙のほか、ホームページなど多様な媒体による広報活動の充実（施策１）】

広報課

6-1-2 　市民との情報共有の推進

船橋市の「まちづくり」に関して、市民団体の皆さんから話し合いの「テーマ」をご提示いただき、それに基づき、市長と直接意見を交
わしていただくことで、今後の市政運営に活かしていきます。

　市政への市民参加の促進を図るため、様々な媒体を通した市民への情報提供の充実を図り、市民ニーズの把握と行政
運営への活用を進めます。

・郵送のほか、窓口やウェブサイトの活用など多様な手法によ
る市民意識調査等の実施

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

・広報紙のほか、ホームページなど多様な媒体による広報活
動の充実

市の情報を得ていない市民の割合 5.3％
(H24年度）

2.1％ １％
市民意識調査
平成24年７月調査（施策１）

市のホームページへのアクセス数 2,423,225回/
年

(H24年度）
2,483,910回/年3,400,000回/年 トップページの閲覧回数

（施策１）

市政や地域に関する情報をより多くの方に伝えるための最も効果的な広報手段である「広報ふなばし」をより見やすく親しみやすい
広報紙とします。

市民意識調査の回収率 44.1％
(H25年度)

50％ 55％
回収率＝有効回答数/アン
ケート票配布数（施策２）

船橋市の魅力を市内外に発信するため、市トップページを改修するほか、多言語に対応したウェブサイトを作成するなど、情報発信
の強化を図ります。

民間企業等で広報業務等の経験のある広報担当者１名を任期付きで公募・採用し、船橋の様々な魅力を市内外に発信します。こ
れにより市民の皆さんにはこれからも住み続けたい、船橋を知らない全国や世界の皆さんには、船橋を訪問したい・住んでみたいと
思ってもらえるような広報戦略を展開します。
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市民意識調査事業 【郵送のほか、窓口やウェブサイトの活用など多様な手法による市民意識調査等の実施（施策２）】

市民の声を聞く課

市政モニター事業 【郵送のほか、窓口やウェブサイトの活用など多様な手法による市民意識調査等の実施（施策２）】

市民の声を聞く課

こども未来会議室事業＜再掲＞

【郵送のほか、窓口やウェブサイトの活用など多様な手法による市民意識調査等の実施（施策２）】

市民の声を聞く課

まちづくり懇談会事業＜再掲＞

【郵送のほか、窓口やウェブサイトの活用など多様な手法による市民意識調査等の実施（施策２）】

市民の声を聞く課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ コミュニティ活動の促進

施策２ 活動環境の充実

後期基本計画における参考指標

広く市民の意識を把握し、市政に反映させるため、市内に在住する20歳以上の男女を住民基本台帳から3,000人無作為抽出し
て、郵送方式によるアンケート調査を実施します。

市民の意見や要望等を市政に反映させるため、住民基本台帳から無作為抽出した市内在住の20歳以上の男女1,500人に呼び掛
けて、応募者の中から性別・年齢・地域などを考慮し300人の範囲内で選出した任期1年の市政モニターに、アンケートなどを実施し
ます。

6-2-1 　ふれあいに満ちたコミュニティの育成

　地域のニーズに対応するため、町会・自治会等によるコミュニティ活動を支援します。

子供たちと市長が船橋の将来を語り合う場を設置します。船橋市の現状を子供たちに伝え、まちづくりを意識してもらうとともに、将来
を見据えた意見交換を行い、子供たちの視点を活かした市政運営につなげていきます。

船橋市の「まちづくり」に関して、市民団体の皆さんから話し合いの「テーマ」をご提示いただき、それに基づき、市長と直接意見を交
わしていただくことで、今後の市政運営に活かしていきます。

・町会・自治会等への活動支援

・コミュニティ活動拠点の整備

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考
（H26年度） （H32年度）

・防災・防犯体制の強化、地域福祉の推進

・学校施設や公共施設の活用の促進

町会・自治会館の設置数 288館
(H24年度）

287館 294館
（施策２）

町会加入世帯数 202,381世帯
(H24年度）

208,515世帯 227,000世帯
（施策１）
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その他の主要な事業

町会自治会活動支援事業 【町会・自治会等への活動支援（施策１）】

自治振興課

防犯灯設置支援事業＜再掲＞ 【防災・防犯体制の強化、地域福祉の推進（施策１）】

自治振興課

町会自治会館等設置支援事業 【コミュニティ活動拠点の整備（施策２）】

自治振興課

市民センター管理運営事業 【学校施設や公共施設の活用の促進（施策２）】

自治振興課

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 男女共同参画の環境づくり

施策２ 政策・方針決定の場への共同参画の促進

施策３ 女性と男性の間に生じる暴力の根絶

施策４ 男女共同参画の計画的な推進

コミュニティの担い手となる町会・自治会の活動を支援するため交付金を交付します。また、転入者には加入チラシを配布し、町会・
自治会未結成の地区には要望により設立の説明に出向くなど、加入促進に努めます。

町会・自治会の自主防犯意識の高揚及び市民生活の安全を図るため、町会・自治会が維持管理する防犯灯の設置費・維持管理
費を補助します。また、ＬＥＤ防犯灯を設置する場合には、補助金額を増額し、消費電力の小さいＬＥＤ防犯灯への切り替えを促進し
ていきます。

コミュニティを育む交流拠点を整備するため町会・自治会館の設置費・維持管理費を補助します。

コミュニティ交流拠点として市民センターの管理運営を行います。また、コミュニティの拠点として、学校施設や公共施設の活用を図
ります。

6-3-1 　男女共同参画社会の形成

　あらゆる分野において、男女が平等な立場で参画できる社会を実現するため、意識啓発や社会環境の整備に取り組み
ます。

・男女平等意識を高めるための講座の開催

・就労、仕事と生活の両立に関する制度の周知・支援

・各種審議会等への女性委員登用の促進

・人権を尊重する教育・意識啓発の推進

・男女が抱える様々な問題の解決に向けた相談の実施

・男女共同参画計画の進行管理

・配偶者等からの暴力被害者の保護・自立支援
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後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

各種講座開催事業 【男女平等意識を高めるための講座の開催（施策１）】

男女共同参画センター

仕事と生活の両立に関する制度の周知事業 【就労、仕事と生活の両立に関する制度の周知・支援（施策１）】

男女共同参画センター

審議会等への女性委員登用の促進 【各種審議会等への女性委員登用の促進（施策２）】

総務課

人権教育の推進 【人権を尊重する教育・意識啓発の推進（施策３）】

指導課

ＤＶ被害者支援事業 【配偶者等からの暴力被害者の保護・自立支援（施策３）】

児童家庭課

各種相談事業 【男女が抱える様々な問題の解決に向けた相談の実施（施策３）】

男女共同参画センター・児童家庭課

男女共同参画計画進行管理事業 【男女共同参画計画の進行管理（施策４）】

男女共同参画センター

（施策２）

（H26年度） （H32年度）

男女共同参画センターの自主講座参加
者数 1,634人

(H24年度）
2,300人 2,300人

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

備考

男女平等意識の醸成と男女共同参画の促進を図るため、時宜に応じて各種の講座を計画的に実施します。

家庭や地域、職場における男女共同参画の環境整備を図るため、リーフレット配布や講座の開催などを通じて、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）を推進します。

市が設置する審議会等への女性の登用を積極的に推進します。

すべての教育活動をとおして、人権に対する感性や人権への配慮が、態度や行動に表れるような人権感覚の育成に努め、児童生
徒一人ひとりが自らが一人の人間として大切にされるという実感が持てる学校・学級風土を醸成していきます。

配偶者等からの暴力被害者に対し、関係機関との連携のもと、緊急時においては一時保護を行うとともに、自立・精神的な回復に
向けた支援を行います。

各種広報媒体を活用して、相談窓口の周知を図るとともに、関係部署との連携を強化し、相談業務の充実を図ります。

男女共同参画の推進を図るため、庁内・庁外組織により、年度ごとの計画の進捗状況についての点検・評価を行います。

（施策３）

女性相談の件数 1,897件
(H24年度）

2,040件 2,304件
Ｈ25年度より男女共同参画
センターから児童家庭課へ移
管

（施策１）

船橋市の審議会等への女性登用率 23.6％
(H24年度）

26％ 30％
登用率＝女性委員数/全委
員数

男女共同参画センターにおける生き方
相談等の件数 412件

(H24年度）
460件 496件

生き方相談・女性のための法
律相談の件数
女性相談は、除く。（施策３）
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 業務システムの最適化

施策２

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策１　業務システムの最適化

千円

業務

事業名 業務システムのオープン化事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

49,786

各システムの運用 各システムの運用

担当課名 情報システム課 主な取組み名称 オープン化技術の採用による業務システムの再構築

内容

汎用機で運用している基幹系業務について、情報システム最適化計画にもとづいてオープン化を図るため、要件定
義、システム設計を行います。また、新システムへの移行作業等を行います。

H26 H27 H28

し尿収集手数料システムの開発・導
入

下水道受益者負担金システムの開
発・導入

目標
汎用機システムをオープン化した業務数（税総合システム以外）

2

目標値
備考

（H26年度）

市民サービスの向上及び地域情報化の推
進

6-4-1 　高度情報社会の構築

　市民から信頼される行政運営の実現と業務の効率化を図るため、業務システムの再構築を進めるとともに、情報セキュ
リティに関する取り組みを推進します。
　また、市民サービスの向上を図るため、インターネットを利用した手続きや地域情報化に関する取り組みを推進します。

・オープン化技術の採用による業務システムの再構築

・情報セキュリティ対策の向上

防犯、防災等のメール配信システム登
録者数 約59,000人

(H24年度）
62,000人 82,000人

防犯、災害、消防、光化学ス
モッグ等の各配信システムの
延べ登録者数（施策２）

（H32年度）

汎用機システムをオープン化した業務
の割合 57％(15業務)

(H24年度）
65％(19業務) 100％

割合＝オープン化した業務
数/汎用機システムの業務数
（既にオープン化したものを含
む）

（施策１）

・インターネットを利用した手続きの拡大

・メールによる情報発信の拡大

・情報セキュリティ対策の普及

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値
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千円

その他の主要な事業

情報セキュリティ研修事業 【情報セキュリティ対策の向上（施策１）】

情報システム課

インターネットを利用して手続きのできるサービスメニューの拡大 【インターネットを利用した手続きの拡大（施策２）】

情報システム課

安全・安心メール管理事業 【メールによる情報発信の拡大（施策２）】

情報システム課

情報セキュリティ対策普及事業 【情報セキュリティ対策の普及（施策２）】

情報システム課

事業名 税総合システムの導入事業 新継区分 継続
計画期間中の
事業費

1,554,398

担当課名 情報システム課、税制課 主な取組み名称 オープン化技術の採用による業務システムの再構築

内容

情報システム最適化計画にもとづくオープン化の一環として、汎用機で運用している基幹系業務のうち、課税・徴収事
務処理業務のシステムを再構築し、効率的な業務を実施します。

H26 H27 H28

要件定義、設計等

税システムデータ移行等 税システムデータ移行等

システムの開発、テスト等 本稼働

システムの開発 受入テスト、稼働準備

一部稼働（28年１月）

情報弱者の発生防止を目的とした市民向けのICT講習や情報セキュリティ講座について、NPOや大学・研究機関、企業との連携に
よる開催を検討します。

現在、防災、防犯、環境等の市政情報を希望者に配信していますが、今後は、配信する情報の種類を増やし、知りたい情報をタイ
ムリーに提供できるように努めます。また、希望したカテゴリの情報のみを提供する、カテゴリ登録制を進めます。

現在、体育施設の利用予約、利用希望の図書予約等について、インターネットで申込みができるサービスを行っていますが、今後
は、各種申請、届出等について、インターネットで手続きのできるサービスのメニューを増やしていき、将来的には、いつでも、どこから
でも申請、届出等ができる電子市役所の構築を目指します。

情報セキュリティ対策は情報化の進捗度合いとともに変化していくことから、情報セキュリティに対する意識改革を目的とした基礎知
識の習得のための研修を、全職員に対して継続的に実施します。平成26年度にはe-ラーニングによる研修を導入し、情報セキュリ
ティ意識のさらなる向上を図ります。

目標

平成28年度よりシステムの本稼働

税総合システムの設計等の完了
税総合システムの開発、テスト等の完
了

税総合システムの運用
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第７章

計画の推進にあたって

＜政策＞ ＜基本施策＞

2 広域的な連携 1 広域的な連携の推進

1 効率的で市民に分かりやす
い行財政運営

1 都市の魅力を高める市政運営

2 自律的・効率的で透明性の高い行政運営

3 安定的な行政運営が可能な財政基盤の確立
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 自主性・自立性の高い市政の推進 ・権限の効果的な活用による地域の実情に合った施策の展開

施策２ 都市ブランドの確立

後期基本計画における参考指標

その他の主要な事業

福祉サービス事業者の指定等に係る事務権限の拡大 【権限の効果的な活用による地域の実情に合った施策の展開（施策１）】

障害福祉課、高齢者福祉課、介護保険課

都市ブランドに関する調査研究事業

政策企画課

7-1-1 　都市の魅力を高める市政運営

　拡大する基礎自治体の権限及び中核市の権限を効果的に活用した事業の展開、本市にふさわしい都市ブランドの確立
等を通じて、魅力ある都市づくりを進めます。

・都市ブランドの確立に向けた取り組みの推進

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（旧障害者自立支援法）・介護保険法の改正に伴う県からの権
限移譲を受け、障害福祉サービス事業者、高齢者福祉施設等事業者、居宅サービス事業者等の指定等に係る事務を市が直接行
うことにより、市内事業者に対する指導をよりきめ細やかに実施します。

・市の魅力に関する情報発信の強化

備考
（H26年度） （H32年度）

船橋市に「住み続けたい」と思う市民の
割合 48.7％

(H25年度）
48％ 60％

市民意識調査
7月調査

（施策２）

船橋の様々な資源・歴史・文化・伝統等、地域イメージを活用した都市ブランドについて、調査・研究を行います。また、市内外へ船
橋の魅力の情報発信など、まちの魅力を高める仕組みについて検討します。

【都市ブランドの確立に向けた取り組みの推進／
市の魅力に関する情報発信の強化（施策２）】
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基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 行政組織の適正化と人材の育成

施策２ 行政改革の推進

施策３ 公正で透明性の高い行政運営

施策４ 行政サービスの向上

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策２　行政改革の推進

千円

校 校

H28

委託化 ２校

備考
（H26年度） （H32年度）

H25年度窓口サービスアン
ケート
平成25年8月19日～30日
（土日を除く10日間）

（施策４）

・行政評価によるＰＤＣＡサイクルの確立

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値

・効率的で柔軟な組織づくりと事務分掌の見直し

目標値

・事務手続きの迅速化・簡素化

・公共工事の品質確保の推進

・内部統制の整備・運用

7-1-2 　自律的・効率的で透明性の高い行政運営

　質の高い行政サービスを、将来にわたって持続的に提供するため、効率的かつ柔軟な組織づくりと職員の総合的な資
質・能力の向上に努めます。また、継続的に行政改革を進め、限られた行政資源で住民福祉の向上を図りながら最大の
効果をあげることできる、効率的・効果的な行政運営を行います。

・全庁的な危機管理機能の強化

・勤務評定やキャリアプログラムにもとづく人材育成の推進

・ＰＦＩ手法など民間活力の活用

・公共事業のコスト構造改善の推進

・市民にわかりやすい施策の進捗状況・財政情報の開示

・個人情報保護の推進

・きめ細やかで質の高い窓口サービスの提供

（高郷小学校）

委託化　２校 委託化　１校

（前原小学校・葛飾小学校）

窓口サービスに対する市民の満足度 66.0％
(H25年度)

80％ 80％

委託実施校数

2 2 1 校

事業名 小学校給食等の委託化事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
2,979,127

主な取組み名称 ＰＦＩ手法など民間活力の活用担当課名 保健体育課

内容

給食調理業務を直営で行っている小学校,特別支援学校の調理室を衛生管理の向上及び児童数増加への対応のた
めに改修・増築し、あわせて民間委託を実施します。

H26 H27

（船橋小学校・特別支援学校（金堀校
舎）

目標
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施策３　公正で透明性の高い行政運営

千円

施策４　行政サービスの向上

千円

千円

目標

社会保障・税番号制度の導入に向けた取組の実施

予定の調査等の完了
予定のシステム改修・条例改正等の
完了、個人番号利用開始（28年1月）

予定のテスト等の完了

特定個人情報保護評価 条例改正、特定個人情報保護評価

独自利用の検討 個人番号通知、個人番号カード交付

H27 H28

宛名システム調査 宛名システム構築 情報連携に向けたテスト

各業務システム対応準備 中間サーバ設計・導入 個人番号カード交付

条例改正検討 各業務システム改修 制度利用の推進

事業名 社会保障・税番号制度導入推進事業 新継区分 新規
計画期間中の

事業費
1,032,600

担当課名
行政管理課・総務課・情報システム
課・戸籍住民課

主な取組み名称 事務手続きの迅速化・簡素化

開館

内容

豊富出張所の老朽化に伴い、同敷地内での建替えを実施します。

H26 H27 H28

建設工事（２年目）

目標
平成26年度に開館

開館

事業名 学校給食費の公会計化

事業名 豊富出張所建替事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
209,826

担当課名 二宮出張所 主な取組み名称 きめ細やかで質の高い窓口サービスの提供

内容

平成27年度に個人番号の付番・通知及び利用開始、平成29年度に国との情報連携開始が予定されている「社会保
障・税番号制度（マイナンバー制度）」に対応し、市民の利便性向上及び事務の効率化を図るため、船橋市番号制度
利用推進本部を設置し、全庁的な体制で積極的に制度導入を推進します。

H26

新継区分 継続
計画期間中の

事業費
132,498

担当課名 保健体育課 主な取組み名称 その他

内容

市立小・中・特別支援学校の学校給食費（食材料費）について、各学校が管理する「私会計」を平成２７年４月に提供
する給食分から、市が徴収管理する「公会計」に変更し、運営と会計事務の透明化を図っていきます。

H26 H27 H28

給食費管理システム開発・導入 公会計での運用開始

関係例規整備

保護者等への周知

目標
平成２７年４月から学校給食費公会計化

公会計化準備 公会計化完了
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その他の主要な事業

組織体制の見直し 【効率的で柔軟な組織づくりと事務分掌の見直し（施策１）】

行政管理課

新たな勤務評定制度の導入 【勤務評定やキャリアプログラムにもとづく人材育成の推進（施策１）】

職員課

適正な定員管理 【その他（施策１）】

行政管理課

行政評価事業 【行政評価によるＰＤＣＡサイクルの確立（施策２）】

行政管理課

公共事業のコスト構造改善事業 【公共事業のコスト構造改善の推進（施策２）】

技術管理課

実施計画進捗管理事業 【市民にわかりやすい施策の進捗状況・財産情報の開示（施策３）】

政策企画課

個人情報保護の推進 【個人情報保護の推進（施策３）】

総務課

内部統制の整備 【内部統制の整備・運用（施策３）】

行政管理課

公共工事の品質確保事業 【公共工事の品質確保の推進（施策４）】

技術管理課

窓口業務の改善の推進 【きめ細やかで質の高い窓口サービスの提供（施策４）】

行政管理課

国民健康保険課窓口業務委託事業＜再掲＞ 【きめ細やかで質の高い窓口サービスの提供（施策４）】

国民健康保険課

行政評価システムの運用による事務事業評価を実施し、ＰＤＣＡサイクルの確立を目指します。

建設系技術職員の技術力向上を図るための研修や講習を充実させるとともに、本市に見合った手法による工事の監督・検査の厳
格な実施、工事の入札における総合評価型の実施等により公共工事の品質を確保します。

スリムで効率的な組織体制を構築するとともに、行政需要の変化に応じて柔軟に組織体制の見直しを行います。

キャリアプログラムや研修等に活用できる、人材育成推進に向けた新たな勤務評定制度の導入を検討します。

各所属の業務に応じた適正な配置を行うとともに、重要施策・課題に対しては柔軟に人員を配置するなど、効率的・効果的な人員
配置を行います。

公共工事においてＶＦＭ最大化を図るため、設計ＶＥ（設計段階で技術提案を受け付ける方式）の試行導入や建設発生土の工事
間利用の促進等により、コストと品質の観点から公共事業を抜本的に改善し、良質な社会資本を効率的に整備及び維持します。

実施機関における適切な個人情報の取り扱いを推進し、あわせて実施機関が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止制度の適
正な運用を行い、個人情報の保護に努めます。

内部統制にかかる地方自治法の抜本的な改正の検討状況を注視しながら、内部統制の整備・運用を進めます。

窓口利用者へのアンケートを実施しつつ業務改善等の動きを拡大していくことにより、窓口利用者の満足度を高めます。

定型的な業務である窓口一時受付、電話受付を委託化していますが、随時見直しを行い待ち時間の短縮、事務効率の向上を図り
ます。

実施計画の計画事業ごとに設定した目標（年度ごとの事業量や到達点）の進捗状況を毎年度、確認・分析・公表します。評価結果
により、新たな事業の追加や見直しなどにつなげます。
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第７章　計画の推進にあたって

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 歳入の確保

施策２ 資産の効果的な活用

後期基本計画における参考指標

計画事業

施策２　資産の効果的な活用

千円

目標
庁舎更新計画にもとづき、改修工事を実施

予定の工事の完了 予定の工事の完了 予定の工事の完了

事業名 本庁舎整備事業 新継区分 継続
計画期間中の

事業費
1,212,535

担当課名 管財課 主な取組み名称 公共施設の保全マネジメントの推進

屋内消火栓・スプリンクラー改修 本庁舎太陽光発電設備設置設計

H28

構内電話交換機改修

空調機改修（ＡＣ4,7,12)設計

空調機改修（ＡＣ5,6,9,10,11)

照明改修（工事監理含む）

本庁舎太陽光発電設備設置

庁舎三階テラス防水改修 空調機改修（PＡＣ7,8,10,12)設計 空調機改修（ＡＣ1,8,13)設計

庁舎別館屋上防水改修 構内電話交換機改修設計 外壁改修調査設計

庁舎中庭防水改修

空調機改修（ＡＣ4,7,12) 空調機改修（PＡＣ7,8,10,12)

内容

竣工から32年目を迎えた市役所本庁舎の設備機器を改修計画に沿って順次更新することにより、本庁舎機能の維持
及び利用者の利便性向上を図ります。市役所本庁舎の照明については26・27年度の２年間でＬＥＤ照明に改修し、省
エネルギー化を推進します。

照明改修（工事監理含む）

H26 H27

・市有財産の有効活用

・公共施設の保全マネジメントの推進

7-1-3 　安定的な行政運営が可能な財政基盤の確立

　厳しい財政状況のもとでも必要な行政サービスを提供し、安定的な行政運営を行えるよう、歳入の確保や資産の有効活
用を図ります。

・課税対象の的確な把握

・使用料等の見直し

・新たな財源の確保に向けた調査・研究

・公金徴収の一元化の推進

・多様な収納方法の導入

経常収支比率 92.6％
(H24年度)

90％未満 90％未満

市税などの経常一般財源収
入に占める、人件費、扶助
費、公債費等の経常的な経
費の割合。数字が高いほど財
政にゆとりがない（投資的な
目的に使える費用が少ない）
ことを意味する（施策１・２）

備考
（H26年度） （H32年度）

市税収納率 94.34％
(H24年度)

95％ 95％ 収納率＝収納済額/調定額
（施策１）

指標名（関連施策） 現状値
中間目標値 目標値
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第７章　計画の推進にあたって

その他の主要な事業

課税対象の調査・把握事業 【課税対象の的確な把握（施策１）】

税制課・市民税課・固定資産税課・納税課

公金徴収一元化事業 【公金徴収の一元化の推進（施策１）】

債権管理課

介護保険料コンビニ収納事業＜再掲＞ 【多様な収納方法の導入（施策１）】

介護保険課

小口の歳入科目に対する新たな収納方法の検討 【多様な収納方法の導入（施策１）】

会計課

使用料・手数料の見直し事業 【使用料等の見直し（施策１）】

財政課

新たな財源の確保に関する調査研究事業 【新たな財源の確保に向けた調査・研究（施策１）】

政策企画課

市有財産管理事業 【市有財産の有効活用（施策２）】

管財課

公共施設保全マネジメント推進事業 【公共施設の保全マネジメントの推進（施策２）】

公共建築物保全課

公平かつ公正な市民負担を確保するため、自力執行権のある市税及び国民健康保険料、介護保険料、下水道使用料、下水道
受益者負担金、保育料等の強制徴収公債権の一元徴収並びに滞納処分の執行停止を行います。また、非強制徴収公債権及び
私債権についても支払督促、訴訟、強制執行等の法的措置や「船橋市債権管理条例」にもとづく、徴収停止、債権放棄等の債権
管理を一元的に行います。さらに、納期内納付者との公平性の確保及び納期内納付を促すため、公債権に係る延滞金を平成25
年４月１日以後に発生する債権から徴収しています。また、私債権についても債権ごとに遅延損害金の徴収を開始しています。

老朽化する公共建築物の耐震補強も含めた保全計画を策定し、公共施設の安全を高めるとともに長寿命化及びライフサイクルコス
トの削減を図り、将来の厳しい財政状況を鑑みた効率的な施設経営管理を推進します。

個別システムを持たない小口の歳入科目についても、納付者の利便性が向上できるよう、新たな収納方法の導入について検討して
いきます。

公平・適正な受益者負担の観点から、料金設定の妥当性を検証し、必要により各課で料金の見直しに取り組みます。

財務会計システムの財産管理機能を活用することにより、市有財産全体の情報を整理して、資産の有効活用や不要資産の売却等
を促進します。

新たな広告媒体の導入や、民間企業等から市の配布物等の寄付を受ける方式など自主財源確保のため、広告事業を実施しま
す。

税務行政に対する納税者の信頼を確保するため、適正・公平な課税徴収の実現に向けて、関係部署及び国税とのデータ連携や現
況調査などによる未申告者の把握、きめ細やかな課税資料の収集、積極的な申告納付の周知活動等により課税対象の的確な把
握を行い、市税収入を確保します。

普通徴収対象の第１号被保険者（65歳以上）の利便性と収納率向上のため、平成25年度より介護保険料のコンビニエンスストアで
の納付を開始しております。
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第７章　計画の推進にあたって

基本施策の方針

基本施策を構成する施策と主な取り組み

＜施策＞ ＜主な取り組み＞

施策１ 都市間連携の推進

施策２ 国や関係自治体との政策調整の推進

その他の主要な事業

京葉広域行政連絡協議会事業 【近隣自治体等との相互連携の強化（施策１）】

政策企画課

近隣自治体との相互連携事業 【隣接各市との共通課題の解決に向けた取り組みの推進（施策１）】

政策企画課

中核市との相互連携事業 【その他（施策２）】

政策企画課

市境を接する近隣市等との共通課題について、情報交換を行うとともに、必要に応じて協議の場を設置して、解決を目指します。

船橋・市川・浦安の３市が相互に連携し、行政需要の広域化に対応するための調査研究等を行うとともに、共通課題の解決に向け
て要望活動を実施します。

地方分権に係る中核市共通の課題に対応するため、中核市市長会を通じて、国等に対し、政策提案や意見表明を実施します。

　広域的な課題に対応するため、都市間連携による取り組みを積極的に推進するとともに、国や関係自治体との政策調
整を行い、本市の行政サービスの向上につなげます。

・近隣自治体等との相互連携の強化

・隣接各市との共通課題の解決に向けた取り組みの推進

7-2-1 　広域的な連携の推進

157



 



担当課別事業索引

159



 



 担当課別事業索引

担当課名
基本施策

番号
施策
番号

事業種別 事業名 頁

市長公室

危機管理課 231 1 計画 自主防災組織強化事業 64

危機管理課 231 2 計画 地域防災計画推進事業 65

危機管理課 231 2 計画 防災備蓄整備事業 65

危機管理課 231 2 計画 （仮称）防災備蓄センター整備事業 65

危機管理課 231 1 その他 総合防災訓練の実施 68

危機管理課 231 1 その他 中学生の防災学習事業 68

危機管理課 231 1 その他 防災女性モニター 68

危機管理課 231 2 その他 災害時応援協定締結事業 68

危機管理課 231 2 その他 帰宅困難者対策事業 69

危機管理課 231 2 その他 災害時要援護者対策事業 69

危機管理課 231 2 その他 地震時における業務継続計画（BCP）等推進事業 69

広報課 612 1 その他 広報紙発行事業 142

広報課 612 1 その他 ウェブサイト管理運営事業 142

広報課 612 1 その他 広報担当による情報発信強化事業 142

市民の声を聞く課 611 2 その他 こども未来会議室事業 141

市民の声を聞く課 611 2 その他 まちづくり懇談会事業 142

市民の声を聞く課 612 2 その他 市民意識調査事業 143

市民の声を聞く課 612 2 その他 市政モニター事業 143

市民の声を聞く課 612 2 その他 こども未来会議室事業＜再掲＞ 143

市民の声を聞く課 612 2 その他 まちづくり懇談会事業＜再掲＞ 143

秘書課国際交流室 341 1 計画 姉妹都市等記念事業 102

秘書課国際交流室 341 1 その他 姉妹都市等交流事業 102

秘書課国際交流室 341 1 その他 市民主体の国際交流支援事業 102

秘書課国際交流室 341 2 その他 相互理解促進事業 102

秘書課国際交流室 341 2 その他 外国人の自立支援と地域社会への参加支援事業 102

秘書課国際交流室 341 3 その他 姉妹都市等交流事業 102

企画財政部

政策企画課 213 2 計画 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業 55

政策企画課 221 1 その他 市有建築物の太陽光発電設備設置調査事業 57

政策企画課 231 2 その他 市有建築物の太陽光発電設備設置調査事業＜再掲＞ 69
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 担当課別事業索引

担当課名
基本施策

番号
施策
番号

事業種別 事業名 頁

政策企画課 411 2 計画 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業＜再掲＞ 108

政策企画課 411 1 その他 ふるさと納税推進事業 108

政策企画課 521 1 計画 海を活かしたまちづくり推進事業 126

政策企画課 521 1 計画 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業＜再掲＞ 126

政策企画課 532 1 その他 東葉高速鉄道の経営安定化事業 134

政策企画課 532 1 その他 北総鉄道への財政支援事業 134

政策企画課 541 1 計画 JR南船橋駅周辺地区整備事業 136

政策企画課 711 2 その他 都市ブランドに関する調査研究事業 151

政策企画課 712 3 その他 実施計画進捗管理事業 154

政策企画課 713 1 その他 新たな財源の確保に関する調査研究事業 156

政策企画課 721 1 その他 京葉広域行政連絡協議会事業 157

政策企画課 721 1 その他 近隣自治体との相互連携事業 157

政策企画課 721 2 その他 中核市との相互連携事業 157

財政課 713 1 その他 使用料・手数料の見直し事業 156

管財課 713 2 計画 本庁舎整備事業 155

管財課 713 2 その他 市有財産管理事業 156

男女共同参画センター 631 1 その他 各種講座開催事業 145

男女共同参画センター 631 1 その他 仕事と生活の両立に関する制度の周知事業 145

男女共同参画センター 631 3 その他 各種相談事業 145

男女共同参画センター 631 4 その他 男女共同参画計画進行管理事業 145

総務部

総務課 342 1 その他 平和式典派遣事業 103

総務課 342 1 その他 原爆の日関連事業 103

総務課 611 2 その他 審議会等委員の公募の推進 141

総務課 631 2 その他 審議会等への女性委員登用の促進 145

総務課 712 4 計画 社会保障・税番号制度導入推進事業 153

総務課 712 3 その他 個人情報保護の推進 154

行政管理課 712 4 計画 社会保障・税番号制度導入推進事業 153

行政管理課 712 1 その他 組織体制の見直し 154

行政管理課 712 1 その他 適正な定員管理 154

行政管理課 712 2 その他 行政評価事業 154

162



 担当課別事業索引

担当課名
基本施策

番号
施策
番号

事業種別 事業名 頁

行政管理課 712 3 その他 内部統制の整備 154

行政管理課 712 4 その他 窓口業務の改善の推進 154

職員課 712 1 その他 新たな勤務評定制度の導入 154

情報システム課 641 1 計画 業務システムのオープン化事業 146

情報システム課 641 1 計画 税総合システムの導入事業 147

情報システム課 641 1 その他 情報セキュリティ研修事業 147

情報システム課 641 2 その他 インターネットを利用して手続きのできるサービスメニューの拡大 147

情報システム課 641 2 その他 安全・安心メール管理事業 147

情報システム課 641 2 その他 情報セキュリティ対策普及事業 147

情報システム課 712 4 計画 社会保障・税番号制度導入推進事業 153

税務部

税制課 641 1 計画 税総合システムの導入事業 147

税制課 713 1 その他 課税対象の調査・把握事業 156

市民税課 713 1 その他 課税対象の調査・把握事業 156

固定資産税課 713 1 その他 課税対象の調査・把握事業 156

納税課 713 1 その他 課税対象の調査・把握事業 156

債権管理課 713 1 その他 公金徴収一元化事業 156

市民生活部

戸籍住民課 712 4 計画 社会保障・税番号制度導入推進事業 153

自治振興課 221 3 その他 防犯灯設置支援事業 58

自治振興課 232 1 その他 防犯灯設置支援事業＜再掲＞ 71

自治振興課 232 1 その他 宅地開発時の協議による防犯灯新規設置事業 71

自治振興課 235 3 その他 住居表示整備事業 77

自治振興課 621 1 その他 町会自治会活動支援事業 144

自治振興課 621 1 その他 防犯灯設置支援事業＜再掲＞ 144

自治振興課 621 2 その他 町会自治会館等設置支援事業 144

自治振興課 621 2 その他 市民センター管理運営事業 144

市民協働課 611 1 その他 市民公益活動公募型支援事業 141

市民協働課 611 1 その他 市民活動サポートセンター管理運営事業 141

市民安全推進課 232 1 その他 市民安全パトロール事業 71

市民安全推進課 232 1 その他 防犯情報等の提供事業 71
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 担当課別事業索引

担当課名
基本施策

番号
施策
番号

事業種別 事業名 頁

市民安全推進課 232 2 その他 自主防犯活動支援事業 71

市民安全推進課 235 3 その他 空き家等の適正管理に関する対策事業 77

市民安全推進課 531 5 その他 交通安全推進事業 132

市民安全推進課 531 5 その他 交通安全指導事業 132

市民安全推進課 531 5 その他 自転車乗車マナー向上安全教室実施事業 132

二宮出張所 712 4 計画 豊富出張所建替事業 153

健康福祉局
健康部

健康政策課 111 1 計画 （仮称）保健福祉センター建設事業 24

健康政策課 111 1 計画 リハビリセンター管理運営事業 24

健康政策課 111 1 計画 在宅医療推進事業 24

健康政策課 111 2 その他 夜間休日等診療事業 26

健康政策課 111 2 その他 健康医療相談（ふなばし健康ダイヤル２４）事業 26

健康政策課 111 2 その他 市立医療センターの建替えに向けた検討 26

健康政策課 111 3 その他 市立リハビリテーション病院運営事業 26

健康政策課 111 3 その他 看護師確保対策事業 26

健康政策課 111 3 その他 看護師養成修学資金貸付事業 26

健康政策課 112 1 その他 （仮称）ふなばし健やか体操２１推進事業 29

健康政策課 112 4 その他 業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく健康危機対応の推進事業 30

健康政策課 233 3 その他 船橋まちなかＡＥＤステーション事業 73

健康政策課 233 3 その他 救急医療シンポジウム開催事業 73

健康増進課 112 3 計画 小学校フッ化物洗口事業 28

健康増進課 112 3 計画 ＨＰＶ検査事業 28

健康増進課 112 3 計画 高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 28

健康増進課 112 1 その他 母子健康教育事業 29

健康増進課 112 1 その他 食生活改善・食育推進事業 29

健康増進課 112 1 その他 成人健康教育事業 29

健康増進課 112 1 その他 公園を活用した健康づくり事業 29

健康増進課 112 2 その他 母子健康手帳交付事業 29

健康増進課 112 2 その他 母子訪問指導事業 29

健康増進課 112 2 その他 母子健康相談事業 29

健康増進課 112 2 その他 成人健康相談事業 29
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健康増進課 112 3 その他 妊婦歯科健康診査事業 29

健康増進課 112 3 その他 妊婦・乳幼児健康診査事業 30

健康増進課 112 3 その他 歯周疾患検診事業 30

国民健康保険課 132 1 その他 国民健康保険課窓口業務委託事業 44

国民健康保険課 132 1 その他 国民健康保険料収納対策事業 44

国民健康保険課 132 2 その他 医療費の適正化事業 44

国民健康保険課 712 4 その他 国民健康保険課窓口業務委託事業＜再掲＞ 154

国民健康保険課特定健
康診査室

132 2 その他 慢性腎臓病対策事業 44

国民健康保険課特定健
康診査室

132 3 その他 特定健康診査事業 45

国民健康保険課特定健
康診査室

132 3 その他 特定保健指導事業 45

健康福祉局
保健所

保健所総務課 111 3 その他 医療機関立入検査事業 26

保健所総務課 112 4 その他 保健所検査機器整備事業 30

保健所総務課 112 4 その他 業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく健康危機対応の推進事業 30

保健所保健予防課 111 4 その他 特定疾患治療研究事業 26

保健所保健予防課 111 4 その他 結核予防事業 26

保健所保健予防課 111 4 その他 難病患者支援ネットワーク構築事業 27

保健所保健予防課 112 4 その他 感染症予防事業 30

保健所衛生指導課 112 4 その他 食品衛生指導事業 30

保健所衛生指導課 112 4 その他 環境衛生監視指導事業 30

保健所衛生指導課 112 4 その他 食品の放射性物質検査事業 30

動物愛護指導センター 234 1 その他 地域猫対策事業 75

健康福祉局
福祉サービス部

地域福祉課 111 1 その他 保健と福祉の総合相談窓口（さーくる）事業 26

地域福祉課 121 1 その他 災害時要援護者見守り活動支援補助事業 31

地域福祉課 121 1 その他 助け合い活動普及支援 31

地域福祉課 121 1 その他 臨時福祉給付金給付事業 31

地域福祉課 121 2 その他 民生児童委員協議会補助事業 31

地域福祉課 121 2 その他 地域福祉活動助成事業 31

地域福祉課 121 2 その他 地区社会福祉協議会活動促進事業 31

地域福祉課 133 1 その他 ホームレス巡回相談事業 45
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地域福祉課 231 2 その他 災害時要援護者対策事業 69

高齢者福祉課 124 3 計画 高齢者福祉施設整備費補助事業 41

高齢者福祉課 124 1 その他 老人福祉センター整備事業 41

高齢者福祉課 124 1 その他 生きがい福祉事業団助成事業 41

高齢者福祉課 124 2 その他 ひとり暮らし高齢者等見守り活動支援事業 42

高齢者福祉課 124 2 その他 ショートステイ整備事業 42

高齢者福祉課 124 3 その他
定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所整備費補助事
業

42

高齢者福祉課 711 1 その他 福祉サービス事業者の指定等に係る事務権限の拡大 151

介護保険課 111 1 計画 地域包括ケアシステムの推進 25

介護保険課 124 3 その他 介護サービス事業所情報提供事業 42

介護保険課 131 1 その他 介護保険料の収入確保事業 43

介護保険課 131 1 その他 介護保険料コンビニ収納事業 43

介護保険課 131 2 その他 介護給付等費用適正化事業 43

介護保険課 131 2 その他 要介護認定適正化事業 43

介護保険課 711 1 その他 福祉サービス事業者の指定等に係る事務権限の拡大 151

介護保険課 713 1 その他 介護保険料コンビニ収納事業＜再掲＞ 156

包括支援課 124 2 計画 地域包括支援センター運営事業 41

包括支援課 124 2 その他 認知症家族相談事業 42

包括支援課 124 3 その他 はつらつ高齢者介護予防事業 42

障害福祉課 123 2 計画 障害者グループホームスプリンクラー整備補助事業 38

障害福祉課 123 3 計画 北総育成園整備事業 38

障害福祉課 123 3 計画 生活介護事業所整備事業 39

障害福祉課 123 1 その他 障害者週間啓発事業 39

障害福祉課 123 1 その他 身体障害者福祉センター管理運営事業 39

障害福祉課 123 2 その他 基幹相談支援センター事業 39

障害福祉課 123 2 その他 障害者虐待防止センター事業 39

障害福祉課 123 2 その他 盲ろう者通訳・介助員養成及び派遣事業 39

障害福祉課 123 2 その他 グループホーム等支援事業 39

障害福祉課 123 2 その他 障害者医療費給付・助成事業 39

障害福祉課 123 2 その他 障害者就労支援事業 40

障害福祉課 123 2 その他 障害者優先調達方針推進事業 40
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障害福祉課 123 3 その他 障害者住宅整備資金貸付・助成事業 40

障害福祉課 711 1 その他 福祉サービス事業者の指定等に係る事務権限の拡大 151

生活支援課 133 1 その他 自立支援事業 45

生活支援課 133 1 その他 就労支援事業 45

生活支援課 133 1 その他 生活保護世帯の中学生学習支援事業 45

健康福祉局
子育て支援部

子ども政策課 122 1 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業 33

子ども政策課 332 6 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業＜再掲＞ 96

児童家庭課 122 5 計画 母子生活支援施設整備事業 35

児童家庭課 122 1 その他 地域子育て支援事業 36

児童家庭課 122 1 その他 子育て支援コーディネーター事業 36

児童家庭課 122 1 その他 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 36

児童家庭課 122 1 その他 子ども医療費助成事業 36

児童家庭課 122 2 その他 児童相談所調査事業 36

児童家庭課 122 5 その他 ひとり親家庭等学習支援事業 37

児童家庭課 122 5 その他 母子家庭等自立支援事業 37

児童家庭課 631 3 その他 ＤＶ被害者支援事業 145

児童家庭課 631 3 その他 各種相談事業 145

児童家庭課家庭児童相
談室

122 2 その他 家庭児童相談室運営事業 36

保育課 122 1 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業 33

保育課 122 3 計画 多様な保育サービスの提供 34

保育課 122 3 その他 一時保育事業 36

保育課 122 3 その他 保育士確保事業 36

保育課 122 3 その他 病児・病後児保育事業 37

保育課 122 5 その他 みなし寡婦（夫）控除事業 37

保育課 332 6 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業＜再掲＞ 96

保育施設整備課 122 1 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業 33

保育施設整備課 122 3 計画 保育所整備事業 34

保育施設整備課 122 3 計画 多様な保育サービスの提供 34

保育施設整備課 122 3 計画 保育所耐震整備事業 34

保育施設整備課 122 3 計画 公立保育所保全事業 35
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保育施設整備課 332 6 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業＜再掲＞ 96

児童育成課 122 1 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業 33

児童育成課 122 2 計画 放課後ルーム整備事業 33

児童育成課 122 1 その他 地域子育て支援事業 36

児童育成課 122 2 その他 児童ホーム運営事業 36

児童育成課 122 2 その他 児童ホームエアコン整備事業 36

児童育成課 122 5 その他 みなし寡婦（夫）控除事業 37

児童育成課 332 6 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業＜再掲＞ 96

療育支援課 122 4 計画 児童発達支援センター整備事業 35

療育支援課 122 4 その他 こども発達相談センター運営事業 37

環境部

環境保全課 213 1 計画 生物多様性地域戦略策定事業 55

環境保全課 213 2 計画 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業 55

環境保全課 213 2 その他 船橋三番瀬クリ－ンアップ交付金 55

環境保全課 213 2 その他 三番瀬環境学習推進事業 55

環境保全課 221 3 計画 再生可能エネルギー等導入方針策定事業 57

環境保全課 221 1 その他 環境保全推進事業 57

環境保全課 221 1 その他 環境学習・啓発推進事業 57

環境保全課 221 2 その他 大気汚染防止対策事業 57

環境保全課 221 2 その他 土壌汚染対策事業 58

環境保全課 221 2 その他 大気中の放射線量測定事業 58

環境保全課 221 3 その他 新エネ・省エネ設備設置費補助事業 58

環境保全課 221 3 その他 ふなばしエコオフィスプラン推進事業 58

環境保全課 411 2 計画 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業＜再掲＞ 108

環境保全課 521 1 計画 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業＜再掲＞ 126

クリーン推進課 221 4 その他 ごみ減量活動事業 58

クリーン推進課 221 4 その他 路上喫煙及びポイ捨て防止事業 58

クリーン推進課 222 1 計画 小型家電リサイクル事業 59

クリーン推進課 222 2 計画 北部清掃工場建設事業 60

クリーン推進課 222 2 計画 南部清掃工場建設事業 60

クリーン推進課 222 1 その他 一般廃棄物処理基本計画推進事業 60
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クリーン推進課 222 1 その他 リデュース・リユース・リサイクルの意識啓発事業 60

クリーン推進課 222 1 その他 ペットボトル収集事業 60

クリーン推進課 222 1 その他 蛍光管・乾電池収集事業 60

クリーン推進課 222 2 その他 ふれあい収集実証事業 61

産業廃棄物課 222 1 その他 産業廃棄物対策事業 61

環境衛生課 223 2 その他 し尿の収集・処理事業 63

環境衛生課 223 2 その他 合併処理浄化槽設置費補助事業 63

環境衛生課 234 2 計画 馬込霊園整備事業 74

環境衛生課 234 2 計画 第２斎場整備事業 75

環境衛生課 234 1 その他 狂犬病対策事業 75

環境衛生課 234 1 その他 公衆浴場利用促進事業 75

環境衛生課 234 2 その他 霊園管理運営事業 75

西浦処理場 223 2 その他 し尿の収集・処理事業 63

北部清掃工場 222 2 その他 北部清掃工場改修整備・管理運営事業 61

北部清掃工場 222 2 その他 廃棄物等の放射性物質測定事業 61

南部清掃工場 222 2 その他 南部清掃工場改修整備・管理運営事業 61

南部清掃工場 222 2 その他 廃棄物等の放射性物質測定事業 61

経済部

商工振興課 213 2 計画 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業 55

商工振興課 333 4 計画 若者就労支援事業 100

商工振興課 411 1 計画 産品ブランド推進事業 107

商工振興課 411 2 計画 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業＜再掲＞ 108

商工振興課 411 1 その他 ふるさと納税推進事業 108

商工振興課 411 2 その他 ふなばし市民まつり事業 109

商工振興課 411 2 その他 観光協会事業 109

商工振興課 412 1 計画 新商工業振興ビジョン策定 110

商工振興課 412 1 計画 商店街活性化支援事業 110

商工振興課 412 2 計画 経済ミーティング事業 110

商工振興課 412 1 その他 企業技術力発信事業 110

商工振興課 412 2 その他 新事業創出型事業 111

商工振興課 412 3 その他 中小企業経営診断事業 111
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商工振興課 412 3 その他 中小企業制度融資事業 111

商工振興課 413 2 計画 商店街活性化支援事業＜再掲＞ 112

商工振興課 413 1 その他 商業環境施設整備・維持事業 113

商工振興課 413 2 その他 商店街活性化アドバイザー派遣事業 113

商工振興課 413 2 その他 プレミアム付商品券発行助成事業 113

商工振興課 414 1 その他 工業振興推進事業 113

商工振興課 414 1 その他 産学官の連携事業 113

商工振興課 414 2 その他 工業系用途利用促進事業 114

商工振興課 415 1 計画 若者就労支援事業＜再掲＞ 114

商工振興課 415 1 その他 雇用促進奨励事業 115

商工振興課 415 1 その他 障害者就労支援事業 115

商工振興課 415 2 その他 中小企業勤労者福祉サービスセンター事業 115

商工振興課 521 1 計画 ふなばし三番瀬海浜公園活用事業＜再掲＞ 126

消費生活課 431 1 計画 消費者被害防止啓発強化事業 119

消費生活課 431 1 その他 消費者教育事業 119

消費生活課 431 2 その他 消費生活センター事業 120

消費生活課 431 2 その他 地方消費者行政活性化基金事業 120

消費生活課 431 2 その他 計量事業 120

消費生活課 431 3 その他 地産地消及び食育の推進事業 120

農水産課 212 4 その他 森林活動推進事業 53

農水産課 411 1 計画 農産物ブランド推進事業 108

農水産課 411 1 計画 水産物ブランド推進事業 108

農水産課 411 1 その他 ふるさと納税推進事業 108

農水産課 421 3 計画 ふるさと農園整備事業 116

農水産課 421 1 その他 農業後継者対策事業 116

農水産課 421 1 その他 農業経営者育成事業 116

農水産課 421 1 その他 農業体験講座推進事業 116

農水産課 421 3 その他 農業体験講座推進事業 116

農水産課 421 1 その他 援農ボランティア支援事業 117

農水産課 421 1 その他 施設園芸推進事業 117

農水産課 421 1 その他 農業センター事業 117
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農水産課 421 1 その他 農産物放射性物質検査事業 117

農水産課 421 2 その他 援農ボランティア支援事業 117

農水産課 421 2 その他 連作障害解消事業 117

農水産課 421 2 その他 さわやか畜産総合展開事業 117

農水産課 421 2 その他 なし産地育成事業 117

農水産課 421 3 その他 援農ボランティア支援事業 117

農水産課 421 3 その他 農業センター事業 117

農水産課 422 1 その他 三番瀬海苔養殖業振興事業 118

農水産課 422 1 その他 三番瀬漁場再生事業 118

農水産課 422 1 その他 環境・生態系保全活動支援事業 118

農水産課 422 1 その他 漁業生産基盤整備事業 118

農水産課 422 2 その他 水産業体験講座推進事業 118

農水産課 431 3 その他 学童農園推進事業 120

農水産課 431 3 その他 農水産祭事業 120

地方卸売市場

地方卸売市場総務課 413 3 計画 卸売市場活性化事業 112

地方卸売市場総務課 413 3 計画 卸売市場施設整備事業 112

建設局
都市計画部

都市総務課 532 2 その他 本町駐車場の管理運営事業 134

都市総務課 541 2 その他 海老川上流地域まちづくり促進事業 137

技術管理課 712 2 その他 公共事業のコスト構造改善事業 154

技術管理課 712 4 その他 公共工事の品質確保事業 154

都市計画課 511 1 計画 総合都市交通計画の策定 124

都市計画課 511 3 計画 景観行政推進事業 125

都市計画課 511 3 その他 違反屋外広告物除却事業 125

都市計画課 541 2 その他 山手地区のまちづくり促進事業 137

都市計画課まちづくり支
援室

511 1 その他 地区計画制度等によるまちづくり促進事業 125

都市計画課まちづくり支
援室

511 4 その他 市民参加のまちづくり支援事業 125

都市計画課交通政策室 511 2 計画 鉄道駅エレベーター等整備補助事業 124

都市計画課交通政策室 532 1 計画 公共交通不便地域支援事業 133

都市計画課交通政策室 532 1 計画 バス利用促進等総合対策事業 133
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都市計画課交通政策室 532 1 その他 老人福祉センター送迎バス活用事業 133

都市計画課交通政策室 532 1 その他 自動車学校送迎バス活用事業 134

都市計画課交通政策室 532 1 その他 医療センターアクセス改善試験運行事業 134

都市計画課交通政策室 532 2 その他 駐車場建設に関する支援事業 134

都市計画課交通政策室 532 2 その他 駐車場整備計画の改訂 134

建設局
都市整備部

都市整備課 531 2 計画 自転車等駐車場整備事業 129

都市整備課 531 2 その他 自転車等駐車場管理・運営事業 131

都市整備課 531 2 その他 自転車等街頭指導事業 131

都市整備課 541 1 計画 JR船橋駅南口ペデストリアンデッキ整備事業 135

都市整備課 541 2 計画 小室土地区画整理事業の促進 137

公園緑地課 112 1 その他 公園を活用した健康づくり事業 29

公園緑地課 212 1 計画 都市緑地整備事業 51

公園緑地課 212 1 計画 都市公園整備事業 51

公園緑地課 212 1 計画 運動公園整備事業 52

公園緑地課 212 1 計画 アンデルセン公園拡張整備事業 52

公園緑地課 212 1 その他 既設公園整備事業 52

公園緑地課 212 1 その他 公園施設等放射能対策事業 52

公園緑地課 212 1 その他 法典公園整備事業 52

公園緑地課 212 1 その他 市民の森整備事業 52

公園緑地課 212 1 その他 アンデルセン公園整備事業 52

公園緑地課 212 1 その他 市民参加の公園づくり事業 53

公園緑地課 212 1 その他 公園施設管理事業 53

公園緑地課 212 1 その他 街路樹整備事業 53

公園緑地課 212 2 その他 街路樹整備事業 53

公園緑地課 212 2 その他 景観木や生け垣等による緑化事業 53

公園緑地課 212 2 その他 緑化重点地区推進事業 53

公園緑地課 212 3 その他 都市緑化推進事業 53

公園緑地課 212 3 その他 ふるさとの森づくり・公園緑地愛護会事業 53

公園緑地課 212 3 その他 ふれあい花壇整備事業 53

公園緑地課 212 4 その他 緑地保全助成事業 53
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公園緑地課 212 4 その他 市民の森整備事業 52

公園緑地課 231 3 計画 運動公園整備事業＜再掲＞ 66

公園緑地課 231 2 その他 既設公園整備事業＜再掲＞ 69

公園緑地課 322 3 計画 運動公園整備事業（２種公認） 88

公園緑地課 322 3 計画 運動公園整備事業＜再掲＞ 88

飯山満土地区画整理事
務所

541 1 計画 飯山満地区土地区画整理事業 136

飯山満土地区画整理事
務所

541 2 計画 飯山満地区土地区画整理事業＜再掲＞ 137

建設局
道路部

道路管理課 531 1 その他 歩道実態調査事業 131

道路管理課 532 2 その他 路上放置車両対策事業 134

道路管理課 541 1 その他 JR船橋駅北口広場総合改修事業 137

道路管理課道路安全推
進室

531 4 その他 道路補修修繕事業 132

道路建設課 211 1 その他 道路舗装整備事業 50

道路建設課 231 3 計画 橋りょう維持・耐震化事業 66

道路建設課 511 2 計画 人にやさしい歩道整備事業 124

道路建設課 511 2 計画 歩道環境整備事業 125

道路建設課 531 1 計画 人にやさしい歩道整備事業＜再掲＞ 128

道路建設課 531 1 計画 歩道環境整備事業＜再掲＞ 128

道路建設課 531 1 計画 コミュニティ道路等整備事業 128

道路建設課 531 2 計画 歩道環境整備事業＜再掲＞ 129

道路建設課 531 4 計画 道路改良事業 130

道路建設課 531 4 計画 橋りょう維持・耐震化事業＜再掲＞ 130

道路建設課 531 4 計画 橋りょう整備事業 130

道路建設課 531 4 計画 交差点整備事業 131

道路建設課 531 5 計画 コミュニティ道路等整備事業＜再掲＞ 131

道路建設課 531 1 その他 歩道維持事業 131

道路建設課 531 4 その他 道路舗装整備事業 131

道路建設課 531 4 その他 道路舗装維持事業 132

道路建設課 531 5 その他 通園通学路整備事業 132

道路建設課 532 1 計画 バス利用促進等総合対策事業 133

街路課 531 3 計画 都市計画道路整備事業 129
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街路課 541 1 計画 都市計画道路整備事業＜再掲＞ 136

建設局
下水道部

下水道部 223 1 計画 下水道整備事業（管渠・処理場等の整備） 62

下水道部 223 1 計画 下水道整備事業（地震・長寿命化対策） 62

下水道部 231 3 計画 下水道整備事業（地震・長寿命化対策）＜再掲＞ 67

下水道総務課 223 1 その他 地方公営企業法適用に係る資産調査及び評価 62

下水道河川計画課 231 4 その他 河川整備計画の策定事業 70

下水道建設課 231 4 計画 下水道整備事業（雨水対策） 68

下水道施設課 221 3 計画 下水処理場における再生エネルギー導入検討事業 57

下水道施設課 223 1 その他 下水汚泥の放射性物質測定事業 63

下水道河川管理課 211 1 その他 雨水浸透桝等設置補助事業 50

下水道河川管理課 211 2 その他 調整池等有効利用事業 50

河川整備課 211 2 計画 準用河川整備事業 49

河川整備課 231 3 計画 護岸改修事業 67

河川整備課 231 4 計画 準用河川整備事業＜再掲＞ 68

河川整備課 231 4 その他 普通河川整備事業 70

河川整備課 231 4 その他 雨水流出抑制対策事業 70

河川整備課 231 4 その他 排水路等整備事業 70

建設局
建築部

建築指導課 231 3 その他 危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業 69

公共建築物保全課 231 2 その他 「市有建築物の耐震化整備プログラム」の進行管理 69

公共建築物保全課 231 3 その他 耐震診断助成事業 69

公共建築物保全課 231 3 その他 住宅耐震改修助成事業 69

公共建築物保全課 713 2 その他 公共施設保全マネジメント推進事業 156

宅地課 213 3 その他 「船橋市環境共生まちづくり条例」等による開発等の規制・誘導 55

宅地課 231 3 計画 急傾斜地崩壊対策事業 67

宅地課 231 3 その他 がけ地対策事業 69

宅地課 235 3 その他 中高層建築物に伴う建築紛争の予防・調整事業 77

宅地課 235 3 その他 ワンルーム形式共同住宅に伴う紛争防止事業 77

住宅政策課 235 2 計画 三山団地整備事業 76

住宅政策課 235 2 計画 公営住宅管理事業 76
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住宅政策課 235 1 その他 住まいに関する情報提供事業 76

住宅政策課 235 1 その他 サービス付き高齢者向け住宅情報提供事業 76

住宅政策課 235 1 その他 マンション管理士等派遣事業 77

住宅政策課 235 1 その他 住宅相談事業 77

住宅政策課 235 1 その他 住生活基本計画策定事業 77

住宅政策課 235 2 その他 賃貸住宅入居支援事業 77

消防局

消防局総務課 233 2 その他 消防庁舎等整備事業 73

消防局予防課 233 1 その他 予防機器整備事業 72

消防局予防課 233 1 その他 危険物施設安全対策事業 73

消防局予防課 233 1 その他 火災原因調査事業 73

消防局予防課 233 1 その他 消防音楽隊市民協働化推進事業 73

消防局警防課 231 2 計画 非常時活動拠点整備事業［（仮称）行田運動広場整備事業] 66

消防局警防課 233 2 計画 消防水利整備事業 72

消防局警防課 233 2 その他 常備消防車両整備事業 73

消防局警防課 233 2 その他 消防団活動支援事業 73

消防局救急課 233 3 計画 救急隊の増隊 72

消防局救急課 233 3 その他 ドクターカー運行事業 73

消防局救急課 233 3 その他 メディカルコントロール体制整備事業 73

消防局救急課 233 3 その他 災害時における防災ＭＣＡ無線の運用 73

消防局救急課 233 3 その他 救急車適正利用の推進 74

消防局指令課 233 2 その他 消防指令業務共同運用事業 73

会計課

会計課 713 1 その他 小口の歳入科目に対する新たな収納方法の検討 156

病院局

医療センター 111 2 計画 市立医療センター運営事業 25

医療センター 111 2 計画 市立医療センター施設等整備事業 25

医療センター 111 3 計画 市立医療センター運営事業 25

医療センター 111 3 計画 市立医療センター施設等整備事業 25

教育委員会
管理部

教育総務課 122 2 計画 放課後子供教室推進事業 33
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教育総務課 332 4 計画 放課後子供教室推進事業＜再掲＞ 96

財務課 332 3 計画 学校図書整備事業 96

施設課 332 3 計画 小学校耐震改修事業 93

施設課 332 3 計画 中学校耐震改修事業 93

施設課 332 3 計画 特別支援学校耐震改修事業 93

施設課 332 3 計画 小学校校舎及び設備等改修事業 94

施設課 332 3 計画 中学校校舎及び設備等改修事業 94

施設課 332 3 計画 小・中学校校舎増築事業 95

教育委員会
学校教育部

学務課 122 1 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業 33

学務課 122 5 その他 みなし寡婦（夫）控除事業 37

学務課 332 6 計画 子ども・子育て支援新制度準備事業＜再掲＞ 96

学務課 332 2 その他 教職員相談事業 97

学務課 332 2 その他 教職員不祥事防止に向けた意識改革事業 97

学務課 332 3 その他 通学区域の見直し 98

学務課 332 6 その他 私立幼稚園等各種補助事業 99

指導課 332 1 計画 スクールカウンセラー配置事業 92

指導課 332 3 計画 学校図書整備事業 96

指導課 332 1 その他 授業研究の推進 96

指導課 332 1 その他 学習サポーター派遣事業 97

指導課 332 1 その他 小中一貫の英語教育推進事業 97

指導課 332 1 その他 道徳教育の推進 97

指導課 332 1 その他 生徒指導に係る学校訪問の推進 97

指導課 332 4 その他 小中連携一貫教育の推進 98

指導課 333 4 その他 キャリア教育推進事業 101

指導課 341 3 その他 姉妹友好校交流の推進事業 102

指導課 342 1 その他 平和教育推進事業 103

指導課 631 3 その他 人権教育の推進 145

保健体育課 112 3 計画 小学校フッ化物洗口事業 28

保健体育課 332 3 計画 中学校給食棟の増築 95

保健体育課 332 1 その他 体力作り推進事業 97
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保健体育課 332 1 その他 保健教育推進事業 97

保健体育課 332 3 その他 給食食材放射線量等検査事業 98

保健体育課 332 3 その他 学校等敷地内放射線量測定事業 98

保健体育課 712 2 計画 小学校給食等の委託化事業 152

保健体育課 712 3 計画 学校給食費の公会計化 153

保健体育課児童・生徒
防犯安全対策室

332 3 その他 安全教育推進事業 98

保健体育課児童・生徒
防犯安全対策室

332 3 その他 防犯機器整備事業 98

保健体育課児童・生徒
防犯安全対策室

332 4 その他 スクールガード事業 98

総合教育センター 332 1 計画 特別支援学級・通級指導教室整備事業（小学校） 92

総合教育センター 332 1 計画 特別支援学級・通級指導教室整備事業（中学校） 92

総合教育センター 332 3 計画 公立学校のエレベーター設置事業 95

総合教育センター 332 1 その他 支援員配置事業 97

総合教育センター 332 1 その他 特別支援学校機能強化事業 97

総合教育センター 332 2 その他 教職員研修事業 97

総合教育センター 332 3 その他 教育用コンピュータ整備事業 98

総合教育センター 332 6 その他 幼保小連携推進事業 99

教育委員会
生涯学習部

社会教育課 311 3 計画 西図書館建替事業 81

社会教育課 311 1 その他 生涯学習施設予約システム管理事業 82

社会教育課 311 1 その他 社会教育関係団体支援事業 82

社会教育課 311 1 その他 まちづくり出前講座事業 82

社会教育課 311 2 その他 パソコン講習事業 82

社会教育課 311 3 計画 浜町公民館建替事業 82

社会教育課 311 3 計画 北部公民館建替事業 82

社会教育課 311 3 その他 公民館エレベーター設置事業 82

社会教育課 312 1 計画 学校支援整備事業 83

社会教育課 312 1 その他 生涯学習サポート事業 84

社会教育課 312 2 その他 生涯学習推進事業 84

社会教育課 312 2 その他 ふなばし市民大学校運営事業 84

社会教育課 312 2 その他 生涯学習コーディネーター養成事業 84

社会教育課 331 1 その他 家庭教育相談事業 90
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社会教育課 331 1 その他 家庭教育セミナー事業 90

社会教育課 331 2 その他 学校支援整備事業＜再掲＞ 90

社会教育課 332 4 その他 学校支援整備事業＜再掲＞ 98

社会教育課 333 4 その他 青少年の社会参加促進事業 101

視聴覚センター 321 2 その他 21世紀のデジタルプロジェクト事業 87

文化課 321 1 計画 ふなばし音楽フェスティバル事業 85

文化課 321 1 計画 まちかど音楽ステージ事業 85

文化課 321 1 計画 吉澤野球博物館活用検討事業 85

文化課 321 1 その他 船橋市文学賞事業 86

文化課 321 1 その他 市民ギャラリー・茶華道センター運営事業 86

文化課 321 1 その他 美術館のあり方及び運営等に関する検討 86

文化課 321 2 その他 文化財・埋蔵文化財の調査・活用事業 86

文化課 321 2 その他 博物館等での展示事業 86

青少年課 333 1 その他 青少年団体支援事業 100

青少年課 333 2 その他 青少年キャンプ事業 100

青少年課 333 2 その他 都市間交流事業 100

青少年課 333 3 その他 青少年施設の活用促進事業 100

生涯スポーツ課 212 1 計画 運動公園整備事業 52

生涯スポーツ課 231 3 計画 運動公園整備事業＜再掲＞ 66

生涯スポーツ課 322 1 計画 総合型地域スポーツクラブ育成事業 87

生涯スポーツ課 322 3 計画 運動公園整備事業（２種公認） 88

生涯スポーツ課 322 3 計画 運動公園整備事業＜再掲＞ 88

生涯スポーツ課 322 3 計画 （仮称）行田運動広場整備事業（非常時活動拠点整備事業） 88

生涯スポーツ課 322 3 計画 高瀬下水処理場上部活用事業 89

生涯スポーツ課 322 1 その他 地域リーダー養成事業 89

生涯スポーツ課 322 2 その他 全国高等学校総合体育大会事業 89

生涯スポーツ課 322 2 その他 学校施設の開放事業 89

生涯スポーツ課 322 3 その他 まちかどスポーツ広場整備事業 89

各公民館 311 2 その他 各種講座開催事業 82

各公民館 333 4 その他 青少年の社会参加促進事業 101

各図書館 311 3 その他 図書館サービス推進事業 83
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 担当課別事業索引

担当課名
基本施策

番号
施策
番号

事業種別 事業名 頁

市民文化ホール 321 1 その他 市民文化ホール改修事業 86

郷土資料館 321 2 計画 郷土資料館改修事業 86

郷土資料館 321 2 その他 博物館等での展示事業 86

飛ノ台史跡公園博物館 321 2 その他 博物館等での展示事業 86

青少年センター 333 1 その他 街頭指導事業 100

青少年センター 333 1 その他 青少年相談事業 100

青少年センター 333 3 その他 青少年施設の活用促進事業 100

教育委員会
市立船橋高等学校

市立船橋高等学校 332 3 計画 市立高等学校耐震改修事業 94

市立船橋高等学校 332 5 その他 市内小・中学校との連携推進 98

市立船橋高等学校 332 5 その他 市立高等学校耐震改修事業＜再掲＞ 98

市立船橋高等学校 341 3 その他 姉妹友好校交流の推進事業 102

農業委員会

農業委員会 421 2 その他 耕作放棄地の解消モデル事業 117
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